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令和２年第２回 多気町議会定例会会議録（一般質問） 

 

開   議  （１日目）令和２年３月５日 午前９時 （６名／８名中） 

（２日目）令和２年３月９日 午前９時 （２名／８名中） 

 

順番 質 問 者 通告方式 質 問 内 容 

１ 松木 豊年 一問一答 

①新型コロナウイルス感染症対策について（町長） 

②改正教育職員給与特別措置法について 

（教育長、教育課長） 

③「令和２年度の地方財政の見通し・予算編成上

の留意事項等について」(事務連絡 令和２年１

月 24 日付 総務省自治財政局財政課、以下、「事

務連絡」)について       （担当課長） 

④多文化・共生社会に向けた地域づくりを考える

ワークショップについて   （健康福祉課長） 

２ 坂井 信久 一問一答 

①町政懇談会の総括と政策反映について 

（町長、副町長、担当課長） 

②クリスタル工業団地の土地区分について 

（担当課長） 

３ 木戸口 勉幸 一問一答 

①防災について       （町長、担当課長） 

②健康づくり（多気町第３次健康増進計画）につ

いて           （町長、担当課長） 

③新型コロナウイルス対策危機管理について 

（町長、総務課長、担当課長） 

４ 松浦 慶子 一問一答 

①成人式の今後について 

（町長、教育長、担当課長） 

②小学校統合検討委員会について 

（教育長、担当課長） 

③多気町地方版ハローワークについて（担当課長） 

５ 前川  勝 一問一答 

①地域包括支援センターについて 

（町長、担当課長） 

②子どものスマートフォン所持使用について 

（教育長、担当課長） 

６ 森田  勉 一問一答 
①ごみ処理について（現状、将来の課題）  

（町長、副町長、担当課長） 

７ 山際 照男 一問一答 
①小学校の英語教育について 

（町長、教育長、担当課長） 
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８ 田牧 正義 一問一答 

①三重とこわか国体カヌー競技の準備状況を伺い

たい           （町長、担当課長） 

②持続可能な町(地域)のつくり方についてお聞か

せください        （町長、担当課長） 

③クリスタルタウン工業ゾーン整備事業について  

（町長、副町長） 

④シャープ三重工場の動向について   （町長） 

⑤VISON の進捗状況について     （町長） 

 

 

（５番 松木 豊年 議員） 

○議長（𠮷田 勝） １番目の質問者、松木豊年議員の質問に入ります。 

５番、松木議員。 

○５番（松木 豊年） おはようございます。１番目の質問になりました。よろ

しくお願いいたします。 

一問一答方式で、１番目、新型コロナウィルス感染症対策について。２点目、

改正教育職員給与特別措置法について。３番目、「令和２年度の地方財政の見

通し・予算編成上の留意事項等について」(事務連絡)について。４番目、多文

化・共生社会に向けた地域づくりを考えるワークショップについて、質問いた

します。よろしくお願いします。 

まず最初の質問です。新型コロナウイルス感染症対策について、伺います。 

質問通告では、２月 19 日が締め切りでございましたので、18 日の段階での

厚生労働省のホームページなどで、厚生労働省が把握した情報に基づいて町長

に町としての基本的な対策について、質問をする予定でおりました。したがっ

て、質問通告では答弁をいただくのは町長というふうに記録しておりましたけ

れども、その後の状況が一変しましたので、それらの変化の中身も含めての質

問にならざるを得ない状況になりましたので、町長以下、関係する皆さんのご

答弁をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

まず第１に、小中学校の一斉の一律の休校措置に伴う問題について、質問さ

せていただきます。 
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その後の国会での質問などを通じて、安倍総理の要請は総理単独で、閣議に

も図らないで、あるいは文科大臣の事前の了承も取らないで、単独で行ったと

いうことが明らかになっております。しかも、専門家会議の意見も聞かないで、

科学的な根拠も持たないで、政治的な判断として行ったということを安倍総理

自身が答弁で答えておられます。 

こういうやり方ですので、いろんな形で問題が噴出しているというのが、今

日の状況だと思います。したがって、我が多気町においては、どんなような問

題が起きているのかということを共通認識にしてですね、事の改善に力を合わ

せていくということが最も今日においては求められているそういう中身だと

思います。 

そういう認識に立って、急な決定でもありましたので、多気町の中で、一斉

休校の措置を取るに至った、決定の経過について、お尋ねしたいと思います。 

これまで、インフルエンザとか風疹などが流行した場合に、学級閉鎖とか休

校の措置が取られたと思いますが、それらの場合の手続きが、どのような手続

きが取られて実行・実施に移されてきたのか。そして今回の一斉の休校措置こ

れを決定するに当たっての違いがどこにあったのかなどを中心に、その経過説

明をお願いしたいと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） まず私のほうから、議員おっしゃられたように、その安

倍総理の、議員の言い方でいきますと、「独断で」進められたということであ

りますが、このことにつきましては、我々はどうこういう立場にはないと思い

ます。結果的にこれが良かったのか悪かったのかは、これから先のことになる

と思いますので。 

ただ、我々は、国のそうした指示に基づいて教育委員会のほうの対応として

ましても、そういう一斉休校ということをしました。ただ、我々の自治体で取

り組んだことは、その学校のほうについては休校になりましたけども、保育所、
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それから学童保育については、また図書館においても、開いていくということ

にしております。 

多気町では、これまで、幾度となく課長会議において、どういう対応をする

か、特に町のかかわる施設についての利用については、一部制限をしたところ

もあります。 

国が今、緊急対策特別措置法をするかどうか、今野党と協議をされるかと思

いますけども、多気町では、平成 25 年の３月、条例第 11 号で、新型インフル

エンザに対する対策本部を設置するということになっておりますけども、現在、

それに近い状態で、今、役所の中で取り組みをさせてもらっております。それ

は、町のかかわる事業については、一部中止をお願いしたり、延期をお願いを

したり、こんな対応と、あとはもうほとんどが、もう毎日のように、テレビ・

新聞・ラジオ等で注意喚起をされております。手洗いであったりうがいであっ

たりマスクの着用であったり、こんなところもあります。 

幸い、三重県では昨日まで感染者お一人おみえになったという報道がありま

したけども、もう完全に陰性ということで元気になられております。ただ、今

日また新たに、三重県の人がカンボジアから帰ってきたときに、中部空港かな、

そこで感染の確認がされて、今三重県へは入ってもらってはないと思います。 

いつどこで誰がどんなことになるかわかりませんので、みんなで注意をしな

ければと思います。 

小学校の休校については、私が申し上げたように、国の方針で我々は、ただ

全国的には全部がそうなってないところもあると思いますけども、それはある

程度自治体の判断もあるかと思います。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） 松木議員の、例えばインフルエンザを例に出させてい

ただいてですね、そのときのこう決定までの道筋っていうようなご質問１つあ
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ったと思います。まずそれについてお答えをさせていただきたいと思います。 

例年、今はもうインフルエンザっていうのは冬だけではなく、１年を通して

こうあるわけですけれども、インフルエンザで学級閉鎖・学年閉鎖・学校閉鎖

等の必要が、こう生まれるかどうかの判断につきましては、学校長、養護教諭

が学校医さんに連絡を取らせていただきまして、学校医さんの判断のもと、学

級閉鎖なり対応を取らせていただいているっていうのが、流れでございます。 

それから、次にご質問のありましたのが今回の対応についてということでご

ざいます。 

今回国からの要請があった、そのことにつきましては、教育委員会としても

重く受け止め、感染の拡大のために教育委員会、またそれぞれの学校の対応を

どうしていくべきかということで、まず教育委員会内での相談、方向性を決め

た上で、各学校への次の日の会議を持ちますので、それぞれの学校でどのよう

な対応が必要になってくるかということについて、考えておくようにというふ

うなことも指示をさせていただいたところでございます。 

また、先週の金曜日には、学校への連絡、集合時間等もあるわけでございま

すけれども、国からのテレビ報道による要請のことは、掴んではおりますけれ

ども、文部科学省からの文書が８時半になっても届いておらず、まずその文書

が手元にあるということがとても大事なことであるというふうに判断してお

りましたので、最終届いたのが午前 10 時ごろでございました。その後、三重

県教育委員会からの通知等がいつ来るのかっていうことで、県の教育委員会の

ほうにも連絡を取りながら、しておったわけですけれども、最終もう校長会を

開くぎりぎりの時間になっても結局届かないという状態でございました。ただ、

届いておったのは、県立高等学校についての対応の通知のみでした。 

教育委員会としては、県立の高等学校への通知をもとに判断をせざるを得な

いという状況でございました。と同時に、多気町には、松阪市との学校組合立

多気中学校がございます。っていうのは、松阪市の射和小学校と多気中学校と

は常に、例えば台風のときでもそうですけれども、校長同士が連絡を取り合い
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ながら同じようなスタンス、対応をしていくということを基本としております

ので、今回も松阪市の教育委員会にも連絡を取りながら、また郡内の教育委員

会とも連絡を何度も取り合いながら、最終的に２日月曜日から春休み前までと

いうことで、方向を定めさせていただいたところでございます。 

それをもとに、町内の校長会において、その内容を伝え、そしてそこから来

る課題点等も確認をしながら、それぞれの学校での対応に校長先生方は発して

いただいたというふうなところでございます。 

以上でございます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

松木議員。 

○５番（松木 豊年） ありがとうございます。 

町長にお伺いします。平成 25 年度に設置した対策本部に近いような状態で。

今対応しておられるというご説明でしたけれども、その中身について、もう少

し詳しく教えていただけますか。 

例えば、学校の休校を決定するに当たっての、対策本部に近い状態の関与っ

ていうのは、どんなふうにあったんですか。それはなかったんですか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） その中身のやつについては、今手元に持っておりません

けども、情報交換や連絡調整を中心に行っていくということで、また条例の中

身を確認をしてみます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

松木議員。 

○５番（松木 豊年） 聞きたかったのは、今回の休校措置の決定には関与はし

ていないということですか。 

そうすると、教育長さんがおっしゃった経過で全てっていうことですね。 

はい、わかりました。 
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教育長に先ほどのご説明の中身について、ちょっと追加してお伺いしたいと

思いますが、インフルエンザなどでは、校長先生と養護教諭の先生が相談をし

て、学校医と相談をして最終的な決定をするということでご説明いただきまし

たけれども、今回はその手続きっていうのは踏まれたんですか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） 今回の新型コロナウイルスに関しましては、町内の学

校におきましては、感染者が今のところゼロであると、子供たちがゼロである

というところから、学校医には相談はしておりません。 

以上でございます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

松木議員。 

○５番（松木 豊年） 次の質問、関連してお願いしたいと思います。 

日中、学校がお休みになるということもあって、特に低学年のお子さんたち

がご家庭にひとりぼっち、あるいは子供だけの状態になるということで、放課

後児童クラブを、そうした場合のケアをすることにするっていうことも決めて

いただいて、実行に移されたというふうに伺っております。既にそれがもう始

まっていると思いますけれども、実施しての状況について、どんなふうな状況

になっているのか、について、ご説明いただきたいと思います。 

あわせて、私もちょっと訪問をして状況を業務の支障にならない範囲で伺い

ましたけれども、学校での教室、あるいは校庭も含めてですけれども、通学を

しているお子さんたちの環境とですね、その放課後児童クラブでお世話をする

環境とでは、その環境面やあるいは人的体制面などを総合的に見てですね、感

染のリスクやその何かについて、どちらがいいのかっていうふうに、ちょっと

現状でのやり方について、ちょっと私自身は疑問に感じた面もありましたので、

実施しての状況について、ご説明いただけたらと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 
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森本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（森本 直美） すいません、今回の新型コロナウイルスの対策

ということで、当課におきましては、２月 28 日お昼ぐらいに、学校のほうの

方針をお聞きいたしました。その後、町長のほうに指示をいただきまして、放

課後児童クラブを朝からの開設ということで、準備を始めております。 

28 日の夕方、保護者のほうには通知をつくりまして、そちらのほうの説明を

させていただきました。その文書のほうには、新型コロナウイルス感染の拡大

防止が目的であるため、ご家庭での保育が可能である場合は、できる限り家庭

保育をお願いしますというあたりと、また、保育ができない場合は、放課後児

童クラブでお預かりしますということで、できる限りマスクを着用の上、また

毎朝ご自宅で体温を測定していただき、熱のある状況のときには、登所を控え

てくださいというような文章で、情報を保護者の方に出させてもらってます。 

土曜日も担当職員２人待機しまして電話対応と、あとまた連絡がつかない保

護者のほうに連絡を取らせていただいております。 

３月２日の朝７時から開所をさせていただいておりまして、当日は 70 名程

度ということを報告を受けております。２月現在で、申請者数が 157 名であり

まして、かなりの人数は、少ない中で始まっております。 

そんな中、４クラスある中ですけども、子供たちにとって勉強のしやすい状

況をつくるっていうあたりや、またお食事のときには、なるべくお子さん同士

の隙間をあけまして、実施をさせてもらってます。また、時間的に換気の時間

もつくって、換気をさせていただいております。手洗いの励行等は指導のもと、

実施していただいている状況です。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） 児童館のほうへ学校から７名の介助員が２日から行っ

ておりまして、朝の今言われた時間帯になりますけれども、早い時間から、最

終は 18 時まで対応しているというふうなことで割り振りをさせていただいて、
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対応に当たらさせていただいております。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

松木議員。 

○５番（松木 豊年） ありがとうございました。急な決定で、非常にせわしい

中でのいろんな手を打ってるっていうのは本当に大変だったというふうに思

われます。 

私、これも国会の中で、議論の中で明らかになったことでありますが、今回

の一斉休校の措置は、一律に要請するものではなくて、最終的には実施主体の

自治体が判断すべきものだということを文科大臣も言っておられます。したが

って、安倍総理が要請はしたけれども、必ずしもですね、地域の実情・実態に

応じて、子供さんや保護者、全体にとってですね、どういうやり方がいいのか

については、走りながらですけれども、知恵を出し合ってやっていく中身だと

いうふうに思っております。 

それで、日本医師会の定例会見なども拝見していますとですね、先ほど申し

上げたようなに、過去のインフルエンザの問題やなんかの対応と同じように、

学校医とも相談を是非してもらいたいというのが、日本医師会の立場なんです

よね。先ほど答弁の中でも言われましたけれども、まだ発症者がいないわけで

すから、そういうことを踏まえて、どう対処するのかっていうのは、子供さん

や保護者の皆さんがこの問題でどういうようなストレスやいろんな問題、教育

の場面だけではなくて、経済界の問題も含めてですね、いろんなことがいっぱ

い起きていますので、それらの弊害も極力減らす努力っていうのを今からも皆

が知恵を出し合ってやっていくべき中身だというふうに思っております。 

その上で、今日の新聞報道でも紹介されておりますけれども、栃木県の自治

体で、休校措置を考えていたんだけれども、それを撤回して学校をちゃんとや

るようにしたと。茂木町という町です。その理由が紹介されていまして、保育

園や幼稚園が通常どおり運営されている。そして、休校で子供さんだけで日中
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過ごすような家庭が出てこざるを得ない。授業実施できれば、安全に配慮した

給食を提供することができる。これ全て子供さんやご家庭の親御さんのことを

配慮した判断だと思います。そのことを理由に休校しないということを決めた

そうです。教育長さんと町長さんが連名で町民の皆さんにそのことを通知した

ていうことを報道されていますけれども、そうした事例も参考にしながらです

ね、もちろんこの茂木町は町内や近隣で感染者が出た場合には休校措置を取る

場合もあるということは明言しておられます。そういうことも全国ではいろん

な知恵の出し方もあると思いますし、これからも出てくると思いますので、多

くの問題は、今いろいろ出てくると思うんですけれども、この子供さんの状況

はどうなのか、学校の先生方がどんなご苦労されているのか、こういうことを

しっかり耳傾けてですね、より良いあり方について、引き続きご尽力いただき

たいというふうに思います。 

そして、次の質問に移りますけれども、感染を防止するためには、多気町に

はベッドのある病院はありませんので、お年寄りの施設、ここでの感染をです

ね、発生させないというのが非常に重要なポイントになると思います。 

このお年寄りの施設の果たす役割はそういう意味では非常に大きな役割が

あると思いますけれども、私、施設への聞き取りを行いにいってまいりました。

そうしますと、１つはですね、マスクなどが不足していて大きなガーゼを小さ

く刻んで内側に当てて使っていて、何とかもたしているだとか、これはもちろ

ん従業員、職員用ですね。それだとかまだ備蓄はあるけども、３月いっぱいで

備蓄がもうなくなってしまうだとか、消毒液が不足している。あるいは体温の

管理、職員が出勤する前にきちっと体温図って出勤して、体調の異変をみずか

らもチェックしてもらうだとか、あるいは利用者さんの体温チェックっていう

のも頻繁にやらなきゃいけない。そういう意味で非接触型の体温計が不足して

いるというようなことが寄せられています。 

先ほど申し上げました学校がお休みになったこととの関係で、職員の体制で、

ちょっときつい状況が生じているので、余り長引くとちょっと大変なことにな
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ってしまうというようなことが寄せられていました。 

そして、面会制限を入所施設にあっては、かなり多くの施設がとられていま

す。これは、これまで１月にはやったインフルエンザのときの面会制限の延長

をそのまましていますというところが多かったですけれども、そういうような

状況でありました。 

注目する施設もありました。多くのところが面会制限をしているんですが、

現段階で三重県内での感染者は早期に１名ということで、それ以降感染拡大は

していないことを踏まえて、面会制限はしていませんという施設もございまし

た。ただ、これからもし発生したら制限をさせてもらうこともあるというよう

なことでありました。 

施設では、施設長である管理者を先頭にですね、感染対策委員会だとか、そ

ういう組織をフル動員して、とにかく感染をさせないということで、必死に頑

張っておられる様子がよくわかりました。 

町として何かできることはありませんかということをお尋ねしましたら、や

はり資材が不足しているので、是非その点でもしやってもらえるんだと非常に

ありがたいというふうにおっしゃっておりました。 

昨日、総務課長さんが、１万枚のマスクの備蓄が町にはあるということでご

紹介いただきましたけれども、是非ですね、そういう感染を防ぐために頑張っ

ていることをやはり町挙げて応援していくという立場からのですね、マスクの

供出、あるいは消毒液の、これはあんまりないということの説明でしたけれど

も、あるいは非接触型の体温計、こういった資材ですね、施設からの要望があ

れば、まあ要望があるのはもう私も伺いましたので、是非そこ応援するという

ことで、検討していただきたいと思いますが、これは、町長のご英断を是非お

願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） 松木議員のほうから、是非町長の英断をということで、
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基本的には、１万枚に中には、子供用のものもあったり、大人用のものもあり

ますので、ちょっと枚数その辺確認っていうか、ちょっと覚えてないんですけ

ど、役場の窓口が毎日不特定多数の人がたくさんおみえになるので、まずその

部分についてやらなければというのと、あと、施設へ全部やってしまうと、そ

ういう対応の部分が不足になりますので、その辺検討しながら、対応していけ

ればと思ってます。 

新聞報道によりますと、もうこの３月早々には、中ごろまでには、かなりの

枚数がもうまた出てくる。昨日の菅さんの話では、もう全国で６億枚ぐらいは

これから出せるんやってなことも言うてみえたんで、その辺を期待したいのと、

また町内の企業さんの中でそういうマスクの生産をこれからやっていただけ

るということを聞いておりますので、早々にはたぶん皆さんに届けられる時期

になると思います。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

松木議員。 

○５番（松木 豊年） 私は、今備蓄している分で、町ですぐに使う予定のない

ものについては、少し融通をするべきではないかということで、全部放出する

とかですね、子供用あるいは役場に来られる方のためのものだとか、必要なも

のはもちろん置いとく必要があると思うんですけども、是非前向きに検討をお

願いしたいと思います。 

それでは、２番目の質問に移らせていただきます。 

改正教育職員給与特別措置法について伺います。 

この特別措置法は、去年 12 月４日に成立した法律であります。公立学校の

先生方に１年単位の変形労働時間制の導入を可能とする、そういう中身です。

ただ、教育現場の先生方からは大変不人気な法律であります。その内容は主に

次のような中身になっています。 

１つ目は、１年間のうち、繁忙期（忙しい時期）と閑散期（暇な時期）とい

うふうに設定をして、繁忙期（忙しい時期）の所定労働時間を延ばして、最大
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１日 10 時間の労働時間だそうですけれども、閑散期の所定労働時間をその分

短くする。そういうことができるということです。 

２点目は、その運用の目的は、夏の休日のまとめ取りに限定される。 

３番目、都道府県などが条例を定めるかどうか、あるいは条例が定められた

もとでも、個々の自治体や学校が導入するかどうかは、それぞれの判断にゆだ

ねられる、自由な判断が求められます。各学校においても、導入するかどうか

はその毎年度ごとに決めるというこういう中身になっているわけであります。 

そこで、教育長に伺います。この特措法ですけれども、今私が簡単に３つぐ

らいにまとめましたけれども、そういう中身で間違いありませんでしょうか。

あるいは、この内容について、訂正や追加する中身があればご説明をお願いし

たいと思います。 

あわせて、今の時点で、１年単位の変形労働制の導入を多気町として考えて

いるのかや、あるいはどういうふうな検討をしようとしているのか、この先の

見通しなどについて、お考えがございましたら、紹介していただきたいと思い

ます。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） ただいまのご質問にお答えをさせていただきたいと思

います。 

ご説明をいただきました給特法ですけれども、これにつきまして３点ご説明

をいただきました。 

繁忙期、それから閑散期に時間帯を延したりして、所定労働時間を短くして

いく、その方向で国としては考えていると。県としてもその形で時間帯を使い

分けていくというか、その方向でございます。 

２番目の運用目的は夏のまとめ取りにっていうふうなところでございます。

以前、教職員はまとめ取りというのをしておりましたけれども、結局その時点

にまた戻っていくような形になると思います。それもただ問題がございまして、
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夏休みにまとめ取りができるのかどうか。これは大きな課題でございます。こ

の最初の言葉の中に、閑散期というふうにございましたけれども、実際に閑散

期であるかどうかということは、特に中学校におきましては、夏休み中、冬休

み中も含め、クラブ活動、子供たちを学校へ出させて指導している、また休み

中にも大会、練習試合、あるいは地域へ出ていった催し物、特に吹奏楽等催し

物もございます。そういうようなことから、閑散期という言葉が最適なんかど

うかっていうふうなところは感じるところでございます。 

それから３番目の都道府県等が条例を定めるかどうかっていうことでござ

いますけれども、県の教育委員会からも、市町の教育委員会でその方向で進め

ていくというふうなことで、多気町の教育委員会としても、なるべく早い時期

に進めさせていただきたいというふうに考えておるところでございます。 

それから、見通しということで、今も含めてお話のほうさせていただいたつ

もりでおりますけれども、県のほうは、2020 年４月１日からできるような形と

いうふうなことをこういわれておりますけれども、なかなかまだそれに着手で

きるような状況ではございませんので、来年度早い時期にできればなというよ

うなことを考えているところでございます。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

松木議員。 

○５番（松木 豊年） ありがとうございました。 

最後の 2020 年４月にっていうのは、2021 年の４月ですね。 

○議長（𠮷田 勝） 橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） 申しわけございません、2021 年４月でございます。 

申しわけありませんでした。 

○議長（𠮷田 勝） 松木議員。 

○５番（松木 豊年） ありがとうございました。 

ちょうど県のほうで説明会がこのことについてあったときに、課長さんのと
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ころに私伺いに行ったら、その説明を受けてきたところだっていうことでした。 

そのときに、今年になって勤務実態をちょうどまとめた資料がございまして、

いただくことができました。それによりますと、多気町の先生方の 2019 年４

月から 12 月までの勤務実態ですけども、小学校で残業時間が月平均 15.7 時間、

中学校で月平均 39.4 時間だというのが、ほかの自治体もいっぱい一覧表にな

っておりましたけども、多気町に限って言いますと、そういう状況であります。

休暇の取得についての資料もございましたけど、ちょっとそこはもう省かせて

いただきます。 

そして問題なのはですね、この「改正給与特措法」による変形労働時間制の

導入するに当たっての国のガイドラインっていうのがありまして、この残業時

間数がガイドラインで明確に示されています。月で言いますと 45 時間、年間

で 360 時間以内ということなんですね。これをクリアしないとこの変形労働制

は導入できないという仕組みになっています。私町内の先生の勤務状況をこの

問題、この制度と合わせて聞きましたら、もう鼻からですね、もうそんなのは

もう検討に値しない勤務実態だというふうに言っておられました。ですので、

この今お示しをしました課長さんからいただいた勤務実態をもっと実際は勤

務時間数は多いんじゃないかなっていうふうにそのお話を伺ってですね、これ

は私がそういう印象を強くしたわけです。 

それで、勤務時間の管理がどうなっているかについてお尋ねしたいと思いま

すが、先ほど申し上げたように、もう月 45 時間っていうのはもう軽く超えて

いるとそういう先生大勢いますというのが、私がお話を伺った方のご意見です。

今でさえ、現場では人手不足でもう大変だということですので、もう変形労働

制の導入なんかは、もう問題外だというふうに言われました。 

そもそもこの今年度の残業管理の正確さ、ちゃんとあるのかなっていうふう

に思うんですが、どんなやり方でその残業時間を管理されているのか、現状に

ついてご説明ください。 

タイムカードが導入されてないっていうことも伺っていますが、もしそうで
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あれば、タイムカードで時間管理するっていうのはもう当たり前の常識だと思

うんですが、学校ではまだそういうのがされてないようにも伺っています。も

しそうでなければ、タイムカードを活用していくのはいつごろなのか、予定が

ありましたら、紹介してください。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） 松木議員のご質問にお答えしたいと思います。 

確かに、多気町内の小中学校の勤務時間の実態っていうのは、毎月報告のほ

ういただいております。 

「多い」っていう言葉で表現のほうをされておりましたけれども、実際どの

ようなぐらいかと言いますと、小学校ではゼロの場合もございます。多いとき

で、特に今年度４月は小学校が 45 時間を超えていた先生は６人でございまし

た。それに対して、中学校は 23 人でございました。５月ですと小学校が１、

中学校が 25。６月は小学校が３人、中学校が 24。７月は小学校はゼロ、中学

校 16。８月は小学校がゼロ、中学校が４。９月は小学校が３、中学校が 18。

10 月は小学校が４、中学校が 20。11 月は小学校が１、中学校が 18。12 月は小

学校がゼロ、中学校が 19、ということで、実際この数は先生方が記録を書いた

ものを最終的に校長に報告し、校長が県へあげ、県から統計として県全体、あ

るいは町としては平均こうやというふうな値が来ます。 

私ちょうどこのご質問がございましたので、昨年度の今ごろはどうなんかと

いうこともばくっとした数字しかお伝えをさせていただきませんですけれど

も、実は５月に中学校のほうで先ほど 45 時間以上の数を言わせていただきま

したけど、100 時間を超える先生が６名ございました。そして、95 時間の方も

みえました。そうしますと、７人８人の方、これがほぼ４月５月６月っていう

のは大会前ということもありまして、本当にこう忙しい時期になります。最高

の先生で 142 時間という方が１年２年前にそういう状態であったということで、

その時期の前からですね、例えば、総勤務時間縮減を前後で進める、あるいは
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定時退校日の設定であったり、職員会議の時間の縮減であったり、あるいはク

ラブ活動の平日１日休み、土日のどちらかを休みにする、また平日のクラブ活

動の時間を２時間、それから土日を３時間程度というふうに、こうしてかなり

それが浸透をしてまいりまして、１年少しで、だいぶ浸透してまいりました。 

先生方の勤務時間の意識もかなり深まってきたかなというふうに思います。

今年度につきましては、100 時間を超える方はおりません。80 時間以上ってい

う方がまだ少々いるような状態でございます。それを先ほどの月 45 時間以内

におさめるっていうことは、非常に難しい状況でございます。 

先ほどの質問の中に客観的に先生方の勤務時間をはかるものが必要だとい

うふうなご発言もこうあったわけですけれども、来年度の４月中旬ぐらいには、

町内の７小中学校にタイムカードを設置する予定でございます。 

先生方の意識だけではなく、教育委員会として先生方に時間管理をしっかり

していただくと、意識を持っていただくというふうなことで対応のほうさせて

いただくつもりでございます。 

以上でございます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

松木議員。 

○５番（松木 豊年） ありがとうございました。 

昨年や一昨年から比べると良くはなっているけれども、まだ月 45 時間に抑

えるっていうのはなかなか至難の業であるということがよくわかりました。こ

のような状況のもとでは、変形労働制の導入っていうのは全くもう入り口でス

トップになりますので、こういうことを変形労働制のことを検討するよりもで

すね、逆に教育長さんおっしゃったように、やはり勤務時間を短縮させるため

の努力というところに一層力を注いでいくということや、いつも請願や意見書

の採択などでも教職員の先生方の定数をふやしてもらいたいという国へのと

か、強い要請が毎年のようにやられていますけども、そちらでの解決をすべき

だなっていうふうに改めて思いました。 
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次の質問に移らせていただきます。 

「令和２年度の地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等について」とい

う総務省の事務連絡についてお伺いしたいと思います。 

この事務連絡は、昨年 12 月 20 日に「令和２年度一般会計歳入歳出概算」が

閣議決定されて、このことを受けて都道府県市の区町村担当課宛てに発せられ

た文書だというふうに認識しております。 

もう既に、令和２年度の予算は衆議院を通過していますので、この当初予算

で成立するということははっきりしていると思います。日本共産党は、この予

算案にはもちろん反対をしましたし、野党共同で組み替えの提案もしましたけ

れども、これは実現しておりません。またこの予算案には、先ほど述べました

新型コロナウイルス対策についてもゼロ計上ですので、予算には盛り込まれて

おりませんけれども。 

今回の質問は、日本共産党はこの予算には反対ですけれども、その中身につ

いてはですね、多気町としても活用できるものがあるのではないかっていう問

題意識から、幾つかお伺いしたいと思います。 

まず最初に、この事務連絡について、町としてはどのように基本的に活用、

参考にしようとしているのかについてお伺いします。簡潔にお願いします。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森川総務課長。 

○総務課長（森川 直昭） この通知はですね、例年１月下旬に発出されまして、

この時点での地方財政の見通しなどが盛り込まれ、地方公共団体がそれぞれの

当初予算を編成する上で、参考となる事項が記載をされております。 

この中で、特に本町の一般会計における国からの歳入であります地方譲与税、

それから普通交付税や臨時財政対策債につきましては、前年度との比較がなさ

れております。歳入予算額を算定する上で、大いに参考とさせていただいてい

るところでございます。 

そのほか、来年度ですね、いわゆる令和２年度国が積極的に進める、または
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進めたい主な事業につきましてもふれられております。具体的には、国の予算

においてさまざまな国庫補助金であるとか交付金が計上されることとなり、こ

れらも本町のですね、一般会計の例えば国庫補助金の歳入とかですね、などの

見通しをたてるのに参考となるものでございます。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

松木議員。 

○５番（松木 豊年） ありがとうございました。 

歳入を算定してく上で、必要なものだっていうことと、新しい事業が示され

ているので、そこについても参考になると、こういうことだと思います。 

全体の町の予算を決める上では、まだこの１月に来る関係で、なかなかその

新しい事業などについては当初予算には反映できないちょっとタイムラグが

あるかと思います。そういう場合は、当然補正を組んだりだとかも含めた年度

途中での検討、具体化というふうな理解になると思います。 

その上にたって、この事務連絡に占めさせている次の事業について、説明を

簡潔にお願いしたいと思います。就職氷河期世代支援事業、事務連絡の 13 ペ

ージにあります。地域社会再生事業、14 ページにあります。緊急しゅんせつ推

進事業、15 ページ。それぞれ簡単に説明をお願いしたいと思います。 

特に多気町で活用の可能性があるのかどうかについて、もしわかればお願い

したいと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森川総務課長。 

○総務課長（森川 直昭） 今ご質問いただきました３つのまず事業について、

それぞれ説明をさせていただきます。 

まず１つ目の就職氷河期世代支援というものでございます。 

このまず世代ですね、国のほうでいきますと、現在 30 代半ばから 40 代半ば

に至っておりますが、令和元年度からの３年間におきまして、国全体で、非正
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規または無職となっている約 100 万人のうち、約 30 万人の正規雇用化を目指

すというふうな国の方針でございます。地方公共団体におきましても、例えば

職員採用試験の受験資格のですね、上限年齢の引き上げ、それから経歴不問の

中途採用試験の実施などの支援に取り組むこととされているというふうな通

知ですので、本町もこういった形で例えば来年度ですね、採用試験においてど

ういうふうにしていくかっていうのがまた今後検討していくものと考えてお

ります。 

続きまして２番目の地方社会再生事業でございます。 

これはですね、地方法人課税の偏在是正措置による財源を活用いたしまして、

地方団体が地域社会の維持・再生に向けた幅広い施策に自主的・主体的に取り

組むためのものです。 

具体的にはですね、この費用は普通交付税の中に含まれることとなっており

ます。それで人口を基本としたいろんな指標を用いて算定されることとなって

おりますので、特にこの事業に特化ということではございません。普通交付税

の中に算定をされますので、そういった方向のものが、本町であればそういう

ものに活用していくというふうに考えおります。 

３番目の緊急しゅんせつ推進事業でございます 

これにつきましては、河川氾濫等の大規模な浸水被害を防ぐため、堆積土砂

の撤去等に係る費用につきまして、全額地方債の対象とし、その元利償還金の

70％を交付税措置とするものでございます。これにつきましては、河川の土砂

のしゅんせつですので、町内、例えば町管理河川であるとかですね、県におき

ましては、たぶん県の管理河川はこういう事業を活用してされていくのではな

いかなというふうに考えておりますので、本町もこういった対象になれば、地

方債の対象辺りを検討していくこととなると思います。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

松木議員。 
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○５番（松木 豊年） ありがとうございました。しゅんせつ推進事業について

ですけども、県の河川の場合においてもですね、町から積極的に陳情といいま

すか、アクションを起こしていくっていうことが不可欠だと思いますので、そ

れらも含めて、是非前向きな検討を、積極的な検討をお願いしたいと思います。 

最後の質問に移らせていただきます。 

多文化・共生社会に向けた地域づくりを考えるワークショップについて伺い

ます。 

今月号の広報たきに一面に写真があって、見開きで記事も掲載されていまし

たので、積極的に評価されてのことだなということは十分うかがえるんですが、

改めてこのワークショップの取り組みの概要ですね、それで基本的な評価、来

年度も含めて今後どういうふうに生かしていくのかについて、お考えを伺いま

す。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（森本 直美） 先ほど松木議員のご質問にお答えいたします。 

昨年２月 14 日に、多気町地域づくりフォーラムとして「フードバンクの社

会的役割や食品ロスの現状について」講演会を実施しました。この講演会では、

身近なところでも食糧支援を必要とする方が多くみえるということについて、

参加者の方と認識を共有し、地域に目を向けることのきっかけづくりとなりま

した。 

地域が抱える課題は、少子高齢化や孤立、子育て、災害対策などたくさんあ

ります。関心がある人とひとがつながりをもって、継続的に意見交換や勉強会

できる場をつくり、地域の課題に対して具体的な仕組みをつくりだすような働

きかけができないかと考え、「地域づくりを考える場づくり」が必要でとワー

クショップをはじめることになりました。 

フォーラム参加者及び広報等で広く通知をし、今年度４月に第１回地域づく

りを考えるワークショップを開催、以降これまでに８回のワークショップを行
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ってきたところであります。 

ワークショップには、議会議員の方や、民生児童委員、ＮＰＯ法人、社会福

祉協議会、企業関係者といった関係団体の方のほか、高校生や大学生、子育て

中のお母さん方など、幅広い世代や立場の方々に参加していただいております。 

このワークショップでは、多気町で生活をしている参加者が、普段の生活で

改善できたらよいと思っていることや、取り組んでみたいことについて、仲間

同士でグループをつくり話し合いをし、実際に取り組んでいただいております。

３月号の広報にも今回の活動の様子を記載させていただいております。 

今年度、課題の抽出だけでなく具体的な実施まで至ったグループもあります。

一定の成果を得ることができました。今後は地域福祉の要である多気町社会福

祉協議会の地域福祉事業と連携を深めつつ、継続していきたいと考えておりま

す。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

松木議員。 

○５番（松木 豊年） そうしますと、来年度もワークショップは継続すること

になるんでしょうか。 

実は私も最初から出席させていただいておりまして、おっしゃったように、

いろんな方がですね、参加されて、自分のご自身の興味関心のあるグループに

所属して、こう問題意識を出し合って、問題解決をどうするかとかいろんな角

度で意見交換がされて、非常に自分自身の考え方が広げられるって言いますか、

そういう実感を私自身も持つことができました。是非いい地域をつくっていく

っていう点で考えますと、いろんな方の関与がですね、非常に大事になってく

ると思いますので、下からボトムアップで地域づくりを進めるという視点で、

多くの方が引き続きかかわれることが大事かなということを私自身も実感し

ました。 

是非、多気町としても今まで以上に後押しをして積極的にこうした活動が進

められることを期待して、質問を終わります。 
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ありがとうございました。 

○議長（𠮷田 勝） 以上で、松木議員の一般質問を終わります。 

 

（４番 坂井 信久 議員） 

○議長（𠮷田 勝） 続いて、２番目の質問者、坂井信久議員の質問に入ります。 

４番、坂井議員。 

○４番（坂井 信久） ４番坂井でございます。ただいま議長から発言の許可を

いただきましたので、私の一般質問を開始をいたします。 

今回私は、２点の課題について、一問一答方式により通告をいたしております。

その１点は、町政懇談会の総括と政策反映について。それから２つ目といたし

まして、クリスタル工業団地の土地区分についてでございます。 

どうかよろしくお願いをいたします。 

昨年５月より開催をされました、町長・町幹部職員による町内各大字を巡回

された町政懇談会が 10 月末に終了をされました。 

町長は就任後隔年おきに地区別懇談会、あるいは大字懇談会を開催をされま

して、町民の方々や地域からの声に耳を傾けられてきた機会を持たれているこ

との努力に私は敬意を表したいと、こんなふうに思っております。 

私はこのことが町の将来計画の基礎になる重要な一部分であるというふう

にも思っておるわけでございます。 

本町では町長が就任された後にも、町の総合計画が残念ながら策定をされて

おりません。これは地方自治法が改正をされまして、総合計画策定の義務化が

なくなったことによるものであります。しかし、議会が総合計画策定について

議会議決を必要とする条例を制定すれば、執行部は総合計画を策定する必要が

生じます。今現在の、町の将来像は基本構想がありませんから、町長が考えら

れた選挙公約と言いますか政治公約を基本構想として、さまざまな事業が肉付

けされ進められております。 

議会議決を得た基本構想だけに効力があると先日の議員研修においても講
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義を受けたところであります。すなわち、本町では都市計画、農振計画などに

は議会議決を得た基本構想に則して作成する義務があります。首長決裁で決め

られました基本構想には、法的位置付けがないことになります。したがいまし

て、都市計画、農振計画に違反行為があっても、法廷闘争になった場合に敗訴

する可能性もある。これは私、知っておる法律の専門家にも聞いております。

さまざまな事案につきましても支障がある場合があるそうでございます。 

今一度、町の将来を決定するのは町長と議会、これは町民の代表であります

から、このことを再度ご認識をされまして、総合計画の策定も視野に入れてい

ただきたいというふうに思っております。 

その上で町長は、二元代表制である議会をどのように思っておられるのか、

まずお伺いをしたいと思います。 

また本質問につきましては、12 月定例会において松浦議員からも指摘をされ

たところでございますけれども、私はもう少し掘り下げたところの課題につき

ましても、今日はお聞きをしていきたいというふうに思っております。 

そこで、この懇談会でお聞きした町民、あるいは地域の声の結果や総括を議

会に示され、それらに対して町の政策に反映されていくのか、説明も私は必要

とこんなふうに思っておりますが、そのことをされるのか、まずお伺いをした

いと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） それでは、私のほうから坂井議員のご質問にお答えをさ

せていただきます。 

まず議会と町執行部のかかわりっていうことですけども、これまで町政運営

に当たりまして、町議会、また町民の皆さんのご協力を得ながら進めさせてい

ただきました。感謝申し上げます。 

その議員おっしゃっていただく総合計画についてでありますけども、この部

分につきましては、議員おっしゃっていただいたように、平成 23 年５月に地
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方自治法の一部改正ありました。これも議員おっしゃったように、そうであり

ますけども、この一部改正されて、そのあと地方自治法の２条の４項で、この

項が削除をされました。これ何が書いてあったかといいますと、その書いてあ

った中身っていいますのは、町の将来をきちっと 10 年計画で上げるようにっ

ていうことであったんですけども、それがもう削除をされた。 

なぜ削除されたかっていいますと、今の社会情勢、それから住民のニーズと

いったものが高度化してきた。こんなことがありますのと、義務付け枠づけを

なくそうということで、国はそういう方針で基本構想を策定をしなくてもよろ

しいとなりました。 

ただ、多気町におきましては、私の選挙公約とおっしゃっていただきました

けれども、まさにそうでありまして、町民の皆さんにと約束をして、「久保町

政としてこんなことやってきたい」っていう事を掲げておりました。 

くしくもこの基本構想、私「７つの理念」挙げておったんですけどもこの部

分は、議員もよく御存じのように、今までの、これまでの多気町の総合計画と

中身はそんなに変わるものではありません。これはどこの自治体でも同じであ

ります。 

国が総花的にこのようにしなさい、こんな方向にしなさい、まあ言うたら多

くの時間と労力と人員をかけて、金額もかけて、やったものが総花的で計画が

具体性にやや欠ける部分がある。いろんな項目を羅列してある。まあこういう

ことで、ご承知のようにこれぐらいの冊子ができております。この部分とこれ

まで私が議会の皆さんにお示しをさせていただいた基本構想の中身と、ほとん

ど変わるものではないと思います。 

何が大きく違うかと言いますと、具体性きちっとなっていると、それは何で

かと言いますと、３年ごとにこうローリングやってますので、ずっとこう振り

返ってみますと、平成 18 年に作成された多気町の基本構想計画、これはもう

議員も御承知のように、かなりずれております。人口であったら、今その計画

をちょっと開けてみますと、人口が１万 7000 になる、このように想定をされ
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てますが、今多気町の人口は１万 5000 を切っております。これは政策という

よりも、日本の人口減少、これはもう歯どめがなかなか今の段階ではかかって

おりません。それから産業の就業者数というのも、4,000 人からみておったん

ですけども、3,800 ぐらいです。もちろん財政もそうであります。 

こういう国の方針に基づいて総花的につくった総合計画というのが、いかが

なもんかということになりますので、私は３年ごとのローリングで、これでも

やはり今大きく国の情勢、世界の情勢で変わってきておりますので、是非、ご

理解をいただいて、取り組んでいきたいと思います。 

最後に、じゃあ町長はどんな手法で住民の皆さんの要望なり、こんなにやっ

て欲しいというのを取っとるんかと言いますと、今議員おっしゃったように、

懇談会をやったり、それから各字回ったり、それから例えば農業分野であった

ら、農業振興協議会の中でお話を聞かせていただいたり、福祉であったら、子

ども子育てや、それから今日ちょっと松木議員もおっしゃっていただきました

けれども、ワークショップもそうであります。教育委員会も教育委員会で諸会

議あります。それらの意見を参考にしながら、政策の中に反映をしていきたい。

こう思ってますので、是非、もう一度くどい用ですけども、冊子につくった基

本構想、以前のやつとそんなに大きくかわっておりませんが、一番大きく変わ

ったのは、具体性がきちっとあらわれているというのが今私の取り組んでいる

基本構想であるアクションプランであります。っていうことでご理解をいただ

きたいと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

坂井議員。 

○４番（坂井 信久） 以前から町長はそういう持論でですね、町政を進められ

ておるということは私は十分承知をいたしておりますけれども、ややもすると、

先般も議会運営委員会の中でも私申し上げましたようにですね、議会軽視とい

うようなことが私は、あるいは私の同僚議員もですね、少し感じておられる方

が最近多いように思います。 



 27 

昨日の新聞、尾鷲市議会におきましても、市長といわゆる教育長が問責決議

が可決されると、これは議会軽視ということでございます。いわゆる市立幼稚

園の閉鎖について、議会に相談もなく一方的に執行部が決めた。こういうこと

があったので、まあそういうことも起こったと。いわゆる運転免許証がゴール

ドから青になったみたいなような感じ。一旦問責が出ますとですね、それは信

頼が低下をすると。執行部に低下をするということも十分御承知をいただきま

して、もう少し議会にいわゆる協議あるいは相談をしながらですね、町のこれ

からの政策についても私は是非相談をしながら進めていただきたいというふ

うに思っております。 

そこで最後にお聞きをしましたこの総括って言いますんかですね、そういっ

たものを議会に示されて、こういった声を聞いた中でですね、これのまあ政策

に反映をしていくと、こういうことはどうですか。何かの機会に取られてされ

るんかどうか。これはもうどなたが答えるか、企画課長かどうかわかりません

けれども、その点についてよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） その部分につきましては、今も申し上げましたように、

アクションプランもそうでありますけども、議会軽視の部分がと言われました

けども、これは緊急の場合もありますけども、自分としましてはできるだけ、

職員にも、あらゆる場を通じて全員協議会で報告をするようにということを言

っておりますので、ちょっと議員のおっしゃる「議会軽視の部分が」とおっし

ゃるのは、いかがなもんかと思いますので、今後も、できるだけ時間を取って

議会の皆さんに今こういう状況ですっていうのを報告していきたい、またいき

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

坂井議員。 

○４番（坂井 信久） 是非今も申し上げましたように、さっき、ほに先日です
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ね、発達支援センターのことが３町の議会議員どうしでも、同様な課題でです

ね、非常にもう侵害であるというような、隣の町はさらに自分とこが居住があ

っても議会に知らされていないとこういう実態が、また事実があったわけでご

ざいますから、是非もうそんなことがないようにですね、これからの行政にお

いては進められていただきたいというふうに思っております。 

それでは続いてこの①番目の課題に入っていきたいと思います。 

私たち地域から町民バスに関する意見等が、この懇談会においても発言があ

ったと、これは私どもの在所だけではなしにですね、他の２字からも発言があ

ったというふうに聞き及んでおります。町民バス運行につきましては、今まで

にも私は複数回にわたり一般質問いたしております。本年度の公共交通審議会

の審議経過や結果についてもですね、以前から要望いたしておりますので、そ

の結果についてまずお聞きをしたいというふうに思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

伊藤副町長。 

○副町長（伊藤 智巳） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

本年度の公共交通会議におきましては、６月と１月の２回開催をいたしてお

ります。協議事項といたしましては、昨年の３月議会で答弁させていただいて

おりますが、今までの多気町生活交通確保維持改善計画を、令和元年９月まで

延長し、令和元年 10 月より、多気町地域公共交通網形成計画に移行するため

の、「網形成計画（案）」について協議を願っております。 

また、今回提案いたしました中身といたしましては、町営バス・「でん多」

の拡充について、提案をさせていただいております。今までは、平日のみの運

行でありましたが、４月より土・日・祝日の運行を実施し、町民以外の方に利

用できるようにいたしております。また、利便性を図るために、相互乗り入れ

や予約方法について、さらなる協議が必要と答申をいただいております。 

そして、三重交通の路線バスについて、五桂池ふるさと村、クリスタルタウ

ン、アクアイグニスへの延伸を要望いたしておりますが、三重交通からの回答
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待ちでございます。また、役場周辺には、三重交通の路線バス２カ所と、町営

バス１カ所、計３カ所のバス停が散在しており、これを統一できないか、提案・

要望いたしております。３カ所のうち、大杉線と町営バスの停留所の統一は可

能との回答をいただいておりますが、松阪熊野線のバス停については、現段階

では統一が不可能との回答をいただいております。 

そして来年度、法改正が行われることなどを理由に、新しい制度のもとで、

この計画を策定するようにいたしております。 

以上でございます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

坂井議員。 

○４番（坂井 信久） いろいろ働きかけをしていただいとるというふうに思っ

ております。 

②番目の問題でございますが、私たち地域のバス運行についてどのような提

案をされたのか、経緯と結果をお伺いしたい。 

と言いますのも、もう御存じのようにですね、これ平成 26 年 10 月 27 日に

町民バス運行に関する要望書としまして、南北弟国、中下朝長、河田区長さん

の連名、それから私も印鑑押しまして、こういう要望書を出し、同日に町長公

室におきまして、町長さんにもそういうふうな要望をしたと、こういう経過が

ありますけれども、一向に合理的な説明もなくですね、廃止をされたというこ

とが、経過としてあるわけでございます。したがいまして、この②番目のです

ね、今年どういうふうに、何もなかったんか。また当時としては公共交通審議

会も傍聴されて、私もしました。その中で、多気町の区長会の会長さんも、あ

るいは相可地区の会長さんもですね、やはりそれはするべきである、線路から

下を切るっていうのはどういう、いかなる理由があるんやということをおっし

ゃったけれども、当局は全然それを見直しをしない、いわゆる合理的な説明が

ないわけですわ。したがって、副町長であるあなたはまあ公共交通審議会の委

員長として、統括をされておられますので、我々の、この記載の問題とですね、
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あなた自身、あるいは企画課長も、合理的な説明っていうことはどういうふう

に理解されておるんか、まずお聞きをしたい。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

伊藤副町長。 

○副町長（伊藤 智巳） まず先ほどの質問なんですけども、30 年９月に開催さ

れました地域公共交通会議で、河田地区までバスの延長を見直してもらえない

かと提案をいただいております。その場で、廃止されてから５年経過しており、

高齢者の免許返納者がふえる中で、アンケートを実施したいと事務局より提案

をさせていただきましたが、その場では協議に至らなかったのが現状でござい

ます。 

また、議員の質問の意図には反しますが、１月の公共交通会議では、河田ま

での延長につきまして、提案をいたしておりません。誠に申しわけないと思っ

ております。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

坂井議員。 

○４番（坂井 信久） おそらく私はこういうこと大変失礼な言い方でございま

すが、企画課長、あるいは副町長におかれましてもですね、合理的な、こうい

うふうな意味の捉え方をわかっておられやんのではないかと。単に乗らんから

廃止をしたと。それでは説明になりません。私はこの間自分の孫の小学６年生

の子にも合理的っていうたら意味サッと言いました。いわゆる道理にかなって

おって、大半人が納得できると、そういうふうなことが合理的ですよ。 

したがって、例えば多気駅から波多瀬までの全ての停留所の人数を３カ月に

わたって乗降者を調べて、例えばひと月当たり 10 人以下のとこは廃止します。

その中に弟国、朝長口、河田も 10 人以下でしたんで廃止をします。それ以上

のとこは残しましたっていうんなら、これは説明になりますけども、単に乗ら

んで廃止て差別ですわ。やっとることは。 

そやでそういうふうなやり方をしてということをですね、やはり合理的なや
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っぱり説明がないと、同じように血税を払って、地域に暮らしておる人間が今

まで多気町内でそうしましたらですね、いわゆる路線を走っとったとこなくし

たっていうとこほかにありますか。お聞きします。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

伊藤副町長。 

○副町長（伊藤 智巳） 以前の走っておった路線って言われますと、勢和地域

では３カ所、３つの路線走らせておりました。 

まず、役場から三養区を回るコースと、それと片野・波多瀬・上出江回るコ

ース、そして色太回って丹生・下出江回る３路線がありました。それにつきま

しては、利用者が少ないということ、また合併してから３年後にそのバス路線

については廃止をさせていただいております。 

そして多気地域におきましても、池上と五佐奈回る路線と、それと佐奈地区

回ります路線、それと野中・矢田外城田経由の３路線の巡回路線をつくってお

りましたが、それにつきましても、幹線道路の利用者がないということから、

それでまた、目的地につくのにバスをずっと停留所を回って走っておりますの

で、思った時間につかないということの中から、その路線につきましても廃止

をさせていただいてます。そのかわりに、目的地へ直接行けるでん多（タクシ

ー）を設置いたしまして、利用者の方の利便性を図っておるというのが現状で

ございます。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

坂井議員。 

○４番（坂井 信久） わかりました。数多くの路線がですね、いろんな廃止を

されたりというふうなことがやっていただいとるという中に、我々の地域も、

含まれておったということに、まあ理解をいたしますけれども、やはり、皆さ

んが納得できるようなですね、理由があってこその私は廃止だというふうに思

っておりますので、どうかそういった面でも丁寧に町民の方にご説明を是非こ
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れからもお願いをしたい。 

先般２月 27 日にハンセン病の隔離病棟の法定闘争が結審をいたしまして、

いわゆるこれは国が敗訴したわけでございますけれども、まさにこれの理由が

不合理な差別。不合理ですわ。正当な理由がない。 

みなさんが納得できる、51％の人が納得できる、過半数の人が納得できるよ

うな理由をつけてですね、私はお話があってしかるべきやと。それも何にもな

しに明日から行ったらバスがおらんと、こんな乱暴なやり方でですね、我々の

地域はバスが廃止されたと。このことは是非私は反省をいただきたいし、今後

さらに高齢者がふえてきております。是非私は復活をお願いしたいわけでござ

いますが、質問を続けます。 

この私の居住する地区のですね、の懇談会議事録が昨年 11 月 29 日付にて送

付されてました。この中身について、まさに私先ほどお話申し上げました核芯

の部分が削除しております。 

なぜこのようなことになりましたのかですね、って言いますのは、私らの地

域からですね、いわゆるバス停を全部調査をして、何人乗るか、どこが何人乗

るんだと、運転手の人が「正しい」っていう字を書いたら、そんなようけ乗る

わけないんでわかるんで。 

その中で、先ほど私が申し上げたようにですね、３カ月ぐらい調査をして、

ひと月当たり何人以下のとこは廃止します、それ以上のとこは残しますと、こ

ういうような説明でしたら、これは納得できますし、先ほど申し上げましたよ

うに、私は二遍乗りました、調査のために。ほとんど乗りませんわ、多気駅以

外。もう相可高だけしか次。あるいは外城田路線につきましては、議会議員で

全部いわゆる試乗いたしました。議長以下全部が。そのときに多気からおばあ

さんが１人、それから野中から相鹿瀬の子供たちが２人乗られました。そのと

きにも、矢田も入ってく、あるいは土羽も入ってく、丁寧にやっておられまし

た。是非これは続けていただきたい。あそこへ土羽へ行くだけぐらいの距離で

すやんか、わたしらとこでいうたら。河田まで。かつ１年間はいわゆる明和町
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と多気町の境界でバスがとまって、バスが休憩しとった１年間。あまり我々が

住む地域をばかにしとるやり方やありませんか、企画課長。 

まあそういうことが行われてきた中で、うちの懇談会のときにお願いをして、

是非調査をしてほしいと、そのデータを３月までに送ってほしいというふうに

申し上げたけども、一向にそれがなされておりません。これはどういうことな

んですか。もうばかにしとるんですか、我々の地域を。言うたことをやらんっ

ていうことは。納税者のいうことを聞かんっていうことはどういうことですか。

お答えください、企画課長。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

筒井企画調整課長。 

○企画調整課長（筒井 尚之） ただいまのご質問に対してお答えいたします。 

確かに懇談会の折にたくさんご意見いただきました。そして議事録はですね、

やはり全文全てを書き記しておらないことは当然認めております。核心部分に

つきましてもですね、我々としましては、確かに簡潔に全てまとめさせていた

だいてるっていうふうには認識はしております。ただ、その質問やご意見に対

しまして、こちらの回答が確かに不十分でご納得いただけなかったことは、

重々承知しておるところでございます。 

懇談会当時での同じ回答にはなりますけども、廃止した当時にはですね、そ

のときにはなかった先ほどもちょっと議員おっしゃいましたように、昨今の高

齢者の免許証の返納そういうことも出てまいりましたし、そういう流れも出て

きているのは事実でございますし、その後、三重交通のほうにもその後はいろ

いろ状況は確認しておりまして、実際ですね、御承知のとおり、バスの運転手

不足ということも新たに出てきているのは事実でございます。 

そして、記憶にあるかどうかわかりませんが、３年ほど前にですね、スキー

バスの転落事故っていうのがありまして、それ以降、バス会社も非常に労務管

理が厳しくなってきていると。先ほどおっしゃいましたような、河田で長くと

めていたとそういう話ありました。それも確認しましたら、それは、もちろん
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５年６年前の話ですけども、休憩時間を利用してそこまで行って、そこでゆっ

くりされていると、それ自身がやっぱり労務管理に違反していたようです。で

すからそういうことももうできなくなった。これはもう三重交通側の本当に説

明でしたけど、そういうことを含めてですね、復活云々だけではなくてですね、

でん多も含めて総合的に今現在計画の中で、大概は詰めておるところでござい

ます。そのようにご理解願いたいと思います。 

あと、先ほどおっしゃられました、資料提出の話ですね、確かにバスって言

いましても、普通のあの幹線バスとでん多、両方とも本来「バス」なんですけ

ども、ここのバス停でのデータは当然取っております。そんな中で本日時点で

それが個別に出せるのかどうか、例えばひと字だけでいいのかとかですね、い

ろんなこと含めて、ちょっとその辺また内部で相談させていただきたいと思い

ますので、御了解願いたいと思います。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

坂井議員。 

○４番（坂井 信久） 非常に残念なことでありますけれども、やはりもう少し

丁寧にですね、これからはやっぱり行政として対応していただきたいというふ

うに思うわけでございます。 

少し前後いたしましたけれども、以前にも私いろんな提案を申し上げました。

玉城町さんの例、あるいは明和町さんの例もですね、申し上げて、いろんなと

こへ赴かれてですね、調査をして、うちも 4,300 万からの巨費を投じてやって

おるわけですから、もっと効率のええですね、私は交通体系をやっていただく、

この必要があるんではないかというふうに思っております。これは２月 18 日

に載っております紀北全体に笑顔ということで、軽四のですね、軽のワゴンで

買い物をやっとると。あるいは今テレビでも随分宣伝をしております第一交通

産業ですか、ああいうふうなものをプレゼンを受けたことがあるんかどうか。

いろんな手法をですね、4,300 万を巨費を投じとるんですよ。 
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それで今伊藤副町長のお話ですと、相当な在所を、49 字の中でカバーしとん

のは半分くらいですわね。そうすると、明和町は 4,600 万使ってます。それで

３台のマイクロバスで全地域やってます。２万 3000 人カバーしてます。全地

域を。うちは 4,300 万使ってどうですか。25 か 30 ぐらいしかありませんやろ。

やはりそういったですね、もっと効率よくお金を使っていただく。金がなかっ

たら知恵を出すとかですね、いろんな手法がありますやんか。あるいは佐奈地

域は道路事情が悪いでマイクロバスが走れやんったら、あのセレナとかああい

うミニバンでもよろしいですやんか。是非やっぱりそういうふうな違う町へで

すね、そんなお話を聞きに行ったり、調査に赴かれたことがあるかどうかって

いうことをですね、一遍ご確認をしたい。お忙しいお体やでなかなかそういう

時間も取れないかわかりませんけれども、四千数百万も使うお金をですね、や

はりもっと有効に使っていただく。町民の方が本当に喜んでいただける、町民

に寄り添った私は政策を進めていただくためにもですな、そういうふうな、よ

そがやっとるような事例も勉強していただいて、多気町のより良い交通体系、

私はつくっていただきたいというふうに思っております。是非ですね、調査を

行っていただきたいというふうに思いますが、ここにも記載のありますように、

どっか行かれて調査されたことあります。私は玉城と明和行きましたに。一遍

お聞きします。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

伊藤副町長。 

○副町長（伊藤 智巳） ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

以前、玉城町の福祉バスについての調査をさせていただいております。玉城

町も路線バス、伊勢・玉城間のバスが廃止されて、社会福祉協議会へ委託をさ

れております。そのとき福祉バスとして委託をされております。運転手につい

きましては、シルバー人材センターからの派遣で、当初定時運行型の運行であ

りましたので、昼間の利用がないことから、多くの批判をいただき、エリア予

約型運行に移行されたということを聞いております。しかし、いつ予約が入る
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かわからないために、シルバー人材センターから職員の運転に変更して、実施

されたとのことを聞いております。また、予約につきましては、当初はＩＣＰ

事業で配布した端末を使いこなせないということで、現在は９割が電話予約で

１割がインターネット予約ということを聞いております。そして、運転手には

タブレットを常時携帯させて、予約に応じて運行ルートを確認して運行してい

るというふうに聞いております。 

また県内で、菰野町では、エリア型予約運行小型バス、ドコモのウェブ予約

システムと自動運行システムを使用した菰野町版ＭａａＳの実証運行をこの

１月 14 日より開始されたということを聞いております。 

また紀北でも、先ほど議員も言われましたように、ドコモのシステムを利用

して、２月 17 日から６カ月間の期間、実証運行を開始されたというふうに聞

いております。 

そして、豊田市におきましては、おいでんバスと名鉄バス、それで地域バス

の３路線がそれぞれの役割を明確にして、全路線のバスマップを作成して、駅

から目的地まで乗り換え案内の明示により、利用促進を図っておるというふう

なことを聞いております。 

以上でございます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

坂井議員。 

○４番（坂井 信久） 是非これからもこれにつきましては、伊藤副町長中心に

ですね、他方のそういった違う町の状況らもいろいろ調査をして、その効率の

良い、私はまあ公共交通体系をつくっていただきたいというふうに思います。 

なぜここまで私がいろいろ申し上げるかと言いますと、実はそのでん多、あ

るいは買い物バスですかね、福祉バス、こういうふうなものも発足をしたわけ

でございますけれども、でん多につきましては未だに非常に使い勝手が悪い。

ほぼ７、８割方電話した自分とこの思う時間には難しいと、いわゆるこれは多

気町の割り当て台数が少ないためにですね、ほかと重複しておられる。 
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それから、私がいただく人は、もう既に足がそうとう悪い。その停留所まで、

あるいは集落センターまで相当の距離がある方がお二方ぐらいあります。そう

するともうそのことがもう難しいので、１週間に１回買い物、だいたい１回

4,000 円使って買い物行かれるって方が１人あります。 

私は福祉バス、これも買い物バスもできましたんでということで、実は調査

をいたしましたら、これ所得制限が実はあるわけですね、５段階の。これ５段

階っていうと副町長どの程度か、80 万、どの程度生活かわかりますか。おかし

いですやんか。寄り添ってませんやんか。80 万っていうと、いわゆる国民年金

だけですわ。私は調べて担当者に調べましたが、残念ながら対象外ですと。ほ

かの要件は、おひとり住まいで、あるいは身内も近くにいないということは合

うんですけれども、残念ながら所得制限が 80 万。そうするとですね、今現在、

免許を返納しよかなって考えておられる方はだいたい昭和 10 年～15 年前後の

方です。そうしますと、いろいろお聞きしましてもですね、やはり国民年金だ

けっていう方はほとんどないんですわ。どこかへ皆出向かれて働いておられる。

そうすると厚生年金なり、あるいは他の共済年金やいろんな年金が加算をされ

る。そうすると、80 万の要件にほとんどの方が、おそらく今 90 何歳の方でな

いとですね、本当の昔の農業者年金かあるいは国民年金の方がないんです。非

常に対象者が少ない。皆そこで振り落とされる。全然町民に寄り添っとらん政

策なんです。ですから、やはりそういったことをしとるしとるって言うてもで

すね、実際はそういう申し込んでもほとんどの方が９割近い方が買い物タクシ

ー対象にならん。私が聞いとる中では。それでは何にもならんので、やはりこ

こに書いてある高齢者生活支援サービス事業について、こういうふうに書いて

ありますけども、他方で所得段階５段階、80 万です、前年の。月６万 7700 円

の国民年金の方以外はもうだめっていうことですわな。それではあまりにも寄

り添ってませんやんか、町民に。本当にお気の毒な方に。どういうことでそん

な考え方になるんかな、不親切な。 

だからそういうこともいろいろ見直しをですね、制度そのものはつくったっ
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ていうことは非常に私はありがたいし、前向きにやっていただいとんのはわか

りますけれども、中身がですね、残念ながらそういうふうなことまでおそらく

考えておられやんだと思うんです。だからもっと広い範囲、所得があっても足

が悪い方や、あるいはひとり暮らしで大変な方も困窮されておられる方もおる

わけですから、そういった方にもやっぱり寄り添っていただくと。こういうふ

うな政策にしてもらう。こういうことをおそらく町長さんなら町政懇談会で聞

いてきておられると私は思うんで、そのことを総括して議会へ話をして、こう

いう話があったんで、所得制限もうもう２段階上げる、あるいは３段階上げる。

こういう人も対象にしてくと、こういうことが私はやっぱり町政って言います

んかですね、議会なり、いろんな意見を聞きながら進めていくと。おそらく執

行部独断でそういうことやっておられるから、実態もわからずにですね、制度

があるんやでええんやと。実際私が頼まれて聞いたら、ほとんどあきませんの

や、買い物バス。そういう現実を知っておられませんやろ。だから、私はやっ

ぱりいろんなこう議会の中でも、あるいはいろんな場を通じてですな、そうい

うふうな声を拾い上げていただいて、多くの方が喜んでいただけるように、ま

さに町長が施政方針でもですね、いわゆる福祉移送のサービスの充実していた

くんなら、まずこれを解消していただかんと。３段階か４段階上げていただか

んと。ほとんどの方が対象にならんと。 

町長の言うとるだけの移送サービスこれはっきり施政方針の中で言われま

したやん。福祉移送サービスの充実というふうに言われました。私控えました。

そういうことでありましたらですね、是非私は４月からでも見直していただか

んと。多くの方が泣いておられる方がある。そういうことで、是非私はですね、

そういう見直しやとか、いろんなことにつきましても、勉強していただきたい。 

それからでん多につきましては、私が聞いておるんにつきましては、その停

留所まであるいは集落センターまで遠い。いわゆる前もお聞きしましたように、

別料金で初乗りで停留所まで行く。停留所からは次の停留所まで 300 円。そこ

からまた自分の目的地行くのに足が悪いんで、使うと結局通常のタクシーを使
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ったんとそんなに変わらん。こういうふうなことで、あるいは買い物なんか行

きますとですね、まさにでん多なんかで集落センターやとかその停留所へとま

ってから歩くっていうことがもう困難なん。85 もまわってきますと。そういう

女性の方がおられるわけですわ。現実的に。あるいは以前に申し上げましたよ

うに、波多瀬の元丈の里へ週に１回行かれます、その方らは多気まで歩いて行

くんですな、３人おられますんで、我々の地域から。そうすると、いきはええ

けど、帰りは大変やと。なんでここまでバスがこんのかなと。前も言いました

ように、その方も直接聞いていただいたと思いますわ。月に１回か２回は元丈

の里へ 11 席ある座る席が満席になる日があると。そやでそういう日もある。

大半はまああいておりますけどね。そういうふうなことがおっしゃっておられ

るなんで、是非同じように私らも税金はろとる中で、なんでこっちはあかんの

やろと。切実にそういう声があること、これ事実ですんで。是非公共交通審議

会なりですね、諮っていただくなり、もう交通体系そのものをもう変えていた

だくか。 

私実は試算をいたしました、いわゆるミニバンで。多気町ミニバン５台、運

転手さん年俸 250 万ぐらいと計算をしてですね、初期投資はちょっと要ります、

５台買いますとね。１台 400 万ぐらいしますから。随分安いですわ、今の 4,300

万も。全字回れますわ、ちっちゃい車でしたら。それでいいと思うんですわ。

知恵出して工夫したら。やっぱりそういう根幹的なことからやっぱり考えてい

ただくっていうことやないと、ますますこの高齢化で免許返納者がふえると、

こういう中で、不自由されておられる方がふえてくると、もう見えております

ので、是非そういったこともですな、やはりこれからの課題として、当局とし

ていろいろお考えいただきたいというふうに思います。 

最後の質問でございますけれども、この懇談会議事録にですね、事実でない

記述があります。これはどういうことかと、私は企画課長に是非私は聞きたい。 

と言いますのは、この先ほど申し上げました 26 年の 10 月 27 日に町長公室

で懇談をした際に、各区長さんにいわゆる文書でもってですね、廃止をすると
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いう通知をしておらんだということで、その点については謝罪をするというお

言葉をいただいたわけですな。ところが、この大字に送られてきたこの議事録

につきましてはですね、通知をしてというふうに書いてあります。区長の連絡

と。区長さんどんなけ文書調べてもありませんがな。当時確認しましたし。ま

たあなた自身も町長公室で謝罪をされました。こにのそごっていうのは、まあ

何て言いますん、違いっていうのは、どういうことなんでしょうか、お聞きし

たいと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

筒井企画調整課長。 

○企画調整課長（筒井 尚之） 先ほどのご質問でございます。 

私も今手元に懇談会の議事録持っております。当時の周知方法として、「区

長への連絡とバス停廃止予告の通知は実施させていただきました」と、おそら

くここ触れられているのかと思います。 

区長さんへの連絡というのはですね、確かに当時 26 年に５地区の区長さん、

そして坂井議員さんも役場へ来られて、要望書と同時にですね、いろいろ陳情

回していただきました。その辺ももちろん町長・副町長も同席しておりました。

それに対しましてですね、私どものほうから 11 月 21 日の日にですね、５区字

の区長様と坂井さん連名でですね、町営バスの運行に関する要望に対する回答

っていう形でですね、回答させていただいております。その中身につきまして

はですね、我々が主張している廃止の方向でご理解願いたく、この方向でよろ

しくお願いしますという内容でですね、綴って通知をさせていただきました。

それにつきまして、確かにこの懇談会の綴り方でしたら、ちゃんと個別に文書

送ったように取れます。確かにこれは行っておりません。これだけはもう認め

ます。ただ、このような形でですね、11 月にはそのような文書出させていただ

いております。これに基づきまして、告知という形でバス停等へ配布させてい

ただいたのは事実でございます。それをきちっと廃止するという旨の文書を出

さなかったことに関しましてはですね、混乱を招いたことは反省はしておりま
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すけども、全く何もなしにですね、そういうことしたということではございま

せんので、ご理解願いたいと思います。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

坂井議員。 

○４番（坂井 信久） いろいろ企画課長の発言のようなこともあってですな、

地域とあなたの中では齟齬ができたと。我々としては、当時の区長に確認をし

たところ、町のほうから公式にいついっかからバスは廃止しますと、こういう

ふうな文書をいただいておらんと。このことは確認をしておりますので、やは

り丁寧なやり方でですね、やっぱりこれからいろんなことにつきましてもやっ

ていただきたいと思います。 

それで、やはりそのこの全体的な公共交通の体系になるんですけれども、く

どいようですけれども、是非私はこの今の一部の民間のですね、三重交通さん

なり、あるいはその近鉄タクシーですか、その買い物バスのことも先ほど申し

上げましたけれども、そういったところももう包括的にですね、見直すって言

いますんか、安価に私の試算では５台いわゆるミニバンぐらいで回ってもらう。

運転手さんの賃金がまあ年間 250 万ぐらいとすると、安価にできます。4,300

万も要りませんでした。いろんな手法を是非一遍考えられてですね、そうした

ら多気町内でも、三養地域についても、多気のほうでも上佐奈、あるいはこの

縦の線の池上、五佐奈、油夫、四神田皆行けますやんか、ミニバンやったら。

そんなようけ 30 人も 40 人も乗ってくるっていうことはないんですからですね、

医者へ行くなり、あるいは買い物へ行かれるっていう方が大半だと思いますの

で、そういった検討もさ、是非私はしていただく。このことが必要ではないか

というふうに思います。 

副町長どうですか、その検討されますか、どうですか。お答えください。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

伊藤副町長。 
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○副町長（伊藤 智巳） 町といたしましては、町民バスにつきましては、将来

的には廃止をしていただきたいなと思っております。そして、でん多につきま

して、もう少し利便性を良くするために、予約方法等もいろいろ考えていかな

ければならないんですけども、まあ予約につきましては、今試算聞きますと、

年間 400 万ぐらいの予約がかかるということでありますので、その辺は安い方

法でしていきたいなと。それで今現在、地域おこし企業人来ていただいており

ますので、ホームページをもっと見やすくして、誰が見てもでん多の利用方法、

ここへ電話したら予約できるかなと、そういう方法も考えて、今後していきた

いと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

坂井議員。 

○４番（坂井 信久） 是非、今伊藤副町長おっしゃったようにですね、廃止で

も結構ですけれども、全体がやっぱり包括できると、どの地域でも同じような、

その何て言いますんか、サービスを受けられる、是非そういう体系にですね、

組み直してでも結構ですから、やはりどこが行くどこが行かんっていうことや

なしにですね、49 字全ての在所が包括されて、同じ享受を受けるって言います

んか、そういう形に是非お願いをしたいというふうに思います。 

２番目の問題に入ります。 

クリスタル工業団地の土地区分についてでございます。 

昨年６月定例議会におきまして、クリスタル工業団地内の町道認定案件を議

決いたしたところでございます。当時、現地にも赴き説明を受け確認をいたし

ました。道路のり面部分については町の維持管理で行っていくということであ

りました。 

昨年 12 月、田牧議員よりクリスタル工業団地に係る案件についての発言が

ございました。そのときには、土地区分について、企業が持ち分とする用地に

係るのり面についてですね、町が維持管理を行っていくと旨の担当課長の発言

があったように、私は聞いたわけでございます。 
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非常に危機な感じがいたしましたので、今回このことにつきまして、一般質

問で出ましたので、また一般質問で私はちょっとお聞かせを願いたいというこ

とで、今回の次第となったわけでございます。 

まず、現在ですね、シャープ工業団地に係る土地区分の維持管理の状況を、

まずお伺いしたいというふうに思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

筒井企画調整課長。 

○企画調整課長（筒井 尚之） まず①番目のご質問にお答えしたいと思います。 

シャープ工業団地っていうふうにおっしゃいましたけど、実際はですね、多

気工業団地の中のちょうどもう全面積をですね、もうシャープさん１社へお売

りするという形でございますので、もちろん、緑地も池もすべてシャープさん

へ売ったって形ですので、もちろんシャープさん側の責任において、全て管理

をいただいております。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

坂井議員。 

○４番（坂井 信久） はい、ありがとうございます。 

それでは②番目に入ります。 

クリスタル工業団の既に立地されておられる企業ののり面の含む、こういっ

た維持管理状況をお聞きをしたいと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

筒井企画調整課長。 

○企画調整課長（筒井 尚之） ②問目でございます。 

あそこにつきましては、レディメイド方式といいまして、一応先につくって、

そして分割してお売りしていくと、そういう形を取っております。そのために、 

のり面等緑地であるとか、あと調整池、道路等は全て公共用地（町有地）と現

在なっております。そのため、草刈等維持管理をですね、維持管理費を毎年度
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予算計上させていただいて、毎年それをかかっていると。 

ただし、ぐるっと外周一周できる管理道路が設けてございます。それより上

につきましてはですね、企業さんの買われる土地の法面になります。そういう

わけで、実際もう入っておられる企業さんのすぐ下ののり面につきましては、

別途町とその企業とで管理協定を巻きまして、その企業さんで全て管理をいた

だいていると、そのような状況でございます。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

坂井議員。 

○４番（坂井 信久） そうすると、もう一遍確認をいたしますけれども、現在

もう既に立地をされておられる企業さんにつきましては、当然その企業さんの

持ち分であるのり面についてはもうその企業さんでやっていただいとると、こ

ういう理解でよろしいですか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

筒井企画調整課長。 

○企画調整課長（筒井 尚之） 企業さんの持ち物ではございません。あくまで

そののり面は町名義になっておりますけども、この上の宅盤、企業さんですね、

ここについてるのり面につきましては、町有地ですけども、付随しているもの

であるので、管理協定で、これも草刈りもお願いしますというふうに縛って企

業さんのほうでやっていただいております。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

坂井議員。 

○４番（坂井 信久） そうすると、その管理協定を巻いておる中では、当然そ

の企業さんがその費用負担をしておられると、こういう解釈でよろしいわけで

すね。はい、了解しました。 

続きまして③番でございます。 

今後、このあとですね、クリスタル工業団地に誘致される土地の、のり面の



 45 

維持管理計画についてはどういうふうにされていくのかですね、お伺いをした

いと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

筒井企画調整課長。 

○企画調整課長（筒井 尚之） ②番の考え方と同様にですね、立地していただ

く企業さんと当然管理協定を締結して、同じようにそののり面も管理・ご負担

をお願いしていくという形を取らせていただきますし、実際、その交渉をやっ

ている時点でもですね、こういうお話ももちろんさせていただいております。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

坂井議員。 

○４番（坂井 信久） よくわかりました。いわゆるそういうふうな協定を巻い

て、管理をされていくということのようでございますけれども、一義的にはで

すね、私から考えますと、やはりその企業もっておられる土地に係るのり面に

ついては、当然その管理協定を巻いてでもせんならんのか、私はもう普通に考

えてもですね、その企業さんが自分とこの土地、我々でも同じですけれども、

当然土地にかかるのりがあったら、そこが自分とこが管理するのが当たり前の

ように思いますけれども、それ管理協定を巻かなければならないような、なぜ

そういう状況って言いますんか、ちょっと普通ではですね、普通の個人的な感

覚ではちょっと考えられませんので、いついつまでも町がそこを守りせんなら

んかっていうのは非常に私は疑義が残るというふうに思いますので、ちょっと

そこら辺についてですね、なぜそういう経過になったんか、少しお話をいただ

きたいというふうに思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

筒井企画調整課長。 

○企画調整課長（筒井 尚之） これは１つの工業団地のセールスの仕方にも関

係してくるんですけども、そののり面を企業持ちますと、もちろんそこに当然
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固定資産税発生してくると。それは当然企業がデメリットになる話ではござい

ます。ただ、今の形でありましたらですね、確かにもう企業さん必要な部分し

か、買う必要ありません。 

ただ、うちは団地特例いいまして、全体でですね、緑地の何％を企業さんが

買われる面積にも設置しなさいっていうのがございます。それをですね、のり

面もうちが持つことによって、全て町側で負担することになって、企業さんの

土地は 100％自分の使いたいように使えますよと。そういうふうな特典を引き

出すためにですね、うちはやっております。ほかでもそういうことやっておら

れるとこも実際もございます。通常はですね、25％ぐらいございまして、それ

を例えば１ヘクタール買われたら、25％は緑地を設けなくてはいけない。そう

すると、建物も非常に立てにくくなるとか、そういうこともありましてですね、

うちはそういう形でやっておる、それが１つの狙いでございます。 

ですので、交渉時点では、これは非常にいいなと、いつもそれは企業さんか

らは評価はいただいております。 

以上でございます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

坂井議員。 

○４番（坂井 信久） 企業側からその話になりますと、当然その部分のね、維

持管理は町にしていただくということですけれども、通常の一般町民の感覚と

しますとですね、企業が持っておるそののりをいつまででも町の税金でもって

管理をしてくと。私は非常にその何て言いますんか、その交渉の途上の中がで

すね、我々ではわかりませんから、そういう条件を出さんと来ていただけやん

だんか、こういうふうなことがおそらくあったんだろうというふうに思います

けれども、あんまりその企業側にええ顔しますとですな、あとにこのツケが残

ると。私は是非それだけはやっぱり避けたいというふうに、私は思います。 

今までの私の感覚ですと、そんな団地ののりっていうのは、ほんなもんちょ

うがいつまででも企業が来てから 30 年も 50 年も永久にその企業がある間、草
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刈りや維持管理を税金でですね、よその土地をいうたらするっていうのは、ち

ょっと一般社会通念からいきますとですね、ちょっと少しおかしいんではない

かなというふうに思いますんで、私は今後もうこれ決まったところは仕方あり

ませんけれどですね、これからのその立地について、あまりその企業さんにで

すね、やっぱりそこら辺はきちっとお話をして、ご理解をいただくというふう

にしてかんと。来ていただいたけど、非常にそれ以上にそのツケって言います

んか、町がお金要ることが発生してきたらですね、まさにその来ていただいた

ことが果たしてプラスかマイナスかってなこともありますんで、もちろんその

プラスのほうが大きいでしょうけれども、ちょっと普通のこう常識的に考える

と、ちょっとおかしなような気がいたしますんで、今後のこの誘致をその何て

言いますんか、そういう活動につきましては、やっぱ私はやっぱりそこら辺も

慎重にして、やっていただく必要があるんではないかなと。余り私はその今の

あなたのその答弁の中に合った、よそもあるっていうふうなこと聞きましたけ

ど、近隣玉城やないけど、そんなこと初めて聞きましたんで、そんなことしと

るとこは初めてあるんかなというふうに思った次第であります。是非今後の誘

致については慎重にしていただきたいというふうに思います。 

最後になりますけれども、経済紙に載っておりました、このシャープの関係

で、ホンハイって言うた方がええんですけれども、このジャパンディスプレー

が倒産をしまして、白山工場ですか、そちらのほうに非常に関心を持っておら

れるっていうふうなことが新聞報道されておりました。極端なことを書いてお

りますので、シャープがその新しい設備のあるその工場のほうへ移ると。多気

工業はがらんどうになると、いうような向きもないとは思いますけども、そう

いう報道もされております。経済紙何紙か書いておるわけですから、当然それ

は事実だろうというふうに思いますけれども。そういったとこら辺の最新情報

って言いますんか、あなたが聞き及んでおられる範囲で結構でございますので、

是非お伺いしたいというふうに思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 
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筒井企画調整課長。 

○企画調整課長（筒井 尚之） いろいろ情報収集は行っておりますが、まだ確

実な情報は入ってきておりませんし、ただＪＤＩ工場の動きは、どうも新聞ど

おりなようなことはおっしゃってもらってます。ただ、それがシャープへ、特

に三重工場にどう関係してくるかは、まだこれから全くわかりません。 

それよりですね、先般報道されました例のマスク工場の話。これにつきまし

ては、これ本当に急浮上の話でございますので、私どもも寝耳に水の状態やっ

たんですけども、これについてはかなり真実に近いようなところがございます

ので、またこれは動いてまいりましたら、またいろいろとまた報告させていた

だきたいと思います。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

坂井議員。 

○４番（坂井 信久） 非常にシャープにつきましては、影響が多気町には非常

に大きいということで、税務課長にちょっとお聞きしますけれども、シャープ

関連企業さんから１年間にいただく固定資産税なり、あるいは法人税、どの程

度今年 23 億数千万ですか。町税収入見込んでおられますけれども、その中で

シャープさんが占めるウエイト、どのぐらいあるんですかね。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

北出税務課長。 

○税務課長（北出 博人） ただいまですね、シャープの関連企業の。随分ある

んですけれども、その中の税額っていうと固定資産税と法人税も入れてですか。 

６億 5000 万ぐらいです。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

坂井議員。 

○４番（坂井 信久） ちょっと少ないように思います。まあいずれにいたしま

しても、シャープさんは町長さんも当時立地に一生懸命になっていただいたか
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たですし、多気町に及ぼす影響っていうのは非常に財政的二も大きいというこ

とでございますので、引き続いて、繰り返しになりますけれども、企画課長に

つきましては、情報収集等に当たって、町長なりですね、あるいはまた議会へ

も是非報告をいただきたいというふうに思います。 

これで終わります。ありがとうございました。 

○議長（𠮷田 勝） 以上で、坂井議員の一般質問を終わります。 

ここで休憩といたします。再開は 11 時 10 分とします。 

 

（３番 木戸口 勉幸 議員） 

○議長（𠮷田 勝） 再開をいたします。 

３番目の質問者、木戸口勉幸議員の質問に入ります。 

３番、木戸口議員。 

○３番（木戸口 勉幸） 改めまして、議長、３番木戸口です。それでは、ただ

いまから一般質問をさせていただきます。 

私の質問は、全て一問一答でございます。順番を入れ替えさせていただきた

いと思いますが、３番目に予定をしております、新型コロナウイルス対策危機

管理ということでございますが、これを初めにさせていただきまして、あとは

順序どおり、防災とそれから健康づくりにつきまして、質問させていただきた

いというふうに思います。 

それでは、質問させていただきます。 

それでは、新型コロナウイルス対策について質問に入ります。 

初めはですね、通告をした時点は２月 19 日の通告の時点であったわけです

が、この点では、危機管理ということで、質問を書いておりました。通告をい

たしておりましたんですが、その後、いわゆる総理大臣の記者会見もありまし

て、３月２日からですね、小中学校が休校の要請があったわけですが、これに

関連をいたしまして、質問させていただきたいというふうに思います。よろし

くお願いをいたしたいというふうに思います。 
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まず学校休校に関しましてでありますが、学校休校は３月２日からされとる

と思いますが、今日で４日目ということになってまいりました。 

まずですね、３月２日から休校になっとるわけですが、まず休校になって、

誰か家におる家庭は、普通の家はですね、共働きの家庭が多いわけですが、子

供がどうやって過ごしているのかについて、どう対応したのかということで、

学校側としてはどうしたのか。 

それで仕事を休めない親も多数みえるわけでありますが、急に日にちがです

ね、３月２日から４月の頭、初旬までまたごうかという長期にわたるわけであ

りますんですが、そういった状況の中でどういうふうにされたのか。 

特に、小学生の１・２年生は、低学年でありまして、子供が小さいわけであ

りますが、このお子さんの家庭はどうされたのか。学校はどう対応を考えたの

かについて、まずお伺いをしたいと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） 木戸口議員のご質問にお答えをさせていただきたいと

思います。 

２月 28 日にそれぞれ校長のほうに緊急に教育委員会のほうに集まっていた

だきまして、会議のほうを持たせていただきまして、どのような対応をするか、

というふうな話し合いもしたところでございます。 

金曜日、28 日には、午後子供たちのほうに担任のほうから子供たちに丁寧に

３月２日からの過ごし方、あるいは課題等につきまして、説明のほうをしたと

ころでございます。 

また、３月３日には、再度校長会のほうを開催をいたしまして、それぞれの

家庭への訪問の予定等、どういうふうな計画をしているのか等も確認をさせて

いただきました。また家庭訪問をしながら、課題の説明及び先ほど木戸口議員

から言われました家庭のそれぞれの状況も把握する機会というふうに取らえ

ておりまして、担任がその対応を今週もう既に始めている学校もございます。
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来週にかけまして、全部の家庭を訪問し、把握をし、また対応もしていきたい

というふうに、こう考えています。 

今現在、それぞれの学校へは、先ほど言われました特にこう小さい低学年の

お子さんの家庭ですけれども、まあ相談の連絡等、学校には直接入ってはござ

いません。ということで、当然低学年の担任の先生としては、そこら辺の家庭

状況等、どういうふうに子供が仮にこう１人で居たり、あるいはお兄さん・お

姉さんと一緒に過ごしていたり、子供たちだけ、そういう状況もしっかりこう

把握できる、この今週１週間であるんかなというふうにこう思っております。 

また、当然担任としては、保護者との連絡というのは取りらせていただくの

はもう当然でございますけれども、その点についてもしっかりこう留意しなが

ら対応できるように、こう進めさせていただきたいというふうにこう考えてお

ります。 

以上でございます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

木戸口議員。 

○３番（木戸口 勉幸） さらにですね、新聞を見させてもらっておりますと、

隣の市ではですね、学校へ子供が出てっとる写真もありまして、何人かは学校

で数校みられとるということも載ってました。 

多気町は、そういうことなくですね、全て３月２日からは、自宅で現在のと

ころまでは子供が家におるということに理解していいわけですか。そのような

解釈でいいわけですか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） 文科省からの 28 日の通知によりますと、臨時休業を

行う配慮の留意点っていうことで、幾つか挙げられておりました。その１つ目

が基本的に自宅で過ごすように指導をすること。２つ目が、家庭学習を適切に

課すこと。３つ目が、障害のある子供たちが１人で過ごすことも考えられるこ
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とから、関係機関と連携した上で、居場所の確保に取り組むこと。これは、障

害のある子供たちだけに限らず、全ての子供たちにつきまして、居場所の確保

っていうのは非常にこう大切なことであるというふうにこう考えております。 

まだ、臨時休業なって数日しか経っておりませんけれども、これが２週間目、

３週間目となりますと、今課題となっていないところもあらわれてくるという

ふうに考えることができます。また、そのときの対応ということも含め、校長

会を開きながら、それぞれの学校の情報を教育委員としては収集しながら、対

応のほうを、対策のほうをしていきたいというふうにこう考えております。 

また、児童館のほうへも、子供たちが放課後児童クラブで、先ほど登録して

いるというふうな話もこうございましたけれども、１日目が 70 人、やはり２

日目になりますと、人数がふえ 90 人の利用者があったということで、対応の

ほうにつきましても、介助員等対応しながらしっかりと子供たちの様子を見て

いきたいというふうにこう考えております。 

以上でございます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

木戸口議員。 

○３番（木戸口 勉幸） さらにお伺いをいたしますが、先ほど申し上げました

ように、長期になるということですんで、一番心配しますのは、普段ですと、

春休み、夏休みっていうのは、外を飛び回ったり、いろんなこう活動したりで

すね、子供たちは非常に喜んでおるわけですが、家の中ばっかにおらんならん

ということもありまして、子供さんは子供さんなりにですね、ストレスがたま

らないかなという心配があるわけですが、これらについて、どう考えていけば

いいのか、答弁できる範囲内でお答えをいただきたいと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） お答えさせていただきます。 

本当に長期にわたりますと、先ほど言われましたように、子供たちのストレ
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ス、健康面で本当にこう心配な部分がございます。その点につきましては、そ

れぞれの家庭といろいろ連携をとりながら、対応していく必要が出てくるとい

うふうにも思いますし、また養護教諭、学校長等が担任と連携をとりながら、

学校としての対策、また町としての対策等もしっかりとってく必要があるかな

というように、こう考えておりますけども、具体的にはまだ想定のほうはして

おりません。 

以上でございます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

木戸口議員。 

○３番（木戸口 勉幸） これもお答えいただいとるかと思うんですが、長期に

わたりますので、いろんな面で、フォローしていただくとか、いろんなこの健

康面でですね、是非対応をお願いしたいなというふうに考えておりますので、

是非よろしくお願いをいたしたいというふうに思っております。 

それから、まあ通常ですと、夏休み、春休みそうなんですが、子供たちの顔

を見て、健康状態から学習状態を見るのに、登校日っていうのがあるわけです

が、こういう状態でですね、いわゆるコロナっていうことになりますと、登校

するのがええのか悪いのかっていう面が出てくるわけですんで、そういったそ

の先ほどの面とちょっと重なる部分もあろうかと思いますが、登校日を設けて、

子供たちの状況を確認するというのが、どうもこうできやんような気もします

し、その辺は、やっぱり子供たちの顔見ることで、状況を把握しながら、生徒

の状況をみるっていうのが、まあ先生も非常に心配な面もあろうかと思います。 

先ほどの部分とちょっと重複する部分もあろうかと思いますが、この点につ

いて、いかがお考えなんか、お聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） 確かに 25 日まで、春休みまで臨時休業ということで、

登校日の設定につきましては、校長会でも、今はまあ設定するときではないと
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いうことで、判断のほうをしております。ただ、長期にわたりますので、先ほ

ど木戸口議員がおっしゃられましたように、顔を見て、子供たちの健康の様子

を知るっていうことは本当に大切なことだというふうにこう考えております

ので、そういう対応できる限り取れるように、学校のほうへは連絡し、指導の

ほうしたいというふうに思っております。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

木戸口議員。 

○３番（木戸口 勉幸） それでは、第１番の項目の新型コロナウイルスの対策、

いわゆる学校関係につきまして、一応終わりまして、次の項目に入らさせてい

ただきます。 

それでは防災についてでありますが、防災につきましては、12 月議会でです

ね、質問させていただいています。そのときも質問項目が多いのと答えもいた

だいたわけですが、今から申し上げる部分につきましてはですね、いわゆるち

ょっと答えの確認なり、まだ最終的ないわゆる答弁の理解が私にはできません

だので、改めまして質問させていただきまして、お答えをいただきたいという

ふうに思います。 

まずですね、防災士の育成でありますが、防災士について改めてお伺いをし

ます。 

防災の基本は、自分の命は自分で守る。これはもう当然のことであります。

地域の自主防災はですね、防災に関する知識と技能を習得した防災士がなんと

しても必要であるということは私は前回も申し上げたとおり、考えておるとこ

ろでございます。 

防災士について、前回もまあ数字的なことは並べさせていただいたんですが、

その後調べますと、令和２年１月末の防災士認証者数っていうのが出ておりま

して、前回は 12 月だったんですが、それから 8,000 人ほどふえましてですね、

かなり全国的に防災に対する意識が強くて、防災士をどんどんこう認証されと
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ると。その防災士に認証を受けられる人がふえておるという状況になっておる

わけですが、依然として三重県の状況はわかりませんが、2,286 人と、まあ前

回と一緒のような数字を書かせていただきました。 

言いたいのはですね、三重県の防災士の人数から端的に見ても、多気町が５

人というお答えをいただきましたので、これはもう非常に少ないというふうに

介しております。って言いますのは、前回の昨年の台風の 15 号・19 号等々で

すね、この防災士がものすごく見直しをされてですね、全国的に、県によって

は、いわゆる熱の入れておる県、市町はですね、かなり多くなってきまして、

特に私の見た記憶によりますと、岐阜、静岡あたりはですね、ほとんどの市町

がその認証に対する助成をしておるというのが状況です。これは力を入れとる

という結果だとふうに私は思うわけでありますが、三重県ではかなり少のうご

ざいます。ただ、うちに隣接をいたしております松阪と伊勢は載っておりまし

た。ほかの所は少しまあ全体の市町の数字にしては、少ないという状況でござ

いました。まあそやで三重県はちょっと何て言うんか、力を入れてないなとい

うことがわかったわけですが、そんな中でですね、台風とか地震とか災害がこ

のごろ起きて、頻繁に起きるわけですが、そこで活躍されとる防災士のですね、

コメントっていうんか、ことも、新聞の一番の声の欄で出てましたんで、これ

も私はまあ取り上げてですね、自分の手元へ資料として持っとるわけですが、

岡山県の方ですけども、区長をされておりまして、それで、昨年ですか、防災

士の資格を取ったということで、防災士として資格をとりながら、いろんなこ

とを学んで、とても有意義であったということを書かれております。それから、

小さい集落でありますが、防災士として皆が安全で安心して暮らせる地域づく

りを目指して、力を注いでいきたいということが書いてございましたので、や

っぱり、そんな若い人ではなかなか勤めながらこれはできませんので、いわゆ

る地域を守ってこというのは、どうしても第一線のいわゆる仕事を終えて、や

られとる方とか、農業されとる方とか、それから年齢的にもやっぱり 60 を超

えた方が、どうしても多くなるわけですが、そんな人を対象にですな、是非と
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もいわゆるその防災士の育成に取り組んでいただきたいなと。５名ではとても

少ないので、５名の話の中で、数人の方の話も聞かせてもらったんですが、も

うそういう中で、私は自分の気持ちとしては、どうしもこれは防災士をふやし

ながら、多気町も大きな台風とか地震に、防災士が認識を持ってですね、いろ

んなこの活動できるようなことをしていただきたいなというふうに思いでご

ざいますので、その辺を改めて、防災士の育成の見解をですね、どういうふう

に取り組んでいくのかを、総務課長にお伺いしたいというふうに思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森川総務課長。 

○総務課長（森川 直昭） 木戸口議員の質問にお答えをさせていただきます。 

前回の一般質問時におきまして、本町の防災担当が把握している人数としま

して、５名という答弁させていただきました。申しわけありません、実態の詳

細につきましては現時点では把握しておりませんが、三重県内の人数の割合か

らしても、もう少し多いのではないかというふうに考えております。 

現時点でですね、防災士の資格取得への補助金等は予定はしておりませんけ

ども、議員からご提案いただきました。いわゆる育成、その前にいわゆる防災

士という存在っていうんですか、周知ですね、そういう方が居るというあたり

も含めまして、現在把握している方々と連携をいたしまして、例えばですね、

来年度行われます町の、毎年やってます町の総合防災訓練におきまして、協力

依頼をさせていただいたり、あるいは自主防災組織、各自治会で立ち上げてい

ただいております、その方々へのですね、防災士の養成講座、当然三重県内で

も実施をされておりますので、そういったご案内などを考えていきたいという

ふうに思っております。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

木戸口議員。 

○３番（木戸口 勉幸） ありがとうございます。 
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多気町はですね、単費で自主防災組織に対する助成はずっと長年続けられて、

これからも続けられるということでございますんで、でき得ればですね、もう

その中でも何らかの形で助成をする考えてくとかしますと、おそらくその各知

らない人が多いんで、改めてその区長さんなりがわかるとですね、例えどんだ

けでも、受けてくようなこと考えてこかという集落が出てくるかと思いますの

で、是非その辺は、やはり行政の役場からですね、自主防災の助成をする中で、

区長さんとも接する機会が多ございますので、是非お話していただいて、防災

士をですね、育成することにつなげていただくようにですね、是非新しい年度

から考えていただきたいとこういうふうに思いますので、その辺再度お答えを

いただきたいと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森川総務課長。 

○総務課長（森川 直昭） 先ほど議員おっしゃっていただいたように、いわゆ

る自主防災組織の補助金をですね、その資格取得への対象というんですか、に

することは、可能かというふうに考えておりますが、そうしますと、もう現行

の補助金内でも何かしらこう助成っていうんですか、お手伝いできるのではな

いかなというふうに考えております。 

ただ、ちょっと調べますと、三重県におきまして、三重大学さんがされてお

るんですけども、三重大さんがされてるその防災コーディネーターの養成とい

うことで、ただ、かなり年間十何回出ていただいたりとかですね、いうふうな

形で、その防災士以上のちょっとかなり専門的な講座を開かれてみえます。ど

ちらかと言いますと、そのある意味行政機関の職員対応的なところもございま

す。他県におきましては、議員おっしゃられたように、防災士そのものという

ことで、２日か３日間の講習会を開催されまして、費用も安価なというところ

もございますので、ちょっとそこら辺もしっかり調べてた上でですね、また自

主防災組織の皆様にご案内できればというふうに考えております。 

以上です。 
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○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

木戸口議員。 

○３番（木戸口 勉幸） ありがとうございます。 

ということで、期待を申し上げて、この質問は終わりたいと思います。 

それではですね、次の②番目ですが、災害時における停電復旧作業の連携協

定ということで、質問させていただきます。 

台風などで停電が長期化しますと、危機管理の中枢であります防災の基地や

防災行政無線機器の電源が失われまして、情報が発信受信ができなくなります。 

昨年の台風 15 号による倒壊した電柱は 2,000 本とも言われておりまして、

93 万戸も停電が長期わたってしたわけであります。これはもう何遍も報道され

ておりますので、多くの方がわかっておるわけですが、このような大規模停電

時に速やかに電気が回復できるような電力会社とですね、それからＮＴＴと、

災害時におけます停電復旧作業の連携に関する協定っていうのがあるようで

ございますので、このことが必要だなというふうに私は思うわけであります。

って言いますのも、その前年、去年の一昨年ですね、に関西のほうに大きな風

の吹く台風、暴風雨の強いのが、和歌山をとおって、大阪をとおって、兵庫へ

抜けたっていうのがあってですね、この時は、すごい風が吹いて、ようけ倒壊

して、電柱もようけ折れました。そのとき以降ですね、私の知り得るところで

は、和歌山は全般、全部かどうか知りませんけど、和歌山県はですね、停電の

復旧の連携協定を結んであるということが報道されておりました。この、なぜ

こういうこと申し上げるかと言いますと、長期にわたりますと、このごろはも

う次も出てくるわけですが、災害情報を流さんならんっていう時代ですんで、

そんな車で走っとるっていうわけにいきませんので、やはりその何らかを即伝

達せんならんと。そうすると、電源がないと伝達ができやんわけですんで、や

はり電源っていうのはもう非常に大事、もう情報化時代ですんで、そういう見

地からいきますと、もう一刻も早くせんことには危機管理ができやんというこ

とに相つながりますので、そういった面から私は申し上げております。 
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以上のようなことでですね、連携協定について見解をですね、お伺いをした

いと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森川総務課長。 

○総務課長（森川 直昭） 議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

まずですね、県内におきまして、その連携協定を締結された自治体っていう

のは、申しわけありません、私のほうでは確認をしておりません。ただ、県外

でそういう事例は見受けられております。 

ただ、本町におきましてはですね、例えば中部電力におきましては、松阪営

業所の管内でございます、松阪営業所さんとはですね、常に情報交換を行って

おりまして、連携協定の当然有無にかかわらずにですね、その営業所管内にお

ける停電の復旧作業につきましては、以前にも増して、迅速に対応いただいて

いるというふうに考えております。もうひとつ、いわゆる電話の通信の関係で

すね。ＮＴＴさんとはですね、こことはですね、災害応援協定っていうのを結

ばせていただいてまして、どういった内容かと申しますと、災害時にですね、

町の避難所及び地区公民館におきまして、避難者が無料で、停電時でも使用で

きるような特設のですね、公衆電話を設置していただくという、災害応援協定

を平成 30 年９月に結んでおります。 

さらにですね、昨年の町総合防災訓練におきましては、議員もご出席いただ

いたかもしれませんが、中部電力さんとＮＴＴさん、両者にお越しいただきま

して、それぞれのですね、災害時等における取り組みを住民の方に紹介いただ

いたところでございます。今後もですね、この電力供給とそれから電話通信の

確保につきまして、両社と緊密に連携を図っていきたいというふうに考えてお

ります。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

木戸口議員。 
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○３番（木戸口 勉幸） さらに加えて申し上げますと、和歌山県はですね、当

然関電、関西電力の範疇でありますんですが、こちらは中電ということになる

わけですが、15 号・19 号もそうなんですが、要するに電柱が相当数倒れたり、

山の中で電線が切れたりして、事実が起きてもですね、要するに法律によって、

電気のことは、他では手助けができやん。電力会社が全てせんならん。電力会

社が何とか手だてをせんなあかんっていうことで、日がかかるわけですわ。そ

ういった面がどうしてもありますので、おそらく土建屋さんとか建設会社の協

力を得るっていうことが、勝手にはできませんので、なぶることができやん、

っていうのが事実として残っておりますんで、その辺もあって、こういうこと

になっとんのかなっていうふうに思います。 

そういう面からですね、やはり先ほど申し上げた長期にわたるとどうしても

あきませんので、是非ですね、お考えをいただいて、少しでも早期復旧にでき

るような形を是非とっていただきたいというふうに考えておりますので、この

点については、そういうことで、よろしくお願いをしたいというふうに思いま

す。いろいろと検討研究もしていただいてですね、考えていただきたいなとい

うふうに思います。 

それから③つ目ですが、これも情報手段の関係でございます。 

災害情報手段システムのＪアラート、Ｌアラートにつきまして、私のこの位

置については、認識は非常に少ないわけでありまして薄いわけですが、これに

ついての考えを、考えっていうんですか、その辺をお聞きをしたいと思います。 

ＪアラートもＬアラートもですね、災害など住民の安心安全に関する情報を

迅速に住民に効率よく伝える情報手段システムであります。防災上の観点から

Ｊアラート、Ｌアラートについて、情報手段システムとしてどちらが優れてい

て、どちらがいいのか、いずれにすべきなんか、具体的にお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森川総務課長。 
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○総務課長（森川 直昭） それでは議員のご質問にお答えさせていただきます。 

まずそれぞれのですね、システムについて、ちょっとご説明をさせていただ

きます。 

まずＪアラートでございます。Ｊアラートにつきましては、起きてはなりま

せんが、例えば弾道ミサイル情報、それから大規模なテロ情報、緊急地震速報

など、町が指定する内容につきまして、まず内閣府や気象庁でその判断がなさ

れ、消防庁の送信システムから、人工衛星や地上回線を通じて、本町の防災行

政無線へ自動的に接続し、屋外スピーカーにて情報が提供される仕組みでござ

います。 

一方、Ｌアラートと呼ばれるものも別途ございます。Ｌアラートはですね、

台風時等に本町が避難準備情報や避難勧告を発令した場合、本町がですね、県

のシステムへその情報を登録することによりまして、テレビ、ラジオ、携帯電

話、新聞社等へ情報提供がされる仕組みでございます。情報の方向が逆という

か、いうふうなシステムでございます。 

したがいまして、いずれも大変重要な情報伝達システムでございまして、ど

ちらも当然使用するものでございます。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

木戸口議員。 

○３番（木戸口 勉幸） 答弁ありがとうございます。Ｊアラートっていうのは

前からこう承知をしとるわけですが、総務課長の説明によりますと、Ｌアラー

トもそういう形で、送受信の中で使われとるということの認識でええわけです

か。よくわかりました。 

それでは、そういうことでございますので、一応防災につきましての３項目

は以上で終わりたいと思います。 

それでは、次の健康づくり（多気町第３次健康増進計画）につきまして、お

尋ねをさせていただきます。 
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令和２年度から多気町第３次健康増進計画が策定をされまして、令和６年ま

で５カ年間実施をされます。現在は、平成 27 年度に策定をされました第２次

計画の最終年度であります。 

健康づくりは病気にならないよう健康寿命を延ばし元気で生きがいのある

生活をするため、地域においても個人個人におきましても、健康づくりの意識

を高めて、本町においても、関係機関、各種団体、これは自治会とか、学校と

か、職場、老人クラブなどでございますが、その各種団体とですね、連携をし

て、健康づくりに取り組んでいかなければならないというふうに思っておりま

す。 

健康づくりはですね、食生活・運動・休養・歯の健康・たばこ・飲酒、これ

は言うまでもございませんが、それらとですね、生活習慣の改善というのがで

すね、大きなウエイトを占めてくるわけですが、そういった中で病気の予防に

密接に関係をしてくるわけでございます。 

それでは順次お伺いをいたします。 

まず第２次健康増進計画はですね、令和元年度で終わりまして、評価と課題

があろうかと思います。パブリックコメントを見てみますと、長いページにわ

たって、全て網羅して載ってございます。25 ページにわたって詳しく出ており

ますが、担当課長にですね、その全て聞いておりますと長なってまた余計わか

らなくなりますんで、総括的にわかりやすくですね、所見をお伺いしたいと思

います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（森本 直美） 先ほどの木戸口議員のご質問にお答えいたしま

す。 

第２次計画は、重点的な取り組みとして、「血液サラサラプロジェクト」と

して、「野菜を食べましょう」「10 分多く体を動かしましょう」「受動喫煙に気

をつけましょう」「健診を受けましょう」を進めてまいりました。 
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活動としては、健康づくりボランティア団体である「食生活改善推進協議会」

や「健康を考える会」とともに教室をしたり、町長と保健師が地域に出向いた

り、情報誌を発行したりとしてきました。しかし、この重点項目の目標値の達

成度を見ますと「健診を受ける行動をとれる人の増加」は改善しましたが、ほ

かの項目は未達成であり、課題がそのまま残ります。そのため、第３次計画は、

この計画を引き継ぐ形で策定しております。第２次計画でもさまざまな方法で

啓発を行ってまいりましたが、第３次計画の取り組みとしましては、健康でい

るためになぜこのような生活習慣が望ましいのかを具体的に伝え、行動に結び

つくような啓発の方法を検討していく必要があるかと考えます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

木戸口議員。 

○３番（木戸口 勉幸） ただいまご答弁いただきましたわけですが、どうして

も専門的な見地から一般的にこう一般の人が聞くとですな、どうもわかりにく

いとこがございますので、わかりやすくですな、簡単に申し上げていただきま

すと、言っていただきますと、成果はどうであったのか。こういうとこがこう

残って、第３次にどうつなげてくんやっていうことを一言でお願いしたいと思

います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（森本 直美） 今回の重点項目のほうの成果を発言させていた

だきます。 

栄養・食生活については、「野菜を食べましょう」等の目標値がありました

が、達成はできておりません。身体活動・運動の目標に関しましては、男性の

日常生活の歩数の増加が見受けられますが、それ以外は達成はできておりませ

んでした。また、重点項目たばこ、公共の場における敷地内禁煙施設の増加と

いうことで、こちらのほうは増加をしておりました。喫煙率低下のほうに関し

ましても、目標値は住民の 12％をあげておりましたが、13.6％ということで、
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その当時 14.4％でしたので、少し減少傾向ではあるのですが、目標値には達し

てないというような状況でした。 

重点項目この３項目に対して、まだまだ啓発が必要であるという考えもあり

ます。加えて、重症化予防の観点からは、次年度からは、「塩分を控えましょ

う」というあたりも啓発重点項目に加えて、進めていきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

木戸口議員。 

○３番（木戸口 勉幸） ありがとうございます。そういった課題が残ってそれ

に対しての取り組みをまた引き続いて３次に結びつけてくということで、理解

をさせていただきたいと思います。 

次にですね、第３次健康増進計画、いわゆる健康づくりでございますが、厚

生労働省によりますと、2017 年男性のですね、平均寿命は 81.09 歳、女性は

87.26 歳。これは統計の数字でございますが、がでております。健康寿命はで

すね、問題は健康寿命なんですが、男性は 72 歳、女性は 74 歳。これで間違い

なかろうというふうに私は思っております。 

健康寿命とは日常的に介護を必要としない自立した生活ができる期間、これ

はもう言うまでもございません。そのとおりでございます。この健康寿命を延

ばすことこそですね、日々の生活に生きがいができ、引いては国保や介護の費

用の抑え、軽減につながってくるわけであります。 

人は誰しも元気で長生きを望んでおります。健康寿命をいかに伸ばすかが大

事であります。健康づくり政策は大事であるということでございます。くどい

ように言うておりますが、そのためにはですね、特定健診の受診率、これはま

あ非常に大事なわけでありますんで、この特定健診を伸ばさなければならんと

いうふうに私は思っております。国は国保の受診目標値を 60％においておりま

す。受診率を向上させるためのいろんな考えがあろうかと思います。相当デー

タを見ておりますと、受診数上がってきておりますが、この 60 にはまだちょ
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っと届いとらんなというふうに私思っておりますので、この辺をですね、担当

課長としていかに伸ばして、第３次はこういうことに結びつけてきたいんやと

いうお考えをですね、是非お聞きをしたいというように思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（森本 直美） 平成 21 年度より各地区に健康を考える会を立

ち上げ、地区の健診受診率の向上、健康づくりについて地区住民と行政が一緒

に取り組んできております。また、受診しやすい環境づくりとしては、特定健

診とがん検診・集団検診における同日実施、土曜日・日曜日・祝日実施、10 月

初旬には未受診者への受診勧奨の実施、平成 28 年度には健診受診料金の無料

化等対策をとってきており、当初 19.9％であった受診率は平成 30 年度には

41.2％に上昇しましたが、まだまだ 60％には満たない状況であります。 

今後も健診の受けやすい環境づくりとともに、健診の受診勧奨を工夫しなが

ら実施していきたいと考えております。次年度はさらなる対策として新しい試

みを実施していく予定ともしております。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

木戸口議員。 

○３番（木戸口 勉幸） 私の感ずるところはですね、健康福祉課のいわゆる保

健師の方も、かなり多くみえますし、非常に丁寧で優しく対応してもらっとる

というのが、私の実感でございますので、一度こう話を聞いたりしてもらいま

すと、また行ってみよかということにつながってくるんやないかと思いますの

で、その辺でまたいろんなこういわゆる人とですね、いわゆる高齢の方中心に

なろうかと思いますが、接していただいて、是非とも少しでも受診率がアップ

していわゆる健康寿命が延びることにつながりますので、その辺をこういろん

な手だてを考えていただいてですね、是非数値的なことばっか言うて申しわけ

ないんですが、国の目標値に近づけるような形でご努力をいただきたいなとい

うふうなことを思っておりますので、よろしくお願いをしたいというふうに思
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います。 

それから、ここにも書いてございますように、次はですね、どうしても団体

へ入ってしてもらうと、こういう国保の関係等々のですね、特定健診の受診率

が上がるわけでありますが、自治会、学校、職場、老人クラブ、これは先ほど

も書いたとおりでございますが、これ以外にもあろうかと思いますが、こうい

ったいろんな団体とですね、連携をしていく上でですね、どのように健康づく

りにこういった団体と取り組んでいかれるのか、その考え方をちょっとお聞か

せをいただきたいと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（森本 直美） 多気町の世帯構成を見ますと、国や県と比較し

て、三世代世帯の割合が多い傾向が見られます。その強みを生かして、子供た

ちをターゲットにした健康づくり教室の開催や、子育て支援センターや保育

園・学校などを通して、親世代にも啓発していきたいと考えています。 

また、生活習慣病予防は 40 歳代 50 歳代から取り組む必要がありますが、子

育てや仕事など教室の参加等は難しい状況にあります。老人会など既存の組織

の中で、家族の健康づくりも伝えていければと思っております。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

木戸口議員。 

○３番（木戸口 勉幸） ありがとうございます。 

次にですね、特定健診の③番目でございますが、どうしても世代によっては

受診のいろんなばらつきもあろうかと思います。これはまあ現状でございます

が、特定健診のですね、世代別の現状、課題っていうんがあろうかと思います

が、その課題を捉える中で、特定健診は伸びないというのがあろうかと思いま

すが、そんな中での課題とそれから、それに対する課題を克服するための取り

組みの考え方を、課長からお聞きしたいと思います。 
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○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（森本 直美） 受診率を年代別で見ますと、特定健診・胃がん

検診・肺がん検診・大腸がん検診も、60 以上になると受診率が増加します。60

代が受診率のピークなっておりまして、どの検診も 40 歳代 50 歳代の受診率が

低いことが課題となっております。 

対策としましては、特定健診においては、町独自で 20 歳から 39 歳までの若

年者健診を実施しております。若いうちから健診を受ける機会をつくりまして、

早くから健診を受けなくてはいけないというような意識を啓発していきたい

と考えます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

木戸口議員。 

○３番（木戸口 勉幸） 続きましてですね、それではがん検でございますが、

がん検診の受診の現状と今後の取り組みということで、お伺いしたいと思いま

すが、がんはですね、非常に死亡率がだんだん高くなっていうんか、がんにか

かる率が、このごろ医療技術も進んできておりますので発見もできるわけです

が、依然としてやっぱりがんによる死亡原因の第１位を占めておるというのは

現状でございます。 

そんな中でですね、資料によりますと、昨年のいわゆる資料をこう持ってき

たわけですが、がん検診の周知が並んでおりまして、対象者数がずっとあがっ

ておりまして、受診者もあがっております。そんな中でですね、非常に結構受

けられとる数字もあるんですが、特にここでの手元の資料によりますと、胃が

ん検診、胃がんの内視鏡とかそれから、胃がんのＸ線の受診率がですね、非常

に低い。胃がんのＸ線については 4.7％、それから内視鏡については 1.8％と

いった非常に低い数字であります。片や肺がん・大腸がん・子宮がん等々は、

かなりの数値が出ておりますが、これは何か数値が低い原因があんのか、それ

ともこう掴みにくいとこもあんのか。もうがんですんで、もっとこうがん検受
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けとるような気がするんですが、これは何かの手だてがあって、もう少しふや

してですね、そのいわゆるがんで死亡することの抑制につなげるような形が取

れないもんかなというふうに、私は思うわけですが、この辺のこの数値的なも

んについては、なぜこうなっとんのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（森本 直美） ちょっと全体的なことからお話させていただき

ます。 

国や県と比較ができる最新のデータである地域保健・健康事業報告の平成 29

年度の状況を見ます。多気町のがん検診の受診率は、大腸がん・乳がん・子宮

頸がん検診は国や県よりも高い状況にあります。胃がん検診は、国よりは高い

ですが県より低い状況にあります。肺がん検診は、国・県ともに低い状況にあ

ります。しかし、がん検診の受診率を国の目指す 50％としたときに、受診率が

一番高い健診で 26.2％、低い検診では 7.2％となっており、まだまだ全体的に

低い状況ではあります。 

先ほどご質問していただきました胃がん検診につきましては、胃カメラ、胃

の内視鏡検査ですね、を導入してから、受診率がふえてきております。また、

町内に胃カメラ検査を胃内視鏡検査を実施する機関がないため、松阪地区医師

会まで広げさせていただきました。そのことにより、胃内視鏡が今現在ふえて

きている状況です。今後また啓発もしながら、進めていきたいと考えます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

木戸口議員。 

○３番（木戸口 勉幸） ありがとうございます。 

そうしますと、健康福祉課長のお話でございますが、私はまあ右肩上がりで

だんだんこうふえておるというふうな解釈をしてええわけですか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森本健康福祉課長。 
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○健康福祉課長（森本 直美） 徐々に、若干ずつは、ふえてきているというよ

うな状況です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

木戸口議員。 

○３番（木戸口 勉幸） それでは、まあ若干でもふえとるということでござい

ますので、さらにまた、なかなか個人的な感覚でございまして、本人が健診を

受けるっていう気持ちにならんとなかなか数字は上がってきませんので、また

いろんな手だてをもってですね、やはり健康寿命を延ばすという見地からです

ね、健診率を上げていただく手だてをしていただいて、健診の人をふやしてい

ただくということをいろいろこう考えていただきたいというふうに思います

ので、その辺もまた、いろいろとご検討いただきたいというふうに思います。 

最後にですね、町長のほうにお尋ねっていうんか、お答えをいただきたいん

ですが、今年の、町長もまあいろいろ健康に関しては非常に力を入れとると。

これは国もそうなんですが、国保・介護のですね、要するにまあ総予算を見ま

すと、これはもうどうしてもこう社会保障費、国もそうなんですが、右肩上が

りで上がってきております。ザッとした数字ですが、さっきもひとつまあ見せ

ていただきますとですね、以前は 30 億だったんですわ。このごろ 37 億になっ

てまして、その辺はまあ抑えることで、まあ健康になるとこれは、なかなかこ

れは数字的にそう簡単には減るもんじゃないですけども、高額医療等がありま

すし、いろいろこうあるわけですが、健康に対する、健康っていうんか、健康

づくりに対する取り組み。町長として、今後このように取り組んで力を入れて

くんやという決意をですね、いろいろとこう一言聞かせていただきたいと思い

ます。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） 木戸口議員のほうから、こういう健康づくりについて一

般質問いただくっていうことは本当にもうすばらしいなと思いました。 
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町のほうとしましては、今、社会福祉協議会と連携をしながら、例えばさわ

やか広場であったり、それからノルディックウォーキングであったり、こうい

う体を動かそうということで、特に国保関係については、約 4,000 人弱の方が

国保へ入られてます。ほかの人は社保でそれぞれ人間ドックなりで健診を受け

られとると思うんですけども。できるだけ議員おっしゃられたように、体を動

かすっていうことと、野菜を多く食べる。特に牛乳とかカルシウム分やっぱり

とってかないかんということで、この間、国保の会議のときにも先生のほうか

らできるだけ体動かそうと。以前やっておりました「かかと落とし」もそうで

ありますし、今肩を動かすとかこんなんもありましたんで、これはもう町民の

皆さんがやっぱり自分で自覚をしてもらわんとなかなかあきません。健診を受

けていただいて指示を受けたら、それの対応をやっていただく。ただ、健診を

受けるだけで、「俺こんなんやったんや」っていうんやったらあかんと思いま

すので。指示を受けたら、そのようにやっていただきたいと思います。 

一緒に健康づくりに取り組んでいければと思いますので、今後とも是非、ま

たこういう機会を通じて、町民の皆さんに発信をしていただきたい。我々もそ

の対応をしていきます。 

以上であります。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

木戸口議員。 

○３番（木戸口 勉幸） 私の健康づくりと多気町の健康づくりと結びつけてい

ただきたいと思います。一生懸命頑張っております。はい。以上です。 

以上で私の質問を終わります。ありがとうございます。 

○議長（𠮷田 勝） 以上で、木戸口議員の一般質問を終わります。 

ここで休憩といたします。再開は午後１時からといたします。 

 

（２番 松浦 慶子 議員） 

○議長（𠮷田 勝） 再開をいたします。 
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４番目の質問者、松浦慶子議員の質問に入ります。 

２番、松浦議員。 

○２番（松浦 慶子） ２番松浦慶子、一般質問を始めたいと思います。 

私の通告は質問方式は一問一答で、質問事項は３点お願いしております。１

つ目、成人式の今後について。２つ目、小学校統合検討委員会について。３つ

目、多気町地方版ハローワークについて。３点についてご質問させていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

まず１つ目、成人式の今後について。 

2018 年６月 13 日、民法の成年年齢を 20 歳から 18 歳に引き下げること等を

内容とする民法の一部を改正する法律が成立いたしました。 

この改正は 2022 年４月１日からの施行となりますが、三重県内の各市町で

は、民法改正後の成人式のあり方について検討されているところだと認識して

ります。早々と方針を明らかにされたある市では、「二十歳のつどい」と名称

を変更して、これまでどおり 20 歳の人を対象に実施されるとのことです。 

今後、対象となる若者やご家族の不安を解消するために、当町の方針をなる

べく早い時期に決定し、明らかにするべきだと考え、今回質問させていただき

ました。 

まず①つ目。2022 年度以降に実施される成人式の課題はどのようなものだと

考えておられますでしょうか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

上山教育課長。 

○教育課長（上山 善也） それでは、松浦議員のご質問にお答えさせていただ

きます。 

成人式の課題ですが、2022 年度（令和４年度）から成人年齢が 18 歳に引き

下げられるのに伴い、成人式の課題としては、18 歳においてはですね、進路選

択の大事な時期と重なることから、成人式への参加率が低下すると予想されま

す。また年齢を引き下げた初年度においてはですね、18 歳から 20 歳が同時に
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対象となるため、会場確保や当日の運営方法等において課題があると考えてお

ります。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

松浦議員。 

○２番（松浦 慶子） ありがとうございます。 

私も津市のを参考にさせていただいて、たぶん課長も答弁された中身はほと

んど同じだと思います。18 歳を対象といたしますと、ちょうど高校３年生とい

うことになり、進学やあとは就職活動、進路の選択などで、一番大切な時期に

なるということで、厳しい状況、また運営においても会場やそのことについて

も、重なるとですね、18 歳 19 歳 20 歳、この３年齢が重なるということで、運

営が困難になるのではというような、懸念がされております。それで、課題を

検討してくださったということです。 

そしたら②つ目の質問に入ります。 

民法改正後の成人式について、当町以外の各自治体での対応状況はどのよう

になっておられますか。お願いいたします。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

上山教育課長。 

○教育課長（上山 善也） それでは教育委員会のほうで把握している三重県内

の状況を説明させていただきます。 

三重県内では、現在８つの市町がこれまでどおり 20 歳で開くことを決めて

おります。１市においては、18 歳での実施を選択しているというところでござ

います。あとの市町においては、今現在検討中というところでございます。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

松浦議員。 

○２番（松浦 慶子） ありがとうございました。私も三重県内の議員仲間にも
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問い合わせをしておりましたりとか、市町の行政のほうに連絡させていただい

たりとか、いろんなところで情報を得たわけでございますが、隣の松阪市、津

市、ここの２市については、ホームページでもう宣言させておられます。明ら

かにされて、方針を固められたということで、確認しております。伊賀市なん

かだと、もう３年齢でいくというような市町の発言があったりとかですね、ま

あまだ決定ではないでしょうけれども、やっぱりこういうふうに各市町がばら

ばらとこういうふうに今なってる状況ですので、皆さん、保護者の方だったり

とか、対象の方、若い方たちがちょっとこう心配されているっていう声を多気

町内でも聞きましたものですから、私個人的なことですけれども、来年度です

ね、の成人式は私どもの個人的な、娘が二十歳を迎えますので、成人式に参加

させていただくんでございますけれども、進学するにしても、就職活動するに

してもですね、やっぱりそれなりの保護者の思いといたしましては、やっぱり

１年ぐらい前からいろんなものを準備等していかなければならないという思

いがございます。2022 年、まだあと２年あるっていうふうに思われてるのでご

ざいましたらですね、早い目に準備等もございますので、是非ホームページ等

で明らかにしていただきたいなというふうな思いを持っておりますので、どう

ぞその辺のご検討よろしくお願いいたします。 

そうしましたら、次、③番目の質問に入ります。 

現段階での当町の考えをお聞かせください。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

上山教育課長。 

○教育課長（上山 善也） それでは、ご質問にお答えさせていただきます。 

当町としては、現在のところ、これまでどおり二十歳で、「成人のつどい」

こちら現在の仮称になりますけど、そういった内容で開くことを予定をしてお

ります。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 
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松浦議員。 

○２番（松浦 慶子） ありがとうございました。 

町長のお考えはいかがでしょうか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） 今、担当課長も申し上げたとおり、20 歳でと思っており

ます。１つの私としてはセレモニーかなと思います。 

昔は敬老会は 65 歳、70 歳、75 歳、だんだん変わってきた。これもまあそれ

ぞれの催しの関係で状況見ながらっていうことになりました。あえて成人年齢

18 になったからといって、すぐに私の任期中はそういう思いでおりますので。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

松浦議員。 

○２番（松浦 慶子） ありがとうございました。 

これまでどおりということのお考えで進めていただくことを、まずもって周

知なりですね、次の成人式のときに、町長がいつもお祝いの言葉を若い方たち

に向けてお話、そういういろんなお話を、多気町の形をですね、お話されてい

ただいておりますので、それについてもお話してくださればいいかなと思って

おります。是非お願いいたします。 

それとですね、せっかくそこで若い方たちの集まる場でございますので、何

かその若い方たちとその接点を持っていただくような情報発信の、この全協の

ほうでもお話されておりますけれども、そこの 20 歳の方たちが百十何名です

か、百二十何名でしたか、多気町内の方たちは。が集まられるというふうに教

育長の諸報告でも聞かされていただいております。百数十名の方たちの 20 歳

の声をそこで聞けるわけですよね。格好のチャンスじゃないかなっていうふう

に私自身思っておりまして、是非ですね、なかなかその二十歳の方たちの声を

町長が聞ける状況っていうのは、あんまりないと思うんです。そのときにでも、

ＳＮＳを使ったりとかですね、そういった町のこれから情報発信を進めていっ
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てくださるということでございますので、その辺もひとつ検討いただきたいな

っていうふうに思っておりますので、また、地域おこしの企業人の方たちにも

そういったご相談をしていただいて、なんかその場でつながれるような形をで

すね、していただくといろんなご意見が、たぶんまたあとからでも町長の、多

気町の今後についてお話されたことに対して、そういうまたご意見もＬＩＮＥ

なんかでつながると、お話をしてくださるのではないかなっていうふうに思っ

ておりますので、是非そこのつながる場を大切にしていただきたいなと思って

おります。 

いかがでしょうか。町長一言お願いいたします。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） 今、議員おっしゃられたように、その手法については、

またこれからも検討していきたいと思いますが、成人式のときに私のいつも言

わさせてもらっておりますのは、やはり成人年齢下がったということは、それ

ぞれこれから自覚を持って、自分の行動・言動に責任を持ってくれと。権利が

あるかわりに義務が発生するんやということをいつも言わさせてもらってお

ります。今後も、若い方たちとそういう場を持てればと思ってますので、思い

というのは、自分も同じでありますので。成人年齢が下がったからといって、

それも下げやなあかんっていう決まりはないと思いますので、これから、昔の

二十歳になったらこういうことですっていうのはやっぱり皆が集えるってい

う場になればと思ってますので。 

以上、よろしくお願いします。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

松浦議員。 

○２番（松浦 慶子） ありがとうございます。 

そういったはなむけの言葉と、プラスいつも町長は、多気町のことを、これ

からどういったことが多気町で行われてるんだというような状況をいつもお
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話してくださるので、それに対して、皆さんはどういうふうに思ってられるの

かなっていう、１つの思いとしまして聞いていただきたいなと。これも前回は

サイレントマジョリティでしたけど、今回はマイノリティの方たちとの意見を

聞いていく場としても、大事じゃないかなっていうふうに思っておりますので、

是非お願いいたします。 

２つ目の質問に入らせていただきます。 

小学校統合検討委員会について。 

平成 31 年４月１日から施行されました「多気町内小学校統合検討委員会設

置条例」ですが、教育委員会の附属機関として 15 名の委員の方々におかれま

しては大変活発な議論をしていただき感謝申し上げるところでございます。 

私も２回ほど傍聴させていただきましたが、多気地域の保育園児や小学生の

保護者を対象にアンケートを実施されたことや、今年度末までに答申書をまと

められることなども聞かせていただきました。 

このアンケートは、ただ単に賛成か反対かといった大まかなものではなく、

アンケート内容について、記入される方がわかりやすい言葉選びや言い回しな

どの詳細についても議論されていたことや、アンケート結果においては個別意

見にしっかりと目を通されていて、それについてはグループで意見交換をされ

るなど、各委員がそれぞれの違った立場で意見を述べられていることに対して

合意形成をされる場面も傍聴させていただきました。 

傍聴可能な会議ではありますが、周知不足や日程時間が限られていることか

ら町民の皆さんに伝わっていないのではないかという、また小学校というのは

その地域の子供たちの居場所でもあり、大人の居場所でもあるのだとの思いか

ら質問させていただきます。 

①つ目、小学校統合検討委員会がこれまでに開催された様子や内容について、

時系列に沿ってご説明お願いいたします。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

上山教育課長。 
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○教育課長（上山 善也） それでは松浦議員のご質問にお答えさせていただき

ます。時系列に、今年度行わさせていただきました小学校統合検討委員会の様

子等について、報告させていただきます。 

今年度多気地域４つの小学校の統合について検討していくということで、委

員 15 名で小学校統合検討委員会を設けさせていただきまして協議をさせてい

ただいたところでございます。これまでに７回検討委員会を開催しております。 

第１回の検討委員会では、多気地域小学校の現状について、学校施設と児童

数の現状及び今後複式学級が出てくる小学校もございますので、そういった複

式学級についての説明をさせていただきまして、意見交換をさせていただいた

ところでございます。 

第２回目は、県内の複式学級の状況や学校規模によりますメリット・デメリ

ットについて、意見交換のほうを行っております。 

第３回目は、町内小学校におけるメリット・デメリット。また、この間です

ね、町内ＰＴＡの役員さんと意見交換をさせていただきましたので、その内容

についてもですね、報告をさせていただきました。 

第２回、３回目についてはですね、第１回目は初めてということや小学校統

合という大変大きな問題でもございましたので、少し戸惑いながらの発言して

いただいた方も見受けられましたので、活発な意見が出やすいようにというこ

とで、議員のほうからも言っていただきましたが、グループに分かれて意見交

換をして、その後それぞれのグループで出た意見をもう一度話し合うというよ

うな進め方をさせていただいております。 

第４回目は、これまでの検討委員会の中で、委員の皆さんから今後、統合と

なった場合に費用がどの程度かかるのか、また児童の通学はどうなるのか、こ

の検討委員会の委員だけではなく、いろんな意見を広く聞きたいというような

ご意見を頂戴してきました。そういったことで４回目は財政シミュレーション、

スクールバスの運行、統合アンケートについて協議をさせていただきました。 

第５回目は、小学校統合についてのアンケート結果について報告をさせてい
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ただいたところでございます。その後グループに分かれて意見交換も行ってお

ります。 

第６回、第７回目におきましては、アンケート結果のまとめや答申（案）に

ついて協議をさせていただいたところでございます。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

松浦議員。 

○２番（松浦 慶子） ありがとうございます。 

私もこの質問の通告をした後にですね、先ほど坂井議員のほうからも町政懇

談会についての話がございました。私もホームページを早速ですね、あけまし

て、全 49 字の町政懇談会のＱ＆Ａっていうのも全部確認させていただきまし

た。やはりその中にございました。小学校の統合について、どういうふうな話

をなされてるんだっていうところ。全く見えてこないっていうようなご意見の

Ｑ＆Ａのところもありました。このＱ＆Ａについても、その話はちょっと置い

ときまして、この方法はどうなのかなっていう思いもございますけれども、と

りあえずこの中で全体を、小学校のこの統合についてのどれぐらい皆様の関心

があるのかなっていうのを全部チェックいたしましたら、勢和地域で５件、多

気地域では 92 件ございました。やはりかなりのご意見をこれいただいてるん

じゃないかなっていうふうに関心を持っておられると思います。 

まあ７回ですか、委員会を開かれましたけれども、毎回これ傍聴は可能でご

ざいますですよね。傍聴をできるんであれば、毎回この議事録をやはり周知す

べきだったのではないかっていうふうに私は思っております。 

私たち議会のほうも、まだ答申をまだ来週ですか、全協でお話してくださる

ようですけれども、やはり、そこの部分はしっかり傍聴できる部分については

ですね、皆さんに周知をしないと、何が行われてるんだろうか、アンケートも

保護者のみでございました。地域の方たち、勢和地域の方たちも特にです、も

うほったらかしな状況で、この委員会が開かれております。ただ、条例のほう
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では、教育委員会の附属機関ということでございますけれども、やはりその辺

は、傍聴できるっていうことであれば、しっかり周知を行うべきだったのでは

ないかというふうに、もう終わってしまいましたけれどもですね、次の質問に

入る前にそういうことを申し上げておきたいと思います。 

②つ目、小学校統合検討委員会から答申書を提出されるとのことですが、ど

なたに提出されるのかなども含め、今後の予定とその意義をお聞かせいただき

ます。お願いいたします。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

上山教育課長。 

○教育課長（上山 善也） それではご質問にお答えさせていただきます。 

答申書については、小学校統合検討委員会委員長から教育長に答申書を提出

をしております。 

今後の予定等については、教育委員会としては、答申及びアンケート結果を

地域の方々に報告をしていきたいと考えています。その中で、保護者の方並び

に地域の方々にいろいろなご意見を頂戴できるものと思っていますので、そう

いったご意見に留意しながら、将来的な統合の実施に当たっては、十分なご理

解を得ながら円滑に進めていけるよう考えております。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

松浦議員。 

○２番（松浦 慶子） ありがとうございます。 

その答申書を教育長に提出され、それからは町長のほうに答申がいくという

ふうな運びとなると思うんですけれども、それはどこまでその答申書が効力が

あるのか。それをどこまで理解していただける部分なのか。それが統合に関し

てどのぐらいのシェアを置かれるのか、っていう部分について、お願いいたし

ます。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 
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上山教育課長。 

○教育課長（上山 善也） 答申書のほうはですね、教育長の報告にもあったと

思うんですが、３月２日にですね、総合教育会議のほうで教育長のほうから町

長にですね、答申の報告をさせていただいたところでございますが、それを受

けてですね、最終的にはその答申内容を町長が見ていただいて中で、最終町長

が今後の将来的な統合に向けてどうされるのかっていうところは判断してい

ただけるのかなと考えております。 

教育課としてはですね、先ほども言わさせていただきましたように、今後地

域のほうへ出向いてですね、いろんなご意見を頂戴する中でですね、今後、将

来的な統合の実施に当たってはですね、円滑に進めていけるよう、していきた

いと考えております。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

松浦議員。 

○２番（松浦 慶子） ありがとうございます。 

どういう形になるのか、今後皆様のご意見も伺っていきながらですね、地域

の方たちにも説明していきながらというようなことでございますけれども、や

っぱり多気町の子供たちをどういうふうに育てていくかっていう大きな目標

があると思うんです。多気町でも多気町学力向上アクションプログラムであっ

たり、教育委員会の目標、年１回、評価をしてくださっておりますけれども、

そういったことも鑑みて、プラスアルファこの間新しく子ども子育て支援事業

計画、新しいトピックコメントも募集しておられましたけれども、そういうの

も見せていただきますと、全部やっぱりリンクしてくることなんですね。地域

の方たちとの活動であったりとか、伝統行事についてのことだったり、また多

気町の教育の部分ですね、中身、学習についての中身について、ソフトな部分

についてもやっぱり皆さんにご意見を聞いたりとか、そういうこともやっぱり

町のほうからどういうふうな形で、こういうふうに子供を育てていくんだって
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いうふうなことをしっかり伝えていっていただかないと、ただ単にハードな部

分、建物たてるんだっていうことだけでこの議論を進められていいものなのか

なっていうのを、非常に私は懸念しております。 

昨日の教育長の諸報告の中にも、学級数についてもご説明がありました。一

番多い学級で 38 名でしたか。38 名で１学級。国のほうや文科省では 40 名とい

うふうな法律っていうふうなことになっておるんでしょうけれども、やっぱり

そのあたりからですね、文科省が基準を示しているでしょうけれども、多気町

としては、この小中学校の適正規模、適正配置ですね。先ほどこの町政懇談会

の中でもありましたけれども、スクールバスの話だったりとかですね、通学に

はどうしていくのかとか。そういった関心事もやっぱりたくさんのご意見が入

っておりました。そういうことも中に入れていただいて、まず最初に小中学校、

多気町の小中学校の適正規模、適正配置について審議会を持っていただくなり

ですね、していただくのが、本筋ではないのかなっていうふうに私は考えてお

ります。 

私たち議会のほうでも、岐阜県山県市、昨年は京都の与謝野町ですか、にも

視察に行かせていただきましたが、やはりそこから始められております。まず

多気町の子供たちをどんなふうに育てていくのかっていうところから、皆さん

と一緒に話し合いを進められているというふうに私は認識しております。 

ですので、その部分について、教育長どんなふうにお考えになるのか、教え

ていただきたいと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） お答えさせていただきます。 

５年ほど前には、校区へ回って、そして地域の方のご意見をいただいた。今

回は、委員さん方に集まっていただいて、重ねた議論をしていただいた。その

中で得たものっていうのは、私、町の教育委員会にとっても本当に財産であっ

たなっていうふうにこう思っております。 
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また、その代表の委員さんから、やはりこう多気町全体の考え・ご意見をや

っぱり聞くアンケート、これが必要ではないか。当然それは委員会の途中で出

て来ようかなという予想もさせていただいてはおったわけですけども、委員さ

んの中からそういうご意見をいただいたということで、まさに今後、子供が学

校で学んでいくであろう年代の保護者の方、保育園の保護者の方、小学校の保

護者の方に、焦点を当てて、アンケートを取らせていただきました。そのアン

ケートの言葉を書いていただいた言葉を読ませていただきますと、多気町に対

する思い、地域の学校への思い、がひしひしと伝わってまいりました。それが、

学校統合するのと違って、学校を大切にしたいという思いであったと思います。 

また、今後進めるに当たりましては、今課長が説明をさせていただきました

ように、来年度早々、地域のほうへ行かせていただきまして、今回の検討委員

会の内容や答申の内容についても説明をさせていただき、またさらにそこでご

意見も頂戴をできればなというようなことを考えております。 

その中で、教育委員会といたしましても、来年度１年間かけまして、先ほど

言われた多気町の子供、多気町の学校をどうしていったらええかっていうとこ

ろを再度、振り返りながら、町の皆さんにお示しができればなというように、

こう思っております。子供にとって、学校は知識だけではなく、友達を通して

いろんなことを学び得る場所だというようにこう考えております。その学校を

本当に大切にするという思いは全然皆さんとかわりはございません。町の皆さ

んの思いを１つ１つ受け取りながら、しっかりと今後も考えていきたいという

ように思っております。 

以上でございます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

松浦議員。 

○２番（松浦 慶子） ありがとうございました。橋本教育長のお考えっていう

のがよくわかりました。 

５年前ですか、一度そういうお話があって、町長がよく言われる反対だった
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というようなご意見が多かったので、そこで議論としては、もう途絶えてしま

ったわけですよね。そこから何か議論が進められたのかっていうと、この５年

間全くなかったわけですよね、そのとき橋本教育長ではございませんでしたけ

れども、その中で何か検討委員会も今回これ始めてだったような気がしますけ

れども、その中で何か議論されていたことってあったんでしょうか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） 私のほうから。中身の細かいところにつきましてはちょ

っと置いといて、平成 26 年に私が学校統合について議会の皆さんにも、地域

の皆さんにも投げかけをさせていただきました。 

なぜそのときにやったかっていうと、平成 26 年に文部科学省のほうから、

58 年ぶりに指針が見直しっていうことで、その大きなのが最低クラス替えがで

きるように。子供たちは多くの子供たちとかかわれるように。それから、４キ

ロぐらいは歩くように。これ健康のために、子供たちは歩かなあかん。そんな

ことも含めて、指針が出されまして、私は議会の皆さんにも、当時は一般質問

結構出ました。各地区回ってＰＴＡ、いわゆる地区の人の話も聞かせてもらい

ました。同じようなやり方でやって、最終的に、そのときも古い校舎もあるし

プールもあかん、それから毎年何百万っていう修繕費も、今でもそうですけど、

あるので、これはこういうことをやらなければという思いで出したんですけど

も、多くの地域から反対の声が強かった。反対の声が強かった。中にはちょこ

ちょこの人からは、もう一緒にやってもらうほうがええというはなしがあった

んで、その声がかき消されてしまうみたいな形で、反対の声が多かったんで、

今すべきではないと思いまして、しばらく時間をおきました。 

５年経ちましたんで、去年、統合について検討委員会を立ち上げてくれとい

うことで、教育委員会へ申し上げた。その間につきましては、細かい協議って

いうのは教育委員会でないとちょっとわからない部分がありますので、私のほ

うに直接は入ってきておりませんので。そういう経過を経て、そのときに場所
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は私はそのときも同じように天啓公園で、通学については学校から新しくでき

た地域にという話は、何も出さんといけませんので出したんですけども、今回

はもう場所はどこにするとかそんなんは、町長はここという話があるけど、検

討委員会の中では、今提示をされずに、それらを全体含めて、統合はどうかと

いうことに変わりましたんで、私はそこまで指示はもうやりませんでした。と

いう経過がありました。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

松浦議員。 

○２番（松浦 慶子） 経過はわかりましたけれども、議論っていうのは私たち

のほうに５年間の間、そういった報告もございませんでしたので、議員の立場

から見ますと何も議論はされてなかったんだろうなというふうにしか、見えな

いわけでございます。 

プールというお話もその当時はあったと、私も一般質問させていただいた記

憶がございます。 

５年経っておりますので、温暖化の問題だったりですね、今はプールは夏で

も猛暑日・酷暑日っていうふうになると、プールが開けない状況になってる。

だからそのときだめだったからといって、また今回そのことについても理解を

していただける可能性もあるわけですよね。５年前反対だったから今はその意

見は全く取り入れないっていうんじゃなくて、もう少し柔軟な議論をしていた

だくと、もしかして今回温水プールにした場合ですよ、地域の方たちも皆さん

が使えるようなプールを１つにすると、もしかして賛成してくださる方が多く

なるのかもしれないですし、議論というものは、違った意見を聞くというそう

いった対話ということが一番大事ですので、一方的に町長のお考えを話される

のは、一応町の方針としてはいいんですけれども、それについてどうですかっ

ていうような、違う意見の方と、毎回私もこの話してしまうんですけれども、

違う意見の方と、その方たちが話し合うことが議論だというふうに、反対の人
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の声をかき消されるようでは、議論ではないっていうふうに思っておりますの

で、是非そういった場を持たないと、これまたいけませんですね。 

ハードな部分の建物やそういったことを町長はよく言われますけれども、や

っぱりその多気町の子供はどういう学力向上アクションプログラムでどれだ

けの学力が上がったのかとかそういった、それだけではないですけれども、そ

ういった指標なり、そこのこともソフトの部分も考えていかれたらいいのでは

ないかなっていうふうに皆さんに、私もちょっと考えましたけれども、多気町

の学校の教育の強みって何だろうなって考えますと、やっぱりスポーツと英語

教育じゃないですか。やっぱり国際交流っていうこともされてますので、その

ＡＬＴの方も２名おられます、山際議員が質問されますけれども、そういった

国際交流をしておりますので、そういった英語教育とスポーツ、ここがほかの

市町に比べるといいのかなっていうふうにちょっと考えておりますけれども、

そういったことも特化されるといいんじゃないかなっていうふうに思ってお

ります。 

また、これ新型コロナウイルス対応で、学校に行けない子供たちが、学習は

どうするのか、っていうお話も一番懸念される保護者の方もおられると思いま

すので、建物じゃなくて、やっぱりそういう中身の部分、これからはそれこそ

地域おこし企業人の方たちがされようとする情報発信、そういったスカイプ授

業だったりとか、オンライン授業であったりとか、そういったこともこれから

ますま必要になってくると私は思っておりますので、そういったことも、だか

らこういうふうにするんだっていうような、建物だけにこだわらず、中身の部

分について、まず町長の考えをひとつに、教育委員会の方たちと一つにまとめ

ていただいて、どういうような授業やどういうふうに学力を上げていくんだっ

ていうようなところをですね、しっかり形にしていただくと、たぶん保護者の

皆様は安心されると思います。またそれによって、スポーツなら多気町にいこ

か、英語教育なら多気町にいこかっていうふうな世代の方たちも子供を持った、

育ててる世代の方たちも移住につながるかもしれませんし、そういったちょっ
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とうまいやり方っていうのか、そういったこともしていただけると、もっと活

気づいた教育の多気町になるのかなっていうふうに、教育に予算をウエイトを

占めていただきたいのという私の思いでございますが、町長いかがでしょうか。 

○議長（𠮷田 勝） 通告の要旨には含まれておりませんが、一般常識の範囲内

で、答えていただくということでよろしいですか。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） ちょっと誤解をされると困りますけども、私建物だけで

統合やらなあかんと言うた一度もありませんので。 

今言いましたように、子供はクラス替えができて切磋琢磨できるように、こ

れはメリットの部分。デメリットの部分もありましたので、６年前にそういう

話をして、地域へ回らせていただいた。今回の検討委員会の皆さんには、本当

に大変なご苦労を掛けたと思います。そういうことも含めて私はそういうこと

はあまり触れずに、お任せをして、検討委員会の中で議論していただいたと思

っております。 

ただ、その中の部分についてまた教育長なり、話をしていただくと思います

けども、自分はそういう今議員おっしゃっていただいたように、多気町の小学

校へ行ったらこんなことができるっていうのは、やろうと思ったら４つあった

らあかんていう当時は、今はもう検討委員会で決めていただいた結果が出ます

ので、どうこうありませんけども、やはりまあ４つの小学校で１クラス 10 人

前後のところではやっぱりそういうのは難しいかなという思いもありました

ので、多気町の小学校の教育については、１つのところでそういう教育ができ

ればという思いがあって、これで一遍検討をしてくださいとなりましたので、

検討委員会の、先ほども言いましたように、大変ご苦労をおかけしましたけど

も、これから出てくる結果を踏まえて、またこれからどういう方向にもってい

くかはいろいろ議論していければと思いますので。 

中身についてはまた、教育長のほうなりと思います 

以上です。 
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○議長（𠮷田 勝） 橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） 教育委員会の取り組みっていうことで、過去の例等挙

げて、簡単にご説明させていただきたいと思います。 

５年前の地域での懇談会ののち、記録として南勢のほうの学校の視察を教育

委員会として行ってるというものが残っております。そして私が２年前に引き

継ぎを受けさせていただいたときも、この小学校の統合についてのこともしっ

かり説明も受けさせていただいておりますし、昨年度は、複式学級の視察とい

うことで、松阪市内の学校へも行かせていただいたと。継続した取り組みとい

うのは、大きな会というのは持ちませんでしたけれども、教育委員会の中で、

あるいは事務局の中での取り組みというのは、ずっと継続した形をしておると

の付け加えさせていただきたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

松浦議員。 

○２番（松浦 慶子） 全く統合からは離れてませんで、これは統合するために

は、やっぱりそこまでしっかり考えていただかないと、ただ単に新しい校舎を

たてるっていうようなふうに聞こえてしまうわけですね。だからそこは、もう

やっぱりアピール不足じゃないかなっていう、せっかくいいこともおっしゃっ

てる、先ほど町長の答弁の中にありました、クラス替えができるメリット、じ

ゃあ多気町に住まれてる方、クラス替えをしてほしいと思ってらっしゃるのか。

その方たちってどのくらいおられるのかなっていうのも、疑問に思うところで

ございます。やっぱり多気町っていうのは、大事に子供を少人数で見てもらえ

るんだ、やっぱりスクールバスに乗らずに道草をしながら学校に通えるんだ、

そういう安心安全な場所だから来てくださってる、移住されてる方々もみえる

わけでございます。 

だから、そういった何がこの多気町にとっていいことなのかっていうのをし

っかり考えていただきたいという思いで、今回この統合について、今後につい
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て、学校の教育をどういうふうに考えるかっていうのも１つの大きなことでご

ざいますので、先ほど言いました「子ども子育て支援事業計画」にもリンクし

ないといけない。学力向上アクションプログラムにもリンクしないといけない。

やっぱりそういうところにもしっかり教育委員会だけではなくて、やっぱりそ

この子供を育てていくにはどうしていくかっていうのをしっかりそこを方針

として出していただいてるのかもしれませんけども、そこは、なかなか見えて

こない部分なのかなっていうふうに私自身は感じておるとこでございます。 

そしたら次の質問に入ります。 

３番目、多気町地方版ハローワークについて。 

2020 年秋ごろ開業予定のＶＩＳＯＮは、1,000 人ほどの雇用が必要だと聞い

ております。また、町内企業や事業所でも人手不足が叫ばれる中、なかなか人

を集めることが難しい現在の状況でございます。 

そこで当町は、多気町地方版ハローワークを行政の中につくり、雇用促進を

図っておられますが、このことについて質問いたします。 

①つ目、多気町地方版ハローワークとは、どのような仕組みで運営されてい

るのでしょうか。現在の状況を教えてください。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

筒井企画調整課長。 

○企画調整課長（筒井 尚之） ただいまの①問目にお答えしたいと思います。 

議員もおっしゃいましたように、開業を控えておりますまずはＶＩＳＯＮ向

けを中心にですね、年末にちょうど設置したところでございます。基本的には、

この地方版ハローワークにつきましては、通常のハローワークと同じ形態をと

っております。 

町の職員をその担当責任者に置きまして、その下にですね、実務者として企

業より社員を出向してもらっていると、そういう形をとっております。ですの

で、実態は社員さんのほうでいろいろ対応していただいているところでござい

ます。 
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求職希望の方、要するに職を求める「求職」ですね。求職希望の方に多気町

版ハローワークにウェブサイト上で登録をまずしてもらいます。そして一方で

は求人を希望される企業さんには「求人票」、これを提出してもらいまして、

それももちろんウェブサイト上でアップしておりますけど、そしてその企業の

求人情報を発信していると。当然どちらからものぞける形になります。 

ただ、まだ相談窓口としましてはですね、そのような体制で今やっておりま

すけど、現在まだ調整段階でございます。それというのも、やはりまだＶＩＳ

ＯＮの動きがまだ具体的ではないものですから、面談等、たまに今行われてい

る程度での動きでございます。来年度、特におっしゃる夏ごろからはですね、

いろいろ慌ただしく動きが出てくるものであろうかなというふうにはかんが

えております。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

松浦議員。 

○２番（松浦 慶子） ありがとうございました。 

ちょっとよく理解、私もできてないんですけれども、これ昨年の９月５日の

全員協議会の資料で、案としてですね、「アクションプラン案の策定」、「ＵＩ

ターン雇用促進計画について」ってこれでよろしいんですよね。ここのアクシ

ョンプラン①の実行案っていうようなところに、チャットボットによる強化だ

ったりとか、ジョブマッチングサイトっていうこれが事業開始時期がこの４月

からと、ジョブマッチングサイトの開設はもう昨年の 12 月にサイトオープン。

これのお話でよろしいんですか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

筒井企画調整課長。 

○企画調整課長（筒井 尚之） ジョブマッチングサイトはですね、単にそれを

お互いマッチングさせるだけのものなんですけど、それをもっと発展させまし

た。やはり、町のほうでもですね、このような取り組みを一緒になってやって
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るよという姿勢をですね、ＶＩＳＯＮ側の企業さんへですね、その辺発信する

っていうこともあってですね、その辺も非常に求められましたので、ハローワ

ークというような形の完全な公式な団体で開きまして、そこでも完全にマッチ

ングさせていると、そういう認識でございます。 

確かにですからもとはＵＩターンの中から生まれてきたという状況でござ

います。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

松浦議員。 

○２番（松浦 慶子） そうしますと、ウェブサイトっていうのは、多気町のホ

ームページからいけるもんなんですか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

筒井企画調整課長。 

○企画調整課長（筒井 尚之） はい、多気町のホームページのぞいていただき

ましたら、そういうところございますので、そこクリックしていただきますと、

のぞけます。 

そして、例えばおそらくよくのぞかれますのは、当然求職を希望されてる方

ですので、あなたは登録されますかってことですね、そういうのも当然出てま

いりますし、例えばその中でこういう企業さんが今募集かけておられますって

いうのも、皆のぞけますので、またご覧いただけたらと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

松浦議員。 

○２番（松浦 慶子） トピックの前に出てくる松阪管内のハローワークのやつ

じゃないですんよね。ＶＩＳＯＮのアイコンがあって、そこから入るものなの

か。ちょっとそれ私は見つけられなかったんですけれども、ＶＩＳＯＮの中に

入っていくものなのか、トピックに出てくるのは、その一般的な松阪管内のハ

ローワークの情報みたいな感じでよく出てきますけれども、そうではないんで

すか。 
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○議長（𠮷田 勝） 答弁を求めます。 

筒井企画調整課長。 

○企画調整課長（筒井 尚之） トピックスのほうではございません。そちらの

ほうのアイコンになりますね、ＶＩＳＯＮのほうの。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

松浦議員。 

○２番（松浦 慶子） ちょっとわかりにくいですので、やはり企業人の方にホ

ームページをしっかりわかりやすいものにしていただくのがいいのかなって

いうふうに思っております。 

そうしましたら、②つ目の質問に入ります。 

今後、ますます町内企業の事業所の人手不足が予測されますが、それに対し

てどのように対応されるのでしょうか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

筒井企画調整課長。 

○企画調整課長（筒井 尚之） これまでもですね、町長も企画も申し上げます

けど？公の場であって、例えばこういうふうな情報がございますとかですね、

そういう説明をしたり、あとパンフレット配ったりとかですね、この前の成人

式のときでもですね、そういうパンフレットも配ってまいりました。こういう

こはもう前々から町としても取り組んでおりますし、クリスタルのショッピン

グセンターの中へもですね、情報コーナーへ求人票を設置したり、こういうこ

ともやって、既にもう随分前からいろいろと町内企業さん向けにはいろいろそ

ういうご協力もしてきたところでございます。あとホームページだったり、広

報誌だったりとか、そういうところもございます。 

あと、これもですね、今近隣市町のほうへいろいろ広域連携の話で、この１

月の終わりぐらいからずっとどちらかというとスーパーシティの関係が多か

ったんですけど、こちらのほうでもですね、雇用・観光・農商工の連携で、例

えば可能であれば人を回してくださいとかですね、そういうことも全部お願い
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はしてきております。ですので、先ほどのハローワークにつきましてはですね、

さらにプラスアルファな要素というふうに我々は理解しております。そして、

当然このハローワークにつきましては、ＶＩＳＯＮ向けだけのものではござい

ません。あくまでもハローワークですから、公正なために、町内企業全般を担

うという条件で、その方も出向していただいております。そのために来年度の

予算でですね、一部の負担金を町は予算計上させていただいてると、そういう

ところでございます。 

また、これもＵＩターン計画に沿って、うちが雇っております地域おこし企

業人、この制度を使いましてですね、多気工業会側ともいろいろ協議を開始し

ております。要するに、会員企業さんへもですね、例えばお困りのことである

とか、そういったことありましたら、逆にどんどん情報を発信、逆にこちらも

情報収集いたしましてですね、そういった同じようにもしお求めになる企業さ

んがあれば、どんどんハローワークへも求人票アップしていきたいと、そうい

うような形でいろんな形で今、協力していきたいというように考えております。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

松浦議員。 

○２番（松浦 慶子） 今、職員を出向っていうことで、出向職員の人件費負担

金っていうことで、50 万ほど予算計上されておりますが、これは町の職員さん

がその松阪のハローワークに出向されてるっていうことですか。違うんですか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

筒井企画調整課長。 

○企画調整課長（筒井 尚之） まるっきり逆でして、企業さんから町へ出向し

ていただいてまして、大半はその企業さんからお給料もらっておりますけど、

当然うちの町内企業さんの分も、要するにアクアイグニスさんから出向いただ

いております。それでおそらく大半がですね、たぶんＶＩＳＯＮ向けの募集に

なるだろうってことは考えてます。ただ、当然うちとしましても、もともとの
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町内企業さんの仕事も当然やってもらいますので、その分は当然町側が負担せ

なあかんっていうことで、その分を一部負担金っていう形で予算計上させてい

ただいてるというとこでございます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

松浦議員。 

○２番（松浦 慶子） どちらにしても、そのＶＩＳＯＮ、アクアイグニスさん

だけではなくですね、やっぱりこの多気町版っていう、地方版っていうことで

すので、それ以外の企業のほうにも事業所もたくさんありまして、いろんなと

ころが人手不足でございますので、是非その辺をしっかり考えていただけます

ように、よろしくお願いいたします。 

以上で私の質問を終わります。 

○議長（𠮷田 勝） 以上で、松浦議員の一般質問を終わります。 

ここで休憩といたします。再開は２時５分をといたします。 

 

（11 番 前川 勝 議員） 

○議長（𠮷田 勝） 再開をいたします。 

５番目の質問者、前川勝議員の質問に入ります。 

11 番、前川議員。 

○11 番（前川 勝） それでは、質問を始めさせていただきます。 

一問一答で今回２問の質問をさせていただきます。１問目に、地域包括支援

センターについてということと、２問目に、子供のスマートフォン所持使用に

ついてということで、お伺いさせていただきます。 

それではまず１点目の地域包括支援センターについてということで、 

今年度、令和元年４月より地域包括支援センター業務を、社会福祉協議会へ

の委託事業であったわけですが、本庁健康福祉課での直轄事業に変更されまし

た。それは、高齢者の皆さんにワンストップサービス、これは１カ所で必要な

行政手続きを全て済ませることというふうに言われていますが、これを行うた
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めであるという説明を担当課よりは受けております。 

この業務に限ったことではないわけですが、住民サービスの向上はもとより、

人口減等踏まえコスト管理（コストダウン）ですね、それからコストパフォー

マンス（費用対効果）も重要なテーマであり、考える必要があると思っており

ます。 

それでは①問目に入ります。 

直轄事業として１年が経ち、ワンストップサービスの効果・成果が、具体的

に住民サービスの向上にどのようにつながったかをお伺いいたします。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（森本 直美） 先ほどの前川議員のご質問にお答えさせていた

だきます。 

高齢者の入院時などに医療負担限度額の申請などがあります。そういう場合

に家族が来庁されたときに、合わせて介護保険の申請及び相談を同時に行うこ

とができ、早い段階からの相談を受け付けることができるようになりました。

また相談場所を変えずに行えています。逆に、相談だけでなく必要な手続き等

についての紹介や係への案内、情報の伝達等が円滑に行え、住民の利便性の向

上につながっております。 

相談の内容によっては、相談者自身も理解できていない情報、例えば、年金

や税の確認を一緒に行いながらの相談が行うことができ、またその場で申請に

つなげることができる等、相談に対する解決までの精度が高まったと考えてお

ります。 

このことにより、相談を受けた担当者がその場で関係する部署と連携、確認

することで相談者が認識を誤ってしまうような予防にもつながっていると考

えております。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

前川議員。 
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○11 番（前川 勝） 現実的にワンストップ効果があるという、課長当然こうか

がなかったなんていう話は出やんとは思うんです。それで、今回こういうこと

でこちらへ来て、今言った事例的にですね、今の病院入院とかも言われたわけ

ですけども、どれだけの件数といいますか、話し合われた結果が出ているのか、

伺いたいと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（森本 直美） 平成 30 年度と令和元年度ということで、総合

相談の件数を比較してみました。令和元年度におきまして、30 年度と比べます

と、介護保険相談が 11 カ月分なんですけども、100 件増加しております。認知

症の相談が 36 件、その他相談としては、186 件ということで、件数自体がかな

り増加しているような状況です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

前川議員。 

○11 番（前川 勝） そうすると、もうまさに、ワンストップサービスで事例が

ふえたと。そうすると、これまで社会福祉協議会でされていたことの非常にマ

イナスであったなというふうに聞かせていただいて思うんですけども、その辺

はどのように感じられますか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（森本 直美） 例えば介護保険の 100 件増加というのは、介護

保険の相談があったときには、必ず包括支援センターの職員がお顔をつないで

いただいて、何か相談事ありませんかっていうことで、確認も含めて入ってい

るというよなあたりでの増加やと思います。 

ただ、今までですと、反対に、地域福祉センターということで、あちらのほ

うへ何かで足を運んだときの相談っていうのはできてたのかもしれません。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 
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前川議員。 

○11 番（前川 勝） 私は、この昨年っていうか段階で、直轄になることを社会

福祉協議会としての中で問題が起こってやるのかっていうことで、反対させて

いただいたわけですけども、今回、今課長に聞かせていただいたところによる

と、十分ワンストップ効サービスが上がったというふうにお聞かせいただきま

したので、それはまさに町民目線で考えなきゃいかん、町民にとって良くなら

なきゃいかんので、今良くなったという介護の質問もふえたというか、一緒に

聞けるようになったということで、ふえたということで良くなったということ

なので、私の思いも変えさせてもらわなきゃいかんなと。ワンストップサービ

スが実現して良かったんだなというふうに思い直すようにしたいと思います。 

②問目に入ります。 

②問目といたしまして、そんな中、窓口対応で、職員と町民がカウンターを

挟み、立った状態で話している状況を見たことがあります。包括支援業務等で

は、話を十分聞き取る作業になり、カウンター越しでの対応には無理があると

考えられ、改善が求められますがお考えを伺います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（森本 直美） 介護保険等の申請時等の相談においては、カウ

ンターに座り対応しております。内容により必要な部署を呼び出したり、一緒

に対応をすることができます。また、窓口での対応が不向きな相談については、

議員さんがおっしゃるように、必要に応じてテーブル席、また会議室等の個室

を利用して対応を今現在もしておりますし、今後のしていきたいと考えます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

前川議員。 

○11 番（前川 勝） 今あそこのカウンターは、多気町のは割に高くて、最近は

割に低いカウンターどこでもあってですね、これネットから取ったんですけど、

こんな立派なものはいらんかなと思うですけど、ちょっとした横にはあって、
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こういうものをカウンターちょっと改造、一番北側の端のほうを改造してもら

って、２つかぐらいあそこへこういうのをつければ、非常にいいんではないか

なと。お金はかかりますけども、あそこのカウンターみんな職員さんのほう向

かってなんかやってる状態なので、ちょっとこっち側へ来たらこう静かに、そ

れでこういうものができれば、静かな相談に応じることができるんではないか

なっていうふうに考えますが、いかがですか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（森本 直美） いろいろな工夫をして、相談を受け付けていき

たいと思いますが、私の一存だけでは決めることはできません、と思っており

ます。 

○議長（𠮷田 勝） 前川議員。 

○11 番（前川 勝） 町長、あのこういうどこでも見られたことが、今課長は一

存ではっていうことですが、どこでも見られるカウンターと思いますが、いか

がですか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） いきなり来ました。課長言いましたように、個別に大事

な相談のときには、別室を設けます。ちょうど副町長室の隣とか、そういうと

ころでやってますので、しょっちゅうそういうのもありますので。今、一方で

はやっぱり町民の方が入っていただいて皆職員、こうやってやっとんのが、え

えなっていう方もありますので。大事なことで、ひそひそ話に近いようなとこ

ろは別室をちゃんと用意しますので。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

前川議員。 

○11 番（前川 勝） 町長のおっしゃる意味もわかりますけど、まあこういうの
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はどこでも、松阪の市のあそこでも全部こういうのついてますわ。せやよって

是非こういうのあれば、割に気軽に話ができるのかなというふうに思いますの

で、まあお金が要ることやで、大変かと思いますけども、是非考えていただけ

ればというふうに思います。 

それでは③問目に入ります。 

この団塊の世代ということで昭和 22 年～24 年生まれが、後期高齢者となる

2025 年以降、これ 2025 年問題とか言われているわけですけど、まさにこれ町

長も入るかなというように思うんですけども。医療や介護の高まりが予想され

る。当町年齢別人口を見ると、25 年生まれよりピークが始まっています。 

多気町版地域包括ケアシステムの充実や一体的な運用が重要であると考え

ます。今後に向けた多気町ならではの考え方についてお伺いいたします。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（森本 直美）  

地域包括ケアシステムの中身については、医療・介護・保健に加え住民主体

を含む環境が高度に連携しあって成り立つシステムであると考えます。 

多気町においても、包括ケアシステムの充実や一体的運用に取り組むべきも

のであると考えますが、医療環境など総合病院や回復期病院が不在である中、

多気町単独では難しい側面もあります。近隣市町との連携を高め、生活圏域を

多気町からその一帯に広げ考えるべき案件だと認識しております。 

また、地域の特性上、医療・福祉といった分野のみならず、交通や流通も含

めた総合的な取り組みが求められるとも考えることから、地域に即した施策等、

各課との連携や協力も必要になると考えます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

前川議員。 

○11 番（前川 勝） それはもうおっしゃるとおりで、こういう国から出とるこ

のこれに基づいたことにされてるんかなっていうふうには思うんですけども、
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やはり多気町ならではの何か課長としてですね、確かに病院との連携、それは

もう当然まさにそうです。だけど多気町としてこういう魅力ある高齢者対応し

ていくんだというお考えを、そういう統計とかそういうものじゃなく、課長の

お考えを伺いたいと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（森本 直美） 今年度、包括支援センターが役場内に設置され

ましたので、今後住民の生活具合と町の環境を整えていく役割を担うことにな

ると思います。交通機関のあり方や、買い物支援のあり方、住民の自主的活動

の支援等を一番身近に生活や介護の相談を受けております包括支援センター

が、地域のケアシステムの要となり、構築していく役割を担っていくものだと

思います。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

前川議員。 

○11 番（前川 勝） もうおっしゃるとおり、努力をしていただくよう、お願い

したいと思います。 

④番目に入ります。 

そのちょっと介護っていう方向へ入るんですが、今マスコミで見たんですが、

「ヤングケアラー」ということで、家族の介護を行うのが 18 歳未満の子供が

行っているという問題が報道され指摘されておりました。 

当町に該当するような家庭が存在しているのでしょうか、どうでしょうか。

お伺いいたします。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（森本 直美） 現在のところ、介護分野等において、18 歳未満

の介護をしてみえる家庭については、現段階では把握をしておりません。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 
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前川議員。 

○11 番（前川 勝） 現在ないということで、これは幸いよかったなというふう

に思いますが、その担当課としてこういうヤングケアラーが出た場合というか、

そういう場面を表へ出てくればいいんですけど、わからないところで先行して

やっているかもわからない。だからその辺を踏まえた課長のお考えはいかがで

すか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（森本 直美） 相談窓口の明確化をまずしていかなくてはいけ

ないと思っております。 

また、学校と連携が取れる関係づくりが必要と考えます。学校の先生から、

心配なお子さんが見受けられたら、連絡がいただけるような関係づくりが重要

だと考えます。 

現在、学校さんとは認知症サポーター養成講座や障害者体験の予備知識講座

を出前講座として包括支援センターが実施させていただいております。このよ

うな形で、連携を強めていきたいと考えております。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

前川議員。 

○11 番（前川 勝） そういうとこもきちっとカバーしていただいとるというこ

とで、お伺いいたしました。 

続いて⑤番目にいきます。 

直轄１年が経過いたしましたが、社協への委託のときと違い、ランニングコ

ストが新たに見えたことも多々あるのかなというふうに思います。コストアッ

プになっていないか、財政面の検証が必要であると思いますが、どのように考

えられますか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森本健康福祉課長。 
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○健康福祉課長（森本 直美） 平成 30 年度決算と令和元年度の予算を比較し

てみますと、232 万 7000 円の減額という結果でございます。 

令和元年度には、設置以降ということで、ブランチとしての相談業務を社会

福祉協議会に置くことにいたしましたが、介護予防計画を作成する介護支援専

門員を正規職員の退職に伴い、臨時職員採用に変更しました。差し引きしまし

て、結果減額が生じております。また、実質の事業費には大きな変動はなく、

実質の事業費を比較しますと、ワイズマンという介護予防システムを役場内に

引いたことの増額等が生じております。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

前川議員。 

○11 番（前川 勝） それほどふえていない、むしろ減額になったということで、

そういう意味では、良かったかなと。ただまあ今後、今は社会福祉協議会から

人を来ていただいて、社会福祉協議会へお給料を委託金で払ってるのかな。だ

からそれが直職員という立場になったときには、それはそれなりにやはり委託

ではない、直の職員になるので、その辺のやはり財政面の負担も大きくなるの

かなって想像いたしますが、いかがですか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（森本 直美） 専門職がおります。専門職につきましては、直

営になったとしても、同じような立場の者をおかなくてはいけませんので、財

政面的には変わらないと思います。必要な職員を確保しながらも、内容の充実

を考えていきたいと考えます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

前川議員。 

○11 番（前川 勝） わかりました。 

次へ続きまして、⑥問目へ入りたいと思います。 

町民環境課所管の介護会計内に包括支援センター予算があるわけですが、実
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質実働を所管しているのは健康福祉課であります。本来健康福祉課のみでの担

当と考えますが、別々に所管していることに違和感を禁じ得ません。このこと

が、どのような効果を考えられた上のことなのかお伺いいたします。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（森本 直美） 介護保険制度上において、町、いわゆる町民環

境課の介護保険係は、介護保険運営責任者の役割と包括センターの設置主体と

しての役割があります。また、地域包括支援センターには、介護予防事業所と

しての側面も持ち合わせており、公正中立的な視点等、監督機能の役割から考

えると課が違うのは妥当であると考えます。 

利益相反を起こす予防においては、何らかの分離や分担が必要であり、課が

違うことで、その役割が明確化されます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

前川議員。 

○11 番（前川 勝） この所管の、町のを見てですね、今、健康福祉課長は、「包

括支援センター係長」という役職も書かれております。普通私は、一般的に考

えて、課長は係長の職務もするということにも違和感を感じております。と言

いますのは、包括支援センターの予算について、いろんな形で係長がかかわる

ということで、それから町民環境へ本体のほうへ予算要求というか、予算の形

を上げていく、これはもうまさにですね、申しわけない健康福祉課長なのにっ

て。それだったら、もう一人係長がきちっとした担当をされて、それでやると

いうのが１つの課としての流れというふうに私は考えるんですが、そこはいか

がですか。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁を求めます。 

森本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（森本 直美） 私もこの４月に拝命いただいたときには、課長

と係長ということで、重い責任だなと思いました。 
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今回、係長としましては、出向職員の不慣れな部分の予算のあたりを支援し

ながら、介護保険のほうで、町民環境課のほうへ予算をお示しさせていただい

ているところです。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

前川議員。 

○11 番（前川 勝） この包括支援センターっていうんは、介護の私は根幹だと

思っております。そういう意味において、介護会計が本体が町民環境にあるっ

ていうことにつき、非常に違和感を感じております。そういう意味では、副町

長がきちっと説明していただけるっていうことなので、副町長、説明よろしく

お願いします。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

伊藤副町長。 

○副町長（伊藤 智巳） 先ほどの健康福祉課長の兼務、「係長」っていうこと

なんですけど、兼務なんですけども、一応包括支援センターの職員につきまし

ては、社会福祉協議会からの出向職員６名でやっておりますので、やはり町の

職員を配置をしたかったんですけれども、やはりそのメンバー的に６名ってい

う中で、保健師を入れるかって言うても、１人返さなあかんっていう話があり

ますので、その辺は、今から５年以内っていうか、年々に社会福祉協議会のほ

うへ人を返させていただいて、町職員として採用させていただいて、その中で、

係長をつくっていきたいということで、今のところそのあたり、課長が兼務さ

せていただいておるっていうような状況でございます。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

前川議員。 

○11 番（前川 勝） この形は本来の形なんでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁を求めます。 

伊藤副町長。 
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○副町長（伊藤 智巳） 本来でいくと、係長を置くべきだと思いますけど、今

のところ、そういうのがおりませんので、一応この形でさせていただいておる

ということでございます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

前川議員。 

○11 番（前川 勝） その係長っていう件もそうなんですが、予算の包括支援の

と、それから環境課が持ってるっていう、これは本来の姿ですか。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁を求めます。 

伊藤副町長。 

○副町長（伊藤 智巳） 先ほど担当課長から説明があったと思いますけども、

やはりその仕事上でいくと、問題ないっていうことであったと思いますので、

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

前川議員。 

○11 番（前川 勝） 仕事上ということを聞いてるんではなくて、行政という形

の中で、そういう予算、介護会計という予算があって、その中の一部のものを

他の課がやっている、確かに国保の税務課が徴収に当たる、これは意味もわか

らんではないんです。だけど、これは違うと思うんです私。地域包括支援セン

ターは、もうそれが一つのもう大事な当然徴収も大事だけど、そのお金を集め

る作業を分担する、予算まで分かれてるっていうことに非常に私は違和感を感

じる。それがまあこれが本来の姿ですかっていう聞き方をしとるんですけど、

いかがですか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） ご心配をされてる部分もあるかと思いますけども、現在

は町のほうの運営上、これは町の皆さんが非常にこのやり方でありがたいとい

うことであると思いますので、今町のほうでは福祉センターっていうのがあり
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ます。これも今健康福祉課の中にあります。課長が兼務でやっております。こ

れも非常に今スムーズにいっておりますので、今議員おっしゃられたように、

非常に違和感があるなとか具合が悪いなとか、課長が言いましたように、分か

れとって互いに牽制しあって、いいんですという部分がありますので、また議

員おっしゃられるような時期に、やらなければならんっていうことになったら、

またそのときに考えますので、現在は今の体制でいきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

前川議員。 

○11 番（前川 勝） 私もこの件は、町民の人が困ったっていうことではないの

で。なんだけども、私の中ではどうも違和感を感じてかなんというところを踏

まえてですね、これが本来の姿なのかなっていうふうに思っておりましたので、

まあ町長がおっしゃることで、まあそういう意味では便宜上というか、やって

いくということでおっしゃってもらったので、それで理解させていただきたい

と思います。 

それでは⑦番目に入ります。 

新型コロナウィルスが、高齢者に発症しやすいと言われていますが、町内の

対応はどのようになっておりますか、お伺いします。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（森本 直美） 新型コロナウイルス感染症におきましては、議

員ご指摘のとおり、当初、高齢者に発症しやすいと報道がありましたが、その

後、高齢者や基礎疾患をお持ちの方が重症化しやすいという情報に変わってき

ております。 

当町におきましては、毎年、高齢者インフルエンザワクチン接種事業の開始

とともに、日頃からインフルエンザ予防として手洗い、咳エチケットの周知し

ているところであります。新型コロナウイルス感染症においても予防は同じで
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あると考えます 

今回、高齢者に対して、特段に対策は実施しておりませんが、住民全体に対

して、２月７日から相談窓口の周知、２月 19 日からは帰国者・接触者相談セ

ンターの周知をホームページ、ケーブルテレビ等の文字放送にて実施してきま

した。また、２月末の回覧においてコロナウイルス対策のチラシを各戸配布で

実施してきたとこでございます。また今回の学校の休止を受けまして、さわや

か広場の開催に関しまして、社会福祉協議会と相談をさせていただき、３月は

休止ということで、住民さんのほうにさわやか広場の担当者が周知をしている

ところでございます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

前川議員。 

○11 番（前川 勝） 確かに、お二人の方が前にコロナではご質問をいただいて

いるわけなので、いいんですが、高齢者っていうことに限っての質問はなかっ

たかなと。そんな中で、松木議員が言われたマスクの件を少し伺いたいと思い

ます。 

マスク１万枚余りがあると。それから今度シャープさんもやられて、３月町

長も中下旬にはもうどんとできるだろうという中でですね、１万枚全部多気町

窓口業務のために危機管理として置いておくことはどうなんでしょうと。今も

うじきできてくるのであれば今必要なところへ、もうじきできてくるんだから、

必要なところへ何かを間に合わす。 

それから、もう１ついうならば、大紀町は 10 枚ずつだったかな、70 歳以上

の方に健康を見回ることも含めて、そのおうちに行かれて、確認をしてきたと

いうようなことも新聞に載っておりました。だからもうじきマスクが出てくる

んであれば、その備蓄は危機管理のためだから、今じゃない。今使用なんです

よ。使っても、すぐできてくるんだから、それを少しこうそういう形ででも、

配布するなり、それから高齢者の健康管理を求めてそういうことも動かれる、

これはまあ社会福祉協議会であったり、民生委員の方であったり、ご足労願わ
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なきゃいかんかわからんけども、そういうことも１つの形かなっていうふうに

思いますが、いかがですか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（森本 直美） 貴重なマスクを効果的に利用することは、必要

だと考えます。 

県のほうが今、その高齢者の施設のほうにマスクを備蓄提供を考えてみえま

して、今後、そのような連絡がはいってくると思われます。 

また当町におきましては、マスクの約１万枚っていうことで、おっしゃって

いただいてる中で、Ｎ95 のマスク、子供用マスクというのがありますので、利

用的にそれをどこでいかに活用してくかっていうのは、情報共有しながら危機

管理とともに健康福祉課も含めて考えていければと思っております。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

前川議員。 

○11 番（前川 勝） 課長から考えていくというような、相談をするかなってい

う意味も込めてお話いただいたので、是非、もうじきできてくるんで、もう非

常事態宣言、国は今それをやってるような、やろうというふうな思いで法律化

するようなことも進めている中で、あるものはやっぱり今使わないとっていう

部分があるかと思いますので、それから高齢者への確保を含めてですね、そう

いうこともお考えに入れていっていただければなというふうに思います。 

次の質問に入ります。これで、地域包括支援センターについては終わります。 

続きまして、子供のスマートフォン所持使用についてということで、質問さ

せていただきます。 

平成 27 年６月議会において、スマートフォンについて取り上げ、質問をさ

せていただきました。当時は、勢和中のノーメディアへの取り組みがありまし

た。その後、町内各学校でさまざまな取り組みも進められてきて、すばらしい

なというふうに思っております。 
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しかし、ますます低年齢化して、幼児までも保護者のスマホで遊んでいるの

を見かけると、大丈夫だろうかなというふうな気がかりにも思うところです。

さらに、所持人数の増加も考えられ、新たな取り組みも求められていると思い

ます。 

さまざまな問題が指摘されている中で、特にスマホ依存症が最近、以前から

あるんですけども、最近多く問題として取り上げられている状況がございます。 

そこで①番といたしまして、学校への対応だけでは済まない状況もあるわけ

ですが、小学校、中学校の現況をどのように把握されているか、お伺いいたし

ます。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

上山教育課長。 

○教育課長（上山 善也） それでは、前川議員の質問にお答えさせていただき

ます。 

現在、多気町の小中学生の携帯電話の所持状況ですが、小学生 35％、中学生

85％が所持をいるとアンケートに答えていただいております。平成 27 年６月

議会においてですね、その当時は小学生 27％、中学生 65％が所持していると

報告をさせていただいています。以前の状況と比較すると、中学生の所持率が

20％ほど高くなっておるという状況で、携帯電話の所持に関しましては、年々

右肩上がりの所持率が増加しているという状況でございます。ですが、この所

持に関しましては、ご家庭の判断に委ねるところも大きいと考えております。 

携帯電話を所持するときにはですね、是非使用方法等について、家族のルー

ル・約束を決めて、取り組んでいただければと考えております。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

前川議員。 

○11 番（前川 勝） やはりこの前回 27 年より、こういう 27％が 35％、65％が

85％と、すごい勢いで伸びている状況があって、これが確かにもう今はみんな
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が持ってくる、それで持っちゃだめっていうと、子供の安全のためということ

も含めてですね、お話される。 

しかしながら、このときもお話したんですけども、教育課からも答弁があっ

たんですが、その要は持っていると勉強も支障が出る。それから、目も支障が

出るとかですね、いいことというのが、その確かに、情報取るのはものすごい

早い。なきゃ今はやってけんですけども、そういう意味では、この私が何で今

回一緒のことまたしようと思ったんは、やっぱり、何年かおきにこういうこと

は誰かが言ってないと、世の中みんな言ってますけども、こういう形で言って

いれば、教育委員会からもまた学校に対してですね、いろんなこうでした、あ

あでしたっていうことを、またやっていただけるんではないかなというふうに

思いますが、今回、こういうことでやったことをですね、議会から出たことは、

教育委員会に、まあ重要なこともいろいろあるんでしょうけども、議会として

もこういうことを言っている、世の中のことを言っているっていうような、何

らかの校長会なり何なりでの報告というか、そういうのは行われるものなので

すか。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） ご質問にお答えしたいと思います。 

いつもですと、このスマートフォンの所持等につきましては、学習との関連

が非常に高いというふうなこともデータとして出ております。そういうことか

ら、実は全国の学力学習状況調査の子供の状況、子供たちがアンケートに答え

るっていうやつも、例年載っておりました。それが確か今年度は、ありません

でしたので、直近の状況っていうのは掴むことができませんでした。そういう

ところから、今回議員からのご質問がございましたので、校長会におきまして、

それぞれこのアンケートを取りたいというふうな旨を伝えさせていただきま

して、所持だけではなく、実際に所持はしていない子供の中に、親のスマホを

借りて使用をしていると、所持ではなく使用をしているという例も見られます。
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そのパーセントもと取らせていただいたり、どういう目的で使用しているのか、

そういうふうなことについても、アンケートとして対応のほうそれぞれの学校

にしていただいたっていうところでございます。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

前川議員。 

○11 番（前川 勝） 今回取り上げさせていただいた１つの意義があったかなっ

ていうふうに思います。 

②番目の質問に入ります。 

②番目といたしまして、家庭事情によっては、スマートフォンを持つことが

できない可能性もあるんではないかなと、全員が持てるとは限らず全体を見た

対応が必要であるかなと思いますが、教育委員会としての見解をお伺いいたし

ます。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） スマホの所持使用率が増加しているとはいいましても、

その危険性、それから必要度から、中には「持たせないんや」というふうな考

えのご家庭も多いかと思われます。しかし、現在所持使用していない子供の多

くが、近い将来所持する可能性は高いと考えております。そのことから、スマ

ホ・インターネット・テレビ等のメディアとの付き合い方、デジタル社会に振

り回されないためにもメディアリテラシーの必要性も指導を継続していかな

ければならないと考えております。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

前川議員。 

○11 番（前川 勝） 是非ですね、それこそ昔を言ってはあれなんですけど、私

とも子供のときは、あのうちの子は持っとるけど僕はないな、とかいう、いま
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はそんなんないんかもわからんですけども、そういう意味では、そういうこと

で、それこそいじめにつながってはいかんと思うし、そういうことは教育委員

会としてきちっと対応、学校の対応になるかわかりませんけど、その辺目配り

をしてですね、そういう問題の起こらないようにしていっていただきたいなと

いうふうに思います。 

③番目に入ります。 

私は以前より、できれば小中学生の間ぐらいは所持をしないほうがいいと考

えております。時代の流れをとめることは難しい状況もあり、ならば最大限の

危険回避の対応が必要で、いかに使用方法の確立をするかにより、安全確保を

図ることであると思います。今後の取り組みをどのように考えられるか、お伺

いいたします。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） 町内の小中学校では、児童生徒の発達段階に合わせた

「情報モラル教育」の授業を実践をしております。同時に、保護者への啓発と

して、情報モラルやルールづくり、見守りなどに関する「学校だより」、校長

がつくっておるものですけれども、「学校だより」やＰＴＡの年間行事の中に、

スマホ使用に関するさまざまな問題や責任ある保護者としての対応などにつ

いて、専門家による講演会なども実施しております。また、例年夏前に行われ

ます地区懇談会等におきましても、保護者同士の話し合いも行われております。 

今後の取り組みにつきましては、児童生徒の使用実態を把握し、多気地域・

勢和地域それぞれのノーメディア、アウトメディアの取り組みの継続と更なる

充実を図っていきたいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

前川議員。 

○11 番（前川 勝） 今回、各小学校・中学校と思うんですけども、佐奈小学校
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で聞いたら、この「アウトメディアチャレンジ」ということで、これを出して

るのが保護者。保護者のＰＴＡの研修部の名前でこの出してると。学校じゃな

く研修部として出してることに非常にちょっと感銘を受けたというか、びっく

りしたわけですけども。こういう形で保護者の方も一生懸命やられてるんだな

というふうなことを思いました。 

これはやはり保護者の方の考え方でいかようでもなるかなっていうふうに

思います。今教育長おっしゃられた親御さんがもう持たせない親御さんもある

という、全くそれはいろんな親御さんがみえるわけですけども、それも踏まえ

た上でですね、この保護者の皆さんがこういう形で取り組んでいただいとる、

もうまさにすごいなと思って、だからその辺は教育委員会のほうで各小学校掴

んでみえると思うんですけども、当然こういうことを進めていくように、お願

いしたいなというふうに思います。 

それから、所持に当たってはこの危険回避という点では、フィルタリングに

ついてですね、これ 20 年１月 28 日の中日新聞の切り抜きなんですけども、今、

スマートフォンで一番皆が使いたい、まあＳＮＳ、ＬＩＮＥであったりという

ことですけども、それで、それが今フィルタリングができないっていうふうに

前はなっとったんですけど、今はもうフィルタリングかけてもＬＩＮＥが使え

るということで言ってますので、これ県のあれですけども、そういうことで、

是非ですね、フィルタリングは各学校にですね、進めてもらうっていうか、そ

ういう措置をした上で、子供たちに与えてくださいよ、っていうか、持たせて

くださいよということを、教育委員会として呼びかけていただきたいなという

ふうに思います。そういう思いがあるんですが、いかがですか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） フィルタリングの件ですけれども、おそらくその購入

時に、販売店のほうでの説明もあろうかと思いますけれども、それ以前に購入

された方もみえますし、さまざまな所持方法ではないかなというように、こう
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思います。 

その中で、先ほど申し上げました地区懇談会での保護者同士の話の中で、お

そらくフィルタリングをかけてますよっていう親もあれば、知らなかったとい

う親もみえるんではないかなというように、こう思います。そういう情報交換

の場をつくるということ、また先ほど申しました「学校だより」の中でも、そ

ういう対応もする必要があるとの呼びかけ、啓発っていうのを大変じゅうよう

かなというふうに思いますので、合わせて、学校のほうとともに、そういう情

報交換を教育委員会もしながら、使用のほうさせていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

前川議員。 

○11 番（前川 勝） これによると、県教の調査ですけども、ネットトラブルに

遭ったのは、高校生で 13.6％、中学生で 13.5％、小学生で 7.7％にのぼると。

そういう子供たちがネットトラブルに遭っているということですので、是非で

すね、このフィルタリングかけることによって、これがもっと下げられる可能

性もあるわけなので、是非お願いをしたいと思います。 

これで質問終わります。ありがとうございます。 

○議長（𠮷田 勝） 以上で、前川議員の一般質問を終わります。 

ここで、午後３時まで休憩といたします。 

 

（10 番 森田 勉 議員） 

○議長（𠮷田 勝） 再開します。 

６番目の質問者、森田勉議員の質問に入ります。 

10 番、森田議員。 

○10 番（森田 勉） 10 番森田です。議長の許可をいただきましたので、ごみ

処理について、一問一答で質問させていただきます。 

冒頭にあたり、昨年度相可台の古墳跡について、一般質問したところ、まだ
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当面環境問題についての対策がなされないということをお聞きしておりまし

たが、今回、突如農林課のほうで、問題を共有していただいたということに対

して、非常に私はありがたく思っております。感謝をいたします。 

それでは本文に入ります。 

香肌ＲＤＦ事業は、県が事業より撤退するのを受けて、処理事業も同時閉鎖、

一足早く民間に可燃物処理の委託が始まっています。多気町美化センターも、

老朽化により多額の修繕費用がかかる観点から、可燃物については４月より香

肌奥伊勢資源化広域連合に統一したごみ処理が行われます。 

集積した可燃物については、三町協議を進めた結果、暫定処置として概ね 10

年間民間委託をすることが決まっています。今後旧設備の撤去、解体の問題、

新たなごみ処理運営、分別の統一、細分化、ごみの削減、再資源化等しなけれ

ばならない問題が山積みしていると思っています。関係部署におかれましては、

さらなる創意工夫と知恵を絞り、努力が必要になってきます。以上の事を踏ま

え次の項目について質問をします。 

統一される可燃ごみ処理運営について。 

新たに始まるごみ処理、どのように変わっていくのか。香肌ＲＤＦ処理場が

今までできなかったプラスチック系リサイクル品、昨年度より分別がされ、ご

みの減量化に取り組みが行われています。美化センターは以前から分別を行い

ごみの減量に努めてきました。この先、香肌方式と美化センター方式をどのよ

うに統一していくのかが問題であり、プラスチック製容器包装の分別、生ごみ

等の減量化、今後香肌連合とどのようにすり合わせを行うのか、具体的な計画

を伺います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

高山町民環境課長。 

○町民環境課長（高山 幸夫） それでは、先ほどのご質問について、お答えさ

せていただきます。 

まず、全体的な流れなんですけれども、最初に多気地域の可燃ごみが今年の
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４月からですね、香肌奥伊勢資源化広域連合で一緒に処理をするということに

なります。そして、３年後めどですけれども、令和５年４月からその他の不燃

ごみであるとか、資源ごみ系のごみの処理を統一するというような計画で、今

現在はおります。 

資源ごみのうち、容器包装リサイクル法に基づくプラスチック製の容器包装

物ですけれども、これはごみとして廃棄されるものについて、美化センターで

行っていた方法と同じように、広域連合でも昨年からですね、広域連合の中に

ある資源化プラザ内で集めた物を圧縮し塊として、リサイクル協会のほうに引

き取ってもらうということになってございます。 

また、生ごみにつきましては、広域連合で可燃ごみとして収集し、民間の処

理業者で焼却処理を行うというふうな計画でございます。 

このごみの減量化につきましては、広域連合とまたほかの構成町である大台

町・大紀町と連携してですね、啓発を行っていくということを考えております。

多気町独自におきましては、生ごみにつきましては生ごみ処理機の購入補助金

制度、また資源ごみのですね、集団回収奨励金等を、今現在も制度として設け

てございますが、これを継続し、さらに減量化の支援に努めてまいりたいと考

えております。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

森田議員。 

○10 番（森田 勉） 全体的の流れはだいたいお聞きしましたが、このあと詳細

計画がおそらく出てくると思いますが、私がお聞きしたいのは可燃物。４月か

ら始まる多気地域のごみ処理、香肌に持ち込むものは可燃物ですが、限定され

ております。「指定袋に入るもの」となっているが、昨年より町内懇談会で、

話されたことと多少違うように私は思っております。その辺をどのようになっ

ているのかということをお聞きすると同時に、今後、袋に入らないものを粗大

ごみとして扱って美化センターのほうで処理をするわけなんですけども、そう
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いうふうに聞いておるんですけども、二度手間になると思うんですけども、そ

れをどのぐらいの間で処理をされるかということを行政の中でね、短縮して１

年かかるのか半年で済むのか、その辺もちょっとお聞きしたいなと思うわけで

ありますけども、懇談会の内容と現在３月にビフォーアフターでいうチラシ見

たんですけども、全然変わっとるんで、僕もいろいろな人に聞かれて、「たん

すも持ってってもええよ」って言うて話しとったもんで、やはりその辺をちょ

っとお聞きしたいなと。どういうすり合わせがしとったんかなと。ちょっとお

聞きします。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

高山町民環境課長。 

○町民環境課長（高山 幸夫） 先ほどの件ですけれども、当初ですね、平成 27

年度までは広域連合で松阪市の旧飯南町、それから旧飯高町のごみの処理も引

き受けて行っておりました。そして、今度旧多気町のごみを広域連合のほうへ

持ち込むことになりますが、そのごみの持ち込み量からいっても、能力的には

賄えると見込んでおりました。しかし話を進める中で、現場職員と相談する中

でですね、旧多気地域の直接持ち込み件数が想定以上に多いということが危惧

されました。と言いますのは、事業所の数の多さであるとか、美化センターも

そうですけれども、多気町地内にありますので、施設が近いということから、

地理的な条件もあり、平成 27 年当時より相当多くなるということが判明しま

いりました。そこで搬入車両の混雑を緩和するために、広域連合としまして、

施設の改修、粗大ごみの置き場ですね、こちらを増設するとか、それから、計

量器の増設をして車両の混雑の解消をするために、事業を行うということにな

りました。 

来年度から旧多気町のごみの受け入れは、袋に入った可燃ごみのみと変更さ

せていただくことになりましたけれども、それまでの懇談会の中では、来年度

から旧多気町の袋に入った可燃ごみと粗大ごみの持ち込み先が広域連合とい

うことで、申し上げてきましたが、その後、変更になったということから、広
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報誌、それから行政チャンネル、また集積所の案内看板、チラシ、いろんなも

のを使ってですね、そこら辺の変更があったということにつきまして、現在も

含めて、周知をさせていただいておるというところでございます。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

森田議員。 

○10 番（森田 勉） その松阪市の離脱によって、非常に楽になったと思うんで

すけども、今回は多気だけが入ってくるわけであって、一万四、五千人のごみ

を処理できないのかなと思うと、非常に私は不思議でかないません。それであ

の設備は私も出入りしていろいろメンテナンスしておりましたけども、計量設

備はほかの市町に比べてすばらしいものですよあれは。 

それで今回僕も美化センターに行って１日何台来とるんやって聞いたんで

すわ。100 台ぐらいですわ、100 台。それでパッカー車が１日６台、それで個

人の搬入が 100 台、パッカーが６台、それでまあ往復があるわな。入ったとき

重量はかってもろて帰り計量してもろて帰ってく。ならそれ 200 台やわな。そ

れを向こうへ持ってくわけですわな。極端なこと言うたらですよ。今回可燃物

だけやで、その半分に減ると思うので 70％ぐらいかな。不燃ごみを持ってって

100 台になっとるんで。７割ぐらいは可燃物かなと思うんですけど、70 台ぐら

い。それ計算してもどう見てもクリアできる数字やと思てますんで、こんなこ

と前からわかっとることやのに、７月から。なんで今になってこんなこと言う

とんのやろと思て私不思議でかないませんのですわ。去年の７月ですよ。みん

なに言われて行ったのがな。なんで香肌と美化センターの打ち合わせができて

なかったのかっていうことが不思議でかなんの。ストックヤードにしてでも、

あの破砕機で流して、縦型のコンベアーでこっち持ってくるだけですやん。ブ

ルのバケットですくって、パッカー車放り込むだけで済むん。なんで足らんの

かなって思って不思議でかないませんわ。 

それで、当然計量設備も 2,500 万ぐらいたぶんかかると思いますわ、改造に
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ね。そやであの計量設備もあるんですわ、コンパクト的な。 

やはりそんなんも加味して、いろいろ考えていかないと。あなたたち税金で

飯食っとるん、こんなこというたらわりいですけど。私ら企業でたたき上げら

れてきた人間やで。７月にそうやって言われたときに、しとらんだら社長にど

叱られますよ、それは。今年４月から運営すんのに、君ら何しとったんや、今

まで仕事して、一発にこれ。首。首か左遷させられるわけですわ。それはね、

今のそやで職員、まあこういうこと言うと失言に当たるかもわかりませんけど

も、行政の考え方の甘さ、これはもう本当にぼくはもう心底腹立たしいと思っ

ております。 

まあその辺もあるかと思うんですけども、まあ何がわりいかと言うと、やは

り副町長、昨年度、あなた「報連相はできている」と言ったでしょ。何もでき

ないないじゃないですか。どのような指導しとんのですか。やはりほれは報連

相の中で日夜７月からこういう管理体制に入るんだぞと。環境課のほうでどう

するんやと。で連合のほうへ話いっとるんのかと。絶えずそういうお話の中で、

毎日の会話をしてかないと、生活ごみは何にかけても一番町民が一番、大事に

しとるとこなですよ。 

これのおかげで向こうへ、香肌行くのめんどくさなってその辺へまた不法投

棄したらどうするんですか。これ可能性ありますよ。100％ありますよ。この

相鹿瀬の山またこんなになるんかな。それて山間部には放りにくる。ね。やは

りそういう環境美化に非常に私はだめだと思っとるんですわ。せっかく多気町

の美化センターは、分別してようやく波に乗って、稼働してきたかなと思て、

安定期に入っとったんです。これがまた今度一旦後退するわけなんですわ。と

りあえず。とりあえず後退しますわ、こんなん。間違いなしに。 

そやでその辺も副町長、一遍指導の方法について、町長はまあ一番最後に聞

きますけども、やっぱり指導の方法ですな、これはな。やはりその辺をちょっ

と報連相についてもっとしっかりしていただかないと。昨年度自信満々で応え

られたんでね。私もちょっと腑に落ちんとこがあるんで、お願いいたします。 
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○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

伊藤副町長。 

○副町長（伊藤 智巳） あの報連相の話なんですけど、会議自体は、３町で課

長会議としてじっとやっていただいておって、その議事録は見させていただい

ておりました。 

新聞で 29 年６月に載りましたＲＤＦの製造中止っていう新聞が載りまして、

それからはやはり人の勘違いっていうことで、ＲＤＦがなくなるということの

中から、今空き家対策とかっていうような中で、土日に空き家を整理しに来ら

れる方がたくさんみえて、大台とか大紀とかで月曜日になると、それの処分の

方が多なってきたと。それでまあ多気地域も一緒やと思うんですけど、多気地

域も一応その家じまいの方がふえてきて、それを持ち込まれるということで、

今までそういうことなかった中で、想定しとった以上にやはり一般の持ち込み

がふえてきた。また業者の持ち込みがふえてきた、ということから、想定して

たように、はかり、計量機１台で当初はしておったんですけども、やはりあそ

この動線がちょっと交差するところがありますので、そのあたりで、計量機の

改修もしていかなあかんっていうようなことを聞いておりますけど、こちらと

しても、再三協議はしておった中で、いろんな問題が出てきたということで、

全体的な当初計画が甘かったと言われれば仕方ないと思いますけど、そこに尽

きると思います。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

森田議員。 

○10 番（森田 勉） そのとおりです。甘い。本当に甘かったと思います。 

ひとりひとりが経営者の考えを持っていれば、こんな対応と違ったかなと私

はいつも思います。自分が経営者ならもっとスムーズに行っていたなと思って

おります。またこれから地域を回って、森田さん言うとったことちごたなって

言われんならん。えらいことですわ。ね。夏までにこんなもん仕上げやんと、
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本当に大変なことになって、もうこれは副町長今ちょっと言われましたけどさ、

解体どうのこうのって言われましたけども、ほんなら解体何％あるんやってわ

しポンと突っ込んでもさ、出てきませんやろ。な。そこまではもうつっこまん

せんけどもさ。それは、香肌でさ、トラックがこう連なって、一番下まで行く

とお聞きしたようなこともありますわ。ね。ほいで、美化センターでも今サー

ビスがものすごい行き届いとるんで、12 月末に久保町政のときから、年末に持

ってこいよ、言うて、臨時開業してもらって、していただいとるんですわ。あ

れまったく、ごみ１袋でももう正月ごみ置いとくんかなんもんで、ごみ１袋で

も持てこかいなっていう気なってますわ。環境美化に。今後ほれがなくなって

きますわ、もうおそらく。カレンダーの中見てませんよ、新しいカレンダーね。

去年は 29 日ぐらいで終わってましたかな、向こうは。多気は日曜日休んで月

曜日、ね、稼働したと思うんですわ。あれは本当にありがたいなと思って、サ

ラリーマンは休みになってから掃除して、持てけるっていうことで、やはり掘

れは町政としては、非常に良い指導をしていただいたと。あれだけは関心する

んですけども。 

まあそのような面で、いろいろ今後の指導についてですね、やはりもっと厳

しく。厳しく厳しくやってほしいと思っておりますので、お願いいたします。 

まあ今までの作業の流れに対して、私はどうしても納得ができない、今後美

化センターで可燃物、袋に入らないものが多気地域は現状ということで、この

先ひと手間加え、香肌に持ち込むのかと思うと、どのようにひと手間加えて、

どのようなお金が発生するか、幾らぐらい手間賃かかるんか、ちょっとお聞き

したいと思いますけども。 

香肌へ持ってかん粗大ごみ、燃えるごみ、どうせ砕いて持ってくかトラック

へ乗せて持ってくと思うんですけども、それが余分になてくるんですよ。１年

間はね。そうでしょ副町長。１年間余分になるんですよ。それは経費は必ず発

生するわけで、ただでは置いとかへんわね、業者も。その辺もちょっとお聞き

します。 
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○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

高山町民環境課長。 

○町民環境課長（高山 幸夫） 粗大ごみの解体につきましてですけれども、来

年度１年間につきましては、多気地域の方については、これまでどおり、美化

センターのほうに持ってきていただいて、美化センターで引き受けると。ごみ

袋に入った可燃ごみの持ち込みだけは、香肌へ行ってくださいということにな

ります。 

その粗大ごみにつきましてですけれども、これはもう美化センターのほうの

破砕機のほうがもう利用できません。ピットのほうへ全て落ちてしまいますの

で、破砕機は使えないっていうことですので、まあできるだけですね、たんす

やとか、大きいものにつきましては、そのままですね、２トントラック、ダン

プであるとか、それから資源ごみ運んどるようなトラックを用いてですね、香

肌のほうへ運搬することになります。 

不燃系のごみ、粗大ですね、これらは今までも美化センターで分別やとか解

体の作業をしておりましたが、これらはそのまま引き続き美化センターで行っ

ていくということになります。ですので、経費的には、解体のですね、費用と

しては、今までとは変わらないと考えております。運搬費もこちらの職員が向

こうまで運ぶことになりますので、特に費用というのは発生するということで

はないと考えております。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

森田議員。 

○10 番（森田 勉） 私の考えとして、参考にしていただきたいと思いますけど

も、あと半年間、美化センター稼働して、ラップさせるようなことを、強く私

は要望したいなと思っとんですけども、その間に、香肌が準備万端、どうぞ多

気の方お越しくださいと、そういうような体制が整ったら移動するべきだと思

うんですけども、今の、この間も、処理場の中の施設もチラッと見ましたけど

も、非常に炎も燃えたぎって、ね。誘引送風機も回って、非常に吸い込みが良
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いように感じました。今残業して、20 トンぐらい、18 トンぐらい燃やしとん

かな、１日。15、6 トン、ちょっと余分に燃やしとるって言うてましたわ。ほ

いで、そやでその分で半年間、延長しても僕は法にふれやんと思うんですわ。

多気が停止するよって１年間の間に停止したらよろしいんやろ、あれは、法律

は。と思っております。解釈間違えとったらまた。 

ほいで、半年間稼働するようにしたほうが僕はええと思うけどな。そうする

と、多気町の住民の皆さんがさ、やはり久保町政ってすごいな、やってくれる

なっていう気で皆捉えてもらえるし、今度僕も胸張ってこう回れるし、やはり

それは余分な経費は絶対使たらあかん。幾ら職員がする言うても、金は発生し

とるんやで。それはもう絶対、これだめだめよ。してはあかんと思います。 

まあこれから先ね、もう少し時間あるんで、考えていただいて、副町長が答

えるという、ええ案あるみたいなんで、ちょっと副町長に聞いてみます。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

伊藤副町長。 

○副町長（伊藤 智巳） 先ほどの質問に答弁させていただきます。 

ＲＤＦといたしましては、プラスチックの圧縮機につきまして、もうなるべ

く早くっていうことで、現在発注させていただいております。そして、あとは

据え付ける工事っていうことで、８月中には、圧縮機の設置をしたいと。 

それと計量器につきましても、なるべく早くっていうことで、今設計のほう

させていただいとって、４月になったらすぐ発注するというふうな段取りでお

ります。ただ担当課としては、年度で途中で、っていう考え方がありますんで

すけども、ＲＤＦのほうは、一般の方には一応説明会では４月からっていう説

明させていただいて、こういうことで後手に回ってなったんですけども、本来

でいうと、途中からでも町向こうのほうで受けたいなっていうようには思って

おりますけど、ただ周知がいつからって言われると、ちょっと難しいとこがあ

ると思いますけれども、なるべく早うその辺は受け入れできる体制をつくって

いきたいと思っております。 
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以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

高山町民環境課長。 

○町民環境課長（高山 幸夫） 先ほどですね、延命をして、美化センターのほ

うの施設を使えるんではないかということだったんですけれども、実は、先日

も、職員が炉をとめた状態の日にですね、中へ入って点検をして、写真を撮っ

てもろてきております。 

それ見ますと、昨年度の今の時期でもそうだったんですけども、もう本当に、

もう御存じやと思うんですけれども、火格子であるとか、キャスターとか言っ

たれんが、それから耐火の素材をつかった内部の物が、非常に傷んで、もうれ

んが自体もゆがんでですね、外から見るとそんなんわからないんですけれども、

非常に欠落しとる部分、それから穴があいてる部分がたくさん出ております。

昨年度はさらに外側の戸の鉄板部分にも穴があいて、エアが入ることによって

ですね、その押し出しができない、中の圧力が低下しませんので、ごみがはけ

てけないっていうような状況でした。去年、急遽何としてもあと１年は動かす

必要があるということで、ちょっと修理をして、緊急の応急処置をしたところ

です。 

現在、じゃあどうなったかっていうと、また同じような状況で、今やってお

ります。もういつとまってもおかしくないような危険な状態ということですの

で、今後、それを延命させるっていうことであれば、かなりの経費をかけてで

すね、内部の大規模な改修が必要になるということで、担当の職員とも相談し

たところでございます。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

森田議員。 

○10 番（森田 勉） 延命化じゃないんですわ。半年間延せって言うとんですわ。

向こうが完成するまで半年間延してくださいよと私は言うとんの。長寿命化と
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違うんですよ。長寿命化は僕は菰野でもしてきたけども、菰野町は対処として

20 億かけてやった。な。これは 20 年稼働せんならんで。四日市市や伊賀、向

こうへ持ってっても断られて、ごみは自分とこの市町で処理しなさいよと言わ

れて、菰野町は 20 億かけたん。多気はおそらく 10 億以下でできますと思うよ、

あれぐらいの炉なら。そしたら 20 年まだ燃やせれるっていう可能性もあるん

ですけども。僕の言うのは半年間。ね。半年間延してもらったら、ＲＤＦがあ

れ受け入れ体制できる。そこまで、お願いしたいなと。副町長よろしいですか。

ちょっと私の意見聞いとってくださいよ。私は半年間延してほしいっていうと

んですよ。これ２つに分かれて可燃ごみを持ってかんならんで。ね。ひょっと

したら朝柄の山にも放られるかわかりませんよ。そうなったら大変なことなり

ますよ。もうちょっと真剣になって考えていただかないと。 

もう時間がせってきましたんで、ちょっと次いきます。 

次、ごみ処理の中で、生ごみの占める割合が多く、減量化に取り組んだ生ご

み処理機が、過去をさかのぼり５年間の処理機補助金による購入台数をお聞か

せ願います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

高山町民環境課長。 

○町民環境課長（高山 幸夫） 生ごみ処理機の５年間の補助金により購入台数

ですけれども、平成 26 年度に９台、平成 27 年度に４台、平成 28 年度に２台、

平成 29 年度に３台、平成 30 年度に６台ということです。今現在の元年度につ

きましては２台の申請が出てきておるということでございます。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

森田議員。 

○10 番（森田 勉） わかりました。非農家がふえたということで、生ごみ処理

機っていうのは出ていかないと思うんですけども、農業主体のまちであれば生

ごみ処理機を使って堆肥にしたりができるんですけども、鶏のえさとか。なか
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なか皆さん若い世代は働きにいかれとるんで、そこまではできないと思うんで、

まあ購入台数も年々減ってくると私は思っております。そこを何とかして、課

長のノウハウを生かして、いろいろ他の市町におかれまして勉強していただい

て、減らすという方向で進めていただきたいなと思っております。 

次にいきます。 

香肌奥伊勢分担金についてですけども、過去をさかのぼり見てみますと、億

前後の歳出が見受けられるが、維持、修繕費の変動によるものが多くあったと

思っています。 

負担金の詳細についてお聞きします。人口割、処理トン数割、平等割、前回

もお話いただきましたがステーション割等が考えられるが、それぞれの割合は

どのようになっていますか、お聞きします。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

高山町民環境課長。 

○町民環境課長（高山 幸夫） 香肌奥伊勢資源化広域連合の分担金の詳細につ

きましてですけれども、まず３種類の分担金には種類がございます。 

運営管理経費としましての経常経費につきましては、定率割１割、ごみステ

ーション割１割、人口割３割、利用割５割。 

それから施設等を新設または更新した場合に修繕等が発生した場合といっ

たものに要する場合を建設経費としまして、定率割２割、それから人口割８割。 

また、これまで借り入れをしておりました起債の償還につきましての負担割

合は、公債費としまして、定率割２割、人口割８割というような構成でできて

おります。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

森田議員。 

○10 番（森田 勉） 前回の全協でステーション割ということについて、副町長

から２割を要請したけども、１割しか認めてもらえなかったということは、そ
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れ以上強いことは連合長の多気町としては言えなかったんかなと私は察して

おります。それ以上言うても、連合長の顔を潰すようなことはしたらいかんな

とは思っとるけども、今日は言うてもよろしいやろと思って言わさせていただ

きますけども。 

やはりその中で距離。距離収集割っていうのを入れてほしかったですね。ま

あそれは前お話したと思うんですけども、香肌ＲＤＦが設立したときは多気町

はど真ん中にあったわけで、そういう割合的なものはなかったと思うんですけ

ども、今後、大紀・錦、谷口町長に叱られるかわかりませんけども。やはりそ

ういうのもステーション割があるんであれば、運びに行く距離割っていうのも

１つ考慮していただきたいなとは思っております。 

まあ今度の会議がございましたら、やはりそのようなことももう一度再度申

していただければなと。言いにくかったらもうそれよろしいですよ。非常に言

いにくいやろと思いますわ。去年変えてまた今年ということは、つらいと思い

ますけども、やはりそういうこともそのときピッとひらめけきゃできたかなと。

２割が１割にしたら、１割ほんなら距離割にしてくれって、副町長の頭のええ

とこでピピピッとできたと思うんですけども、やはりそれがちょっとできなか

ったのかなと、前回の話聞きまして、いろいろ私の胸にとどめておいたんです

けども。ほかええ考えあれば。ありませか。はい、なかったらよろしいです。 

なかったら次にいきます。 

収集についてですが、地域別により異なるが統一はできないのか、というこ

とで、香肌方式の収集と美化センター方式の収集の違いですね。今後どのよう

に進めるのか、伺います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

高山町民環境課長。 

○町民環境課長（高山 幸夫） 収集方式ですけれども、多気地域につきまして

は、資源ごみと資源以外のごみを出すステーションは別々となってございます。

字ごとにステーションは１カ所～４カ所程度がございます。それに対しまして、
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多気地域以外のところですね、勢和地域、それから大台・大紀につきましては、

ごみの種類ごとに区別をせずにですね、同じステーションを利用しております。

そのステーションで、資源物の収集に回る箇所数の違いがございます。またそ

のステーションのあり方を統一するのではなく、今ある施設を継続利用してい

くということで、考えております。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

森田議員。 

○10 番（森田 勉） まあ新設はされないということなんですけども、サービス

についてですけども、多気地域の資源物ステーション化のように行い、回収日

までに各資源ごみの回収箱に放り込んでおけば、収集車が来て、持ってくとい

うことになるんですけども、まあ収集に対しても、毎日行かんでもよろしいし、

曜日は決まっとるんで、その日に行けばまたコストダウンになると思うんです

けども、勢和の場合は、もう日に毎日変わって、ずっと収集車ぐるぐるぐるぐ

るぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回っとるんです

けども、多気の場合は月水とあと第２、第４とかそんな感じで、かご入れとき

ゃいいんですけども。また出すほうもですね、若いお母さんら毎日朝忙しいの

に車とめて出さなかんような状況だと、僕はこう頭の中で描いとんですけども。

だったら日曜日にね、出きてかご別に分別して出しておけば、楽な時間帯に出

せるし、ね、資源物ステーションのこの鍵をね、やはり管理せないかんのです

けども、やっぱりその辺も考えていただかないと、多気と勢和との公平さに欠

けたりもするんですけども、収集に対してもそうですけども、資源ごみの収集

でもそうですけども、地域でつくったごみステーションは、自分たちでごみを

売払ってもよろしいけども、多気町が補助出してごみステーションつくったや

つは、地域であれは本当は売ったらあかんのですよ。239 条でしたかな。載っ

てましたわ。この間見てましたけどさ、民法の 239 条。町がつくった施設の中

へ資源物を放り込んで、持ってくということは、窃盗に当たるんですよ、それ
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は。それ地域がつくったごみステーションならよろしいよ。ほいでまたまして

や個別に回ってね、回収してその奨励金をいただくっていうのは、僕は大賛成

だと思うんですよ。その辺もさ、あの考え方の違いというんかな。今去年 230

万か 40 万出して資源物ステーションを何カ所かつくる予定でしたかね。今そ

の進捗状況も僕もこの間見てきましたけども、たててないとこもあるし。ね。

そんなんたてとらへんとこへなんで予算つけるんやと。建屋たてて要らんって

いうとこへさ、おかしなことやっとるなと思って、僕ら土地でもあんた、町単

工事でもしてほしいとこいっぱいあるのに、なんでそんなことすんのやと思っ

て。手のひら変えて、もうこれうちしてもらわんでもええんやよって言うて。

そんなこと言わしとる行政自体がおかしいなと思う。やるんだったらもう統一

してすると。ね。んで資源ごみの回収奨励金でも、そうじゃないですか。あれ

はもともとね。 

ちょっと手前みそになりますけども、僕らがスポーツ少年団しとるときに、

あれは３円やったん、３円、キロね。そんで５円にしたんなぜかってっていう

ことは、子供たちがユニフォームも買えへん。ほいで最後の卒団旅行も連れっ

てやれんだんやわ。な。１年間努力して子供らがな、あんときのつらさ僕らわ

かってますでさ。あの時に教育委員会に、物を投げて５円にしてくれと。ね。

あの当時でどうやったやろ。ごみ処理の単価 30 円ぐらいやったかな。それ町

が５円出してももうかりますがん。今でも５円ですやろ。でもあれ 10 円にし

たってみ。ものすごいあれ伊賀上野持ってくんとかさ、ほかの処理費用ぐっと

落ちますに。皆さんこぞって回収してもらえると思いますよ。 

だからその辺もいろいろ加味して子供たちのために、やってきたんですから、

自分たちの地区で、どういうふうな使い方をされているか、私はわかりません

けども、ね。子供たちの育成のために、やはりそういう奨励金を設けていただ

いたということに関しては、やはり意識の違いがございます。そやでその辺も

公平性っていうのに非常に欠けとるなと。減量化については大賛成なんですよ。

何もそのどうのこうの言いません。ごみを減量して回収して、ね、なくならす
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っていうことに対しては、リヤカー引いてね、昔は僕らでも集めてましたわ、

個々に。明日行くからってね、角々に積んでもらって、スポ少の子供らと集め

てね、20 万、30 万っていうお金もらって、長島温泉連れてきましたわ、バス

で。子供たち喜んでましたよ。だから基本的な考えがどうも私は現在違うんか

なとつくづく思っております。やはりもう一度、襟を正して、やっていただき

たい。そう思っております。 

次の質問に行きます。昔を思い出すとちょっと涙もろくなってくるんで。そ

れでは次の質問に行きます。 

美化センターでは、29 年、30 年と分別・ごみの減量化、資源のリサイクル

収入が、29 年度は 440 万円、30 年度は 520 万円とあり、年々分別・減量化に

進んでいることは数字が示すとおり明確になっています。どのように資源化再

利用について、どのような工夫がされたのかお聞きしたいと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

高山町民環境課長。 

○町民環境課長（高山 幸夫） 先ほどの資源ごみのリサイクル収入につきまし

てですけれども、このリサイクル収入につきましては、その年により業者の買

入単価というのが変動してきます。ですので一概に資源ごみの収集量がふえた

とも言えません。平成 30 年度につきましては、美化センターで粗大ごみの解

体から出る金属類の増加、これ先ほど副町長からも話ありましたが、非常に最

近粗大ごみの搬入がふえてきております。そういったところから出る金属類、

それからその買入単価の上昇が収入をふやしたということが主な理由でした。 

また、プラスチックごみに関して、町からの分別に関する広報と住民の方の

取り組みが奏功しまして、30 年度は前年度の倍の収集量のあったということで

す。 

今、中国の問題もありまして、その金属類の単価なんですけれども、議員も

言われたんですけれども、30 年度のときにつきましては、キロ当たりにしてま

すと、30 円程度でした。それが今年度になりますと、８円程度ぐらいに下がっ
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てきております。非常に価格の変動の幅が大きくございます。こちらとしては、

できるだけですね、住民の方に資源化のほう、また分別の徹底ということで呼

びかけていきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

森田議員。 

○10 番（森田 勉） 価格の変動がたぶん鉄だと思うんですわ。ね。鉄の中国の

オリンピック、今回の東京オリンピックでもそうですけども。ああいうことが

すると鉄がずっとあがってくる最近。10 円 20 円が 50 円 60 円 70 円に、キロな

ってくるんですけども、その辺はよくわかっとるんですけども。まあ今後も努

力していただいて、サービス向上に努めていただければと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

じゃあ次の質問に入ります。 

昨年度、木戸口議員のほうからも質問がありましたが、介護認定者、歩行が

困難、ひとり暮らしの方でごみ出しが困難な方、運転免許証返上された方、こ

の先高齢者社会に向かい、町として日常のごみ出し、生活粗大ごみ収集につい

て、生活支援をどのようにしていくのか、お聞きします。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

高山町民環境課長。 

○町民環境課長（高山 幸夫） 高齢者のごみ出しの問題ですけれども、前にも

木戸口議員の質問にありましたけれども、これは環境のサイドだけではなくで

すね、介護保険事業にかかる地域の実情に合わせたごみ出しの課題ということ

にも関連してきますので、介護のほうの中ではですね、掃除それから生活支援

サービスとして、ボランティアや社会福祉法人、民間企業等によるサービス提

供を推進したいと考えております。また、粗大ごみにつきましては、シルバー

人材センターや民間の今亡くなられた方の遺品の整理といったものもされる

収集業者がございます。こういった方もそういった高齢者の自宅のごみの収集
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も行う許可も出ておりますので、そういったサービスを紹介させていただきた

いと思っております。 

また、このそういったごみ出しができないという方につきましては、生活全

般にですね、支援が必要な方が多くございますので、これこそ特に包括支援セ

ンターの中で相談を受けるような方が多いかと思います。ですので、そういっ

た方がございましたら、まずは包括支援センターのほうの窓口でですね、相談

いただいて、どういったサービスの提供ができるかという相談をいただきたい

と考えております。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

森田議員。 

○10 番（森田 勉） 私も一人になれば、たぶんおそらく行政に頼らなあかんな

とは思っとるんで、今きっちりしたことを仕上げときたいと思っております。

まず福祉課の課長の観点からも同じような答えが返ってきそうな気がするん

ですけども、ひとり暮らしの方、寂しいですよ、ごみ出し行くのに行けれえへ

んのですよ、ごみ出しに。その辺ちょっとお聞きしますわ。暖かい心で。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

森本健康福祉課長。 

○健康福祉課長（森本 直美） まずは小さな困りごとでも包括支援センターに

相談していただきたいと思います。お電話で相談いただきましたら、訪問もさ

せていただいて、その生活状況を確認させていただきたいと思います。 

ごみ出しに関しましては、本来であれば、地域の皆さんで助け合って出して

いただくのが１つだと思いますが、今それぞれ皆さんお忙しい状況の中だと思

います。そういうあたりを包括支援センターが相談を受けさせていただきまし

て、介護保険の利用ができる方、また一般の方に関しましては、今、民間業者

もごみ出し等の支援をし始めたところもありますので、そちらのほうもご紹介

させていただきながら、相談に乗らせていただきたいと思います。 
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○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

森田議員。 

○10 番（森田 勉） わかりました。相談のテレフォンが鳴ったら、また適切な

ご回答をしていただいて、老人の方の心を傷つけないように、ひとつよろしく

対応のほどお願いいたします。 

次に入ります。 

廃炉施設についてお伺いいたします。これは美化センター分ですけども、現

状の施設についてですね、どのようにして遊休設備にするのか、廃炉計画に基

付き処理方法を伺うと同時に、受入設備から始まり、以下の設備について、特

に燃焼炉はダイオキシン暴露が非常に出るということで、このような対策をや

はりどのようにして今後行っていくのかちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

高山町民環境課長。 

○町民環境課長（高山 幸夫） 美化センターの閉鎖につきましてですけれども、

最終焼却が終わった時点で、可燃ごみを処理しておりましたピット、それから

焼却炉、煙突に至るまでの清掃と、焼却残渣それから汚水、廃油、これらを抜

き取り処分します。また、煙突には蓋をかぶせて雨水の侵入を防ぐようにした

いと考えております。またその作業につきましてですけれども、これは専門業

者の作業員がダイオキシンだけではなく人体に有害な物質から身を守るため

の防護服、マスク、ゴーグルを着用して、作業現場への出入りの際にはエアー

シャワー室を通過するようにしてですね、粉塵の除去対策を講じてまいりたい

と考えております。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

森田議員。 

○10 番（森田 勉） 中のことは非常によくわかったんですけども、今後、遊休

設備、あの施設が停止したときに、事務所から入った場合に入れないようにし
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とかないと、中へ。ほれはエアシャワー通って向こうへ行きますけども、本当

に入り口を１カ所にしてかないと、外からも廃処分場からも入ってきて、こっ

ちからも入ってきてで、ダイオキシンの暴露になるんで、これはもう１カ所か

らはいるようにしていただいて、遊休設備になる前に、やっぱり清掃しておか

ないと、ダイオキシンは固着しますんで、５年先 10 年先に撤去するとなると、

その処理費用に莫大な金かかるんで。今はその停止したときに暖かいときに高

圧洗浄なり上からずっと流してくるときれいに鉄扉だけが見えてきますわ。ね。

そうしておくと、普通の鉄骨の解体と一緒ぐらいのお金で済むんですけども。

ええもうええわ放っとけ放っとけってなると、末代まで負の財産残すようなこ

とになるんで。やはりその停止したときに、きれいに掃除しておかないと。た

ぶんＲＤＦでもそうだと思うんですわ。乾燥、くるくる回る乾燥ありますわね、

あの辺も全部きれいに洗浄して、とめておるかなと思うんですけども、その辺

ちょっと僕は見ておらないでわからんのですけども、やはりそれをしておかな

いと、鉄くず屋も持ってきませんよ、もう今度は。こんなダイオキシンついた

もん鉄くず屋持ってって売るわけにいきませんやん。そやで今回はきちっとし

てほしいなと思っております。 

ほいじゃあ次行きます。 

廃炉になった時点から、設備の撤去、解体までのまず計画をお願いします。

半年余分に燃やしてくれっていう要求があるんですけども、４月からの計画ち

ょっとお聞きします。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

高山町民環境課長。 

○町民環境課長（高山 幸夫） 廃炉になりましたあとの設備につきましてです

けれども、これは、徐々に一部分ずつ撤去するとなりますと、非常に経費も掛

かります。撤去する場合は、一度に全撤去をするほうが安価になるということ

は言われておりますので、その時期につきましては、財政当局とも相談しなが

ら、その経費が非常にかかりますので、来年度中にですね、そこら辺の計画を
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ですね、相談して検討していきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

森田議員。 

○10 番（森田 勉） わかりました。 

続いて４番。 

今後のごみ処理問題の課題について、香肌、美化センターとも、以前の質問

に対し再質問をいたしますが、既存設備の跡地利用について伺います。 

両施設の跡地利用ができればですよ、解体費用が補助金として出てくる観点

から、本当に真剣になって考えるべきであると私は前回も尋ねましたが、１年

経ちますが、何も考えがありませんか。何か考えが進歩しましたか、その辺を

伺うと同時に、跡地利用が可能になった場合の解体費用の国の補助金は幾らに

なるのか、また自主財源で行うときの交付税ですね、は幾らかたぶん下りると

思うんですけども、その辺は 70～30 か、ちょっとわからないんですけども、

その辺わかれば教えてください。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

高山町民環境課長。 

○町民環境課長（高山 幸夫） 美化センターのほうにつきましては、現時点で

は、令和５年３月までは不燃ごみ及び資源ごみの受け入れ窓口として事務所が

いります。それ以降に解体するのであればそれ以降になるというふうに考えて

おりますが、具体的な時期についてはまだ決まっておりません。その理由につ

きましては、その後も埋め立てごみ、それから草木の搬入の事務所窓口が必要

になります。そしてバイオマス燃料の集材場所としての計量の窓口としても活

用してございます。これらのことから、可能性のある選択肢を今見極めておる

というような段階でございます。 

施設の解体撤去だけではなく、その場所にストックヤードとか廃棄物処理施

設を整備する場合につきましては、財源として、その解体費用に対しまして、



 135 

補助率３分の１の国の交付金対象になるというふうにきいております。以前の

ご質問で全撤去する場合の費用を約３億 8500 万円と回答させていただいてお

りますので、全てが補助対象となったと仮定しまして、最大で有利な特定財源

の場合、１億 2800 万円の交付金と一番最も有利な起債、合併特例債が当たる

と仮定しましたら、２億 4400 万円ということになります。またこの補助金が

当たらないので、単独事業として行うといった場合につきまして、合併特例債

を全て活用すると考えると、３億 6500 万円が起債の借り入れで、その後、交

付税が 70％の交付税歳入がありますので、２億 5500 万円が後年度に措置され

るかなというふうに試算できます。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

森田議員。 

○10 番（森田 勉） わかりました。かろうじて計画ないということは、半年間

延長できる可能性もあると。ふくらんできました、夢が。 

次にいきます。 

民間業者委託の処理費用トン、トン数当たりですね、伊賀上野へ持ってった

ときの可燃物の処理単価をお伺いすると同時、年間必要経費の予測はどのくら

いになるのか伺います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

高山町民環境課長。 

○町民環境課長（高山 幸夫） 民間処理業者へ委託する処理費用でございます。 

処理費用としまして、トン当たり２万 9700 円、それから運搬費用としまし

ては、トン当たり 5500 円、そして町外の所にあります業者で処理するため、

地元負担金として、トン当たり 1,000 円ということで、合計３万 6200 円とい

うような金額になってございます。これは令和２年度の広域連合の処理経費予

算ということでございます。また全体の３町分での処理予算額としましては、

３億 820 万円という経費になってございます。多気町分だけの予算費用ですけ
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れども、年間処理量が 3,500 トンと仮定した場合、１億 2670 万円というよう

な経費になります。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

森田議員。 

○10 番（森田 勉） ということは、キロ 36 円という計算になるんですけども、

３万 6200 円と言われてましたけども、ということは、奨励金ももうそこで上

げたってもよろしいんじゃないですか。５円から７円にするとか。ね、その辺

もちょっと考慮していただければ、減量化、コストダウンにつながると、住民

の意識向上が図られるんじゃないかと、私は思っております。 

それでは最後の質問にいきます。 

前年度、美化センター・香肌奥伊勢連合、両施設の可燃物処理実績に対し、

今年から始まる民間業者委託における金額と業務の比較は１年間を見て、どの

ように変わっていくのか、先ほどもちょっと述べられたんですけども、重複す

ると思いますがお聞きします。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

高山町民環境課長。 

○町民環境課長（高山 幸夫） それでは今後のですね、処理費用につきまして

ですけれども、令和元年度と令和２年度の予算額の比較を申し上げます。 

令和元年度の香肌奥伊勢資源化広域連合への負担金は、9075万 6000円です。

美化センターの管理経費としましては、１億 2700 万 7000 円ということで、合

計２億 1776 万 3000 円でした。 

これに対しまして、令和２年度につきましては、広域連合のへ負担金は、２

億 6065 万 1000 円、また美化センターの閉鎖処理業務を除いた管理経費は、7928

万 1000 円ということで、合計３億 3993 万 2000 円ということになってござい

ます。 

ただ、この令和２年度につきましては、当初予算ベースで約１億 2000 万円
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の増ということになりましたが、広域連合で新規に行うプラスチックの圧縮施

設や計量器、先ほど申し上げました計量器等の整備、これらに要する費用が増

加してございます。 

また、美化センターの焼却炉は、耐用年数が過ぎておりまして、継続使用が

不可能であるということで、また、令和５年度からは最終処分場だけの経費と

いうことになりますので、将来的にはごみ処理費用が削減されて、広域連合の

ほうで一括処理されることによる効果があれわれると考えております。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

森田議員。 

○10 番（森田 勉） 最後に町長に少しお聞きしたいと思うんですけども。 

これは 2018 年８月 17 日の夕刊三重の新聞ですよね、やはり松阪に依頼する、

これごみのやつですよね。町長に聞いたらやはりそのようにこのときは思われ

てたんですけども、このときはですよ、町長はそのように思われてたんですけ

ど、今も心変わりはないと思いますけども、町長は一心の方ですんで。まあ途

中で処理方法がですね、何らかの形で変わった場合とは近隣市町に処理のお願

いがですね、この来年再来年、竹上市長が「久保町長持ってきてもええよ」て

言うた場合に、変わる可能性もあるかもわかりませんわね。それは町長とね、

松阪市との中の取り持つ仲が今非常に僕は見て良いなと思っとるんで、その辺

もやっぱり変わってきた時点で、僕は、どうやろな、５年ぐらいで可能性もあ

るかなとは踏んどるんですけども、そのときにまあ今の伊賀上野へ持ってくの

のが随意契約をしてしまうと、１年１年の契約なら松阪市へピュッといけるん

ですけども、向こうとの交渉ですよね、その辺もちょっともう最後になるです

けども、簡単にご説明願えるかな、今進捗状況ですよ、進捗状況ですよ、変わ

らんだらもうそのままでよろしいんですよ。松阪市長とどういう話がされてる

んかっていうことを。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 
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久保町長。 

○町長（久保 行男） 議員おっしゃられるように、気持ち的には変わっており

ませんので、具体的にあんまり言うと、向こうのほうへちょっと個人的にふた

んがかかりますので、まあ地域のある人には将来こんなことを、近い将来、お

願いすることになるかわかりませんと言いましたのは、まあうちの地域のこう

いう人にまた理解を得られたら、地域として受けられやんということにはなら

んかもわからんと言われてますので。松阪市のほうは、これから地元とうまく

いければ、っていう思いがあると思います。もうずっと言ってますように、200

トンの窯ですので、今 170 トンぐらいかな。もうちょっとこれから下がる思い

ますので。 

もう一つは、違うメーカーからちょっと今打診もありまして、こういうのは

どうですかというのがありますので、それもちょっと魅力があるかなと思いま

す。 

美化センターもしどうしてもということになったら、是非森田議員に現場の

ほうお願いしたいと思います。 

○10 番（森田 勉） 以上でもって質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（𠮷田 勝） 以上で、森田議員の一般質問を終わります。 

 

（８番 山際 照男 議員） 

○議長（𠮷田 勝） ７番目の質問者、山際照男議員の質問に入ります。 

８番、山際議員。 

○８番（山際 照男） 改めまして、皆さんおはようございます。８番、山際で

ございます。議長の許可を得ましたので、私は小学校の英語教育について、一

問一答方式で、町長並びに教育長、担当課長にご質問をいたしますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

それでは、質問に入らさせていただきます。 

2020 年は「教育改革」と呼ばれて、いていろいろな変化があるようですが、
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一番大きいのは、本年の４月から小学校では新学習指導要領が全面的に実施さ

れ、小学校の英語教育を充実させるため英語教育が大きく変わります。そのよ

うな状況の中で、孫や子供の英語教育が心配だと思っている人がたくさんおら

れるのではないかと推測されます。平成 30 年、2018 年でございますが、から

移行期間として移行措置が実施されていると思っているところでございます

が、本町における小学校の英語教育に係る次の項目についてお伺いいたします。 

まず①項目めでございますが、小学校の英語につきましては、移行措置とし

て 2018 年（平成 30 年）から段階的に英語教育が導入されております。古い指

導要領の文言でありますが、平成 10 年版の学習指導要領では、「学校の実態等

に応じ、児童が外国語に触れたり、外国の生活や文化になどに慣れ親しんだり

するなど小学校段階にふさわしい体験的な学習が行われるようにすること」と

規定されております。本町における小学校５年・６年生の英語教育の現状につ

いてお伺いいたします。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） 山際議員の先ほどのご質問にお答えをさせていただき

たいと思います。 

小学校英語につきましては、前回（平成 20 年度）の学習指導要領改訂に伴

い、平成 23 年から小学校５・６年生では外国語活動として週１時間、年間 35

時間実施してまいりました。そして、来年度（令和２年度）から全面実施され

る新学習指導要領においては「外国語による聞くこと、読むこと、話すこと、

書くことの言語活動を通して、コミュニケーションを図る基礎となる資質・能

力を育成すること」を目標として、小学校５・６年生では正式な教科（外国語

科）として、週２時間、年間 70 時間実施することとなっています。 

平成 30 年と令和元年は、移行期間として、年間 50 時間の授業の実施が定め

られています。多気町におきましては平成 29 年度より、町内校長会や各校の

担当者による外国語教育担当者会において来年度からの円滑な教科化に向け
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て協議、検討を続けてまいりました。具体的には平成 30 年度は国が定める年

間 50 時間はもちろんのこと、できる限り完全実施の 70 時間に近づける形で時

間数を確保し、授業実践を通して課題のあぶり出しを行ってきました。また、

今年度は町内全小学校で１年早く週２時間、年間 70 時間の先行実施を行って

います。 

以上でございます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

山際議員。 

○８番（山際 照男） 既にもう英語教育は実施されておりますし、移行措置に

ついても努力をしていただいてるっていうのはよくわかりました。 

その読む、書く、話す、聞くというのがもう重点になってきまして、リスニ

ング、ライティング、スピーキングっていうんか、リーディングっていうんか

な、そういう４技法っていうんか、技量っていうんか、そういうのが徐々にス

ムーズに入っていけるような形をしていただいているっていうのは、大変、あ

りがたいというふうに私は思っております。 

英語はですね、その早ければ早いほうが良いというのは、よく言われており

ます。その学者先生に言わすと、その言葉は神話なんだと。要するに、小さい

ときは、思考力の原点となる国語をですね、しっかり学ぶべきで、日本人とし

て一般常識をきっちりやるというような、それのほうが英語に入りやすいって

いうか、英語が理解できるんだっていうような、学者先生もいらっしゃるわけ

なんでございまして、これは先生によっては、随分考え方も違いますし、哲学

も違うと思います。 

我々も、一般常識を先に学んだほうがええんか、英語を学んだほうがええん

かっていうのは、これはわからんところなんですけども、日本語もわからない

うちに、英語ということに疑問を呈するんだという教育者もいらっしゃるわけ

で、結論的には、やはり英語に興味を持つこと大事であるんだと。要するに、

それをいかに好きにさせるかどうかというのが、指導も含めて、親も含めてで
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すね、最も重要だというような学者先生もいらっしゃるわけでございます。 

この週３日とか、今後 70 時間とかっていうような時間設定もあるんですけ

ども、この国においてですね、作成されました教材っていうのは、今は渡って

おるんでしょうか。そこら辺ちょっとお聞きしたいんですけども。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） 先ほどのご質問にお答えしたいと思います。 

確かに、英語を身につけるというのは、非常に時間のかかることでございま

す。先ほど一例を出されて、まず国語力、自分自身の国の言葉を理解する、本

当にそれは私も大事なことであるというふうに、こう考えておりますし、今ま

での英語教育と言いますのは、中学校から始まって、文法を中心に理解をして

いくと。きちっとした形で英語を理解する、またきちっとした英語を話すって

いうことがやっぱり大事なことであるという認識でございました。 

私たちが教員として指導していく中でも、やはりそれを基本として子供たち

に指導していたというふうなことがございますけれども、近年、海外の方が日

本へ、また身近なところで接する機会がある。仕事でも英語を使う機会ってい

うのはたくさん出てくる。これからの子供たちにとって、英語を学ぶ、外国語

を学ぶっていうことは、もう必要なことであるというふうに認識をしておりま

す。また、その早期から外国語を学ぶということは、発音にしても、思考回路

にしても、日本語と同時にやはり外国語としての思考回路っていうのがどうし

ても必要となって、中学校、高校段階でスピーキング、特に話すことについて

学んでくと、やはりこうなかなか身につかないというふうなことも聞かせてい

ただいております。そういうことで、今回のは３・４年生につきましては、外

国語活動として先ほど言われました楽しく学ぶ、本当の英語に触れるという機

会としては、いい時期であろうかなというふうに、こう思いますし、５年生・

６年生につきましては、教科書というのが来年度からございます。今までも統

一された教科書もあったわけですけれども、全国的に統一された教科書を使っ
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て学んでいく。どの学校、どの学年も、同じものを使った状態で、こう学んで

いくというふうな形になってございます。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

山際議員。 

○８番（山際 照男） はい、ありがとうございます。 

この英語活動は、今まで英語活動っていう名のもとに英語を授業っていうん

か、されておるんですけども、発音とですね、綴り、スペルですね、それにそ

の関係の学習に課題があるというようなことを一般的にはあるそうなんです

けども、この点はどうなんでしょうか。綴り方っていうんか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） お答えさせていただきたいと思います。 

まず書くことにつきましては、今回５年生から徐々に書いていくという指導

に、こうなるわけですけれども、やはり子供たちにとっては、非常に難しい段

階だなというように、こう５年生から思います。ただ、その２年後の中学校１

年生からの指導が、今回２年前倒しになって学んでいくと。また、単語も中学

校１年生で学んでいた単語も５年生・６年生で学ばなければならないというこ

とで、子供たちにとっても、非常にこう負担になる部分っていうのはあるかも

しれません。 

ただ、子供たちは非常に吸収力が速く、見たものをそのままこう捉えて、自

然と発音ができたり、聞いたものを自然と発音ができたり、また周りには音楽

等そういう本当の本来の英語、生の英語を聞く機会もたくさんこうございます。

すると非常にこうなれているということ。書くことについては、本来は中学校

１年生であったけれども、５年生から徐々にスタートしていただいて、後々や

っぱりしっかりと小学校中学校の連携を進めることによって、確実に身につく

ものではないかなというふうに、こう考えております。 
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以上でございます。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁が終わりました。 

山際議員。 

○８番（山際 照男） まあいろいろとそういう工夫をしていただいて、英語に

ならすっていうんかそういう部分もありますし、子供たちがはやいという感覚

のもとにやっていただいとるっていうことは、非常にありがたいと思っており

ます。 

②項目目へ入ります。 

2020 年は教育改革、特に英語教育に関しましては変革期になっており、環境

変化は著しいと思っております。 

ご案内のとおり４月からは、英語の学び始める時期が早まるわけでございま

して、これまで小学校５、６年生からだったのが、３年、４年生に前倒しされ

ることになります。５、６年生からは義務化されまして、教科として１週間に

２コマ授業になり、成績もつけられるようになります。中学校のように国語、

算数、中学校は数学でございますが、理科、社会、英語という教科になるわけ

でございます。 

そして、小学校５、６年で覚える単語が 600～700 語、現在中学校では３年

間で 1,200 語と言われておるんですが、そうなると、５、６年生で結構高度な

英語授業になると言われております。そのようなことから、これからの小学校

の英語授業に係る時間割編成やほかの教科とのかかわりを限られた時間内、い

わゆる時間資源でございますが、どのように取り組んでいかれるのか、方針を

お伺いしたいと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） お答えさせていただきます。 

小学校３年生以上につきましては、週１時間、年間 35 時間の授業数増とい

うことになります。 



 144 

国はこの授業数増のために、モジュール学習として「10 分から 15 分程度の

短い時間を活用して指導を行うことも可能である」との指針も出ていますが、

多気町におきましては、授業の系統性や継続性を重視し、モジュール学習は行

わずに今まで授業を行っていなかった月曜日の６限目を授業とし、授業時間の

確保を行っていきます。既に平成 29 年、30 年の２カ年で時間割編成やほかの

学校行事等を調整し、今年度（平成 31 年度・令和元年度）からは先行実施の

形で授業を行っております。 

以上でございます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

山際議員。 

○８番（山際 照男） もう既に月曜日の６限目を新しく授業時間、１コマ入れ

られたということで、理解すればいいわけですね。 

国は、そのモジュールをですね、やってっていうんか、モジュールでそのい

ろいろ訓練とかそういうところで「モジュール」っていう言葉使うんですけど

も、15 分くらいでですね、そのプリントを配ってやんなさいっていうと、もう

プリント配るだけで 15 分経ってくんじゃないかっていうような感覚があるん

で、私はまあモジュールっていうのはちょっと危険がある、危険っていうんか

意味がないなというふうに思っておったんですけども、多気町は６限目をつく

っていただいたっていうことで、これはもう大変ありがたいっていうんか、喜

ばしいことだと私は思っております。 

英語の時間をふやすことは、っていうことになるんですけども、この６限目

をつくっていただくってことは、ほかの教科には余り関係ないっていうんか、

そういうふうになるわけなんですよね。その６限目っていうのは、何も支障が

ないということで理解すればいいわけですか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） お答えさせていただきます。 



 145 

新しく、今までは月曜日の６限目には何も授業がなかったところへ、新たに

６限目を設定させていただいたということになります。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

山際議員。 

○８番（山際 照男） はい、ありがとうございます。 

それからちょっとこれは、事前告知してないんですけども、新型コロナウイ

ルスの関係なんですけども、３月２日からですね、春休みまで休校になりまし

た。この休校に係る授業の補完っていうのは、どうなんのでしょうか。あと未

履修部分ですな、教科の。この部分はどうなるんかなというふうに思ったんで

すけども、先日その家庭訪問っていう形で、先生に来ていただいとるっていう

ようなこともありますんで、そこらへんはまあクリアしてるんかなというふう

には思ってるんですけども、先生方も保護者もそうなんですけども、この感染

の終息がですね、いつおさまるのかっていうようなストレスが随分先生方にも

あると思うんですよ。 

教育長、この気持ちっていうんか、私ももうそういう、察しますけども、教

育長の考え方っていうんか、このストレスっていうか、終息のストレスですね、

この気持ちいかがでしょうか。事前通知はしてませんけども。 

○議長（𠮷田 勝） これ通告には入っておりませんけど、その範囲内で結構で

すか。 

答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） 今のご質問にお答えさせていただきたいと思いますけ

れども、２日からということで、まず１週間経過したということで、私自身と

しましても、この第２週に入ったこの時期というのは、今おっしゃられた、ス

トレスっていうのは、子供にとっても、保護者にとっても、先週とはまた違っ

た重みがあるのかなと。今まで感じていなかったストレス、おそらく第１週に
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ついては、もしかしたら子供たちにとっては、半分うれしい部分もあったかも

わかりません。ただ、その中で、毎日子供同士遊んだり、会うことができない、

辛い状況が続いている。これが２週目、３週目となってくると、当然ストレス

も増しますし、また、学習への不安も増しますし、この後、どうなっていくん

だろうという大きな不安、テレビをつけますと、どんどん感染者がふえていく。

春休みまでって言ってたのが、４月はどうなるんだろう、おそらく３週目、４

週目となると、そういう気持ちがますます増大してくるんじゃないかなという

ような危惧を抱いております。 

それに対して、校長会等、開かせていただきながら、家庭訪問していただい

ている担任の先生の情報をしっかりと教育委員会としては、把握をし、またそ

の対応もそれに合わせて、丁寧にしていく必要があるなと、しっかり把握して

いく必要があるなというふうに、こう考えさせていただいていております。 

以上でございます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

山際議員。 

○８番（山際 照男） 本当に教材の配布とかそういう家庭訪問でおくれが生じ

ないように努力していただいているっていうことは、非常にわかりましたし、

教育長の気持ちも随分積極的にやっていただいとるっていうことで、ありがた

いと思っております。ありがとうございます。 

それでは③項目目に入らさせていただきます。 

小学校の先生は、学級運営や授業の準備等のほかにも、結構業務があるとお

聞きします。そこにさらにクラス担任に英語が導入されると、教員の負担がふ

えることになります。さらに、英語のライセンスを持っている先生とか、それ

に相当する英語のスキルを持った先生とかが担任されておりますと、余裕もあ

るのでしょうが、スキルのない先生では、余裕がなくなるのではないかと思う

わけです。教員の働き方改革が叫ばれている現状において若干気になります。 

文部科学省の平成 26 年度の調査によりますと、小学校教員のうち「英語を
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指導することに自信がありますか」という質問に対して、「自信がない」と答

えた教員が３人に２人いることがわかりました。小学校教員には、英語を本格

的に教えた経験がない先生が多いと言われております。英語教育を円滑に進め

るためには、十分な指導ができる英語力が求められるなど、指導についても課

題があると思います。そのような中で、本町の小学校における指導体制の充実

をどのように進めていかれるのか、お伺いいたします。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） お答えさせていただきます。 

文部科学省においては令和２年度、小学校英語の専科教員を全国で 1,000 人

確保するとしています。多気町においても「小学校英語指導対応非常勤講師（平

成 31 年度事業名）」が配置される予定でございます。全校配置にはほど遠いで

すが、現在小学校教員の指導力向上が急務となっている状態です。 

多気町では小学校教員の指導力向上のため、平成 30 年度より長期休業中に

ＡＬＴやＣＩＲを含めて学年部会を開催し、町内各校の同じ学年を担当する教

職員によりレッスンプランを確認したり、授業で活用するクラスルームイング

リッシュやスモールトークを練習したり、実際に参加者を教師役と児童役に分

けて模擬授業を行ったりするなど、指導力向上を図っております。また、パソ

コンの共有フォルダを活用し、それぞれの教職員が作成したレッスンプランを

町内５小学校の教職員が互いに学び合える環境を整えております。 

以上でございます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

山際議員。 

○８番（山際 照男） 先生方も自己研さんに一生懸命になっていただいてるっ

ていうのは、努力はよくわかりました。 

最近はですね、先生方もやはり小学校教員といえども、英語を教えなければ

ならない時代になってきてるんだというような自覚を持っていただいており
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ます。持っていただいてるんだろうなっていうふうに思うんですけども、最近

はですね、小学校で英語を教えないかんっていうような頭があって、どうも大

学の小学校の教員養成課程の希望者が減少しているというような話も聞いて

おります。やはり、英語はプレッシャーなのかなというふうに感じますけれど

も、この傾向について、教育長、どう思われます。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） 小学校の教員採用試験につきまして、特に三重県では、

希望者が減少しているという状況は、余りまだないわけでございますけれども、

全国的に言いますと、希望者が減っているというのは、私も存じております。 

ただ、その原因が外国語を教えなければならないというプレッシャーという

よりは、学校の中が非常にこう忙しすぎる、勤務時間が長すぎるという、そこ

に大きな問題があるのではないかなというように、私自身は考えております。 

また、ちょっと事はずれるかわかりませんけれども、別のある本で、岐阜県

だったと思うんですけども、小中連携で、中学校の英語の先生が小学校へ行っ

て、小学校の先生のかわりに免許を持った人が指導するという体制をとられた

そうですけれども、あんまりうまくいかなかったと。そこで、小学校の先生に、

やっぱり英語の授業やってもらおうというふうな形をとったところ、そちらの

ほうが子供たちもわくわくして学ぶことができたと。 

これ小学校の先生は、多くの教科を教える指導力がある。英語についても、

その１つであって、導入、そして段階、そしてまとめ等がやはり中学生を対象

に教えていた先生よりは、小学校で経験のある先生がクラスにいる子供たちの

顔を１人１人見ながら、その段階に応じてうまく進めることができるんだとい

うふうなことを書かれているものを読ませていただきました。私もまさにそう

だなというふうなことをこう考えさせていただいたところです。 

以上でございます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 
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山際議員。 

○８番（山際 照男） まあそういうケースも多くあるんだと思いますけども、

その教員の働き方が非常に問題に今なってますし、忙しい、先生忙しいという

ことでなっておるんですけども、前の質問で、松木議員が給特法の関係で、質

もされましたけども、やはり先生の働き方っていうのが長時間になるっていう

のは、周知の認めるところやと思うんですけども、超勤しても残業代は出ない

っていうような、非常に、しかし給特法っていうのは、これが廃止されると、

財源がパンクするといわゆる月給の４％が残業代っていうんか、っていうよう

な形で支払われておりますから、そこで何時間働いても残業代は出ないってい

うような、合法的な給特法という形になるんですけども。 

これがですね、給特法がなかったら、本当に財源パンクしますし、労働基準

法っていう形にもなってくるんで、そうなるとサービス残業とかそういうよう

なものがずっとなってきて非常に、給特法はまあ合法的で、４％っていうのは

合法的だなと私は思っておるんですけども、なかなか最近の現状では難しいと。 

昔はですね、先生は「聖職」って言って、我々の親の時代は「先生様」って

いうような形で先生を言ってましたけども、最近はサラリーマン化っていうん

か、そういうような形で労働力ってんか、そういうような形になってきてます

んで、そういう話が出てるんじゃないかなっていうふうには思います。 

その最近はですね、国際多文化っていうようなスケールの大きな英語ってい

うんか、教育が実感されるわけなんですけども、そのＳＤＧｓっていうような

ですね、言葉が飛び交っております。これはまあ継続は力なりっていうんかで

すね、私はそういうふうに思っとるんですけども、それでいいのかどうかわか

りませんが、学び続けることはこれは大切だというふうに思っております。 

ただ、出会う教員で子供が変わるというふうに、教員次第でですね、子供は

変わると。やはり先生の人柄が一番大事なんじゃないかなっていうふうなこと

も言われております。 

先生方、今、一生懸命ＡＬＴやＣＩＲの先生方についてですね、自己研さん
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をしていただいている努力は、本当に敬意を表するわけなんですけども、そこ

ら辺のですね、英語を教えるという考えの先生にですね、英語を教えろってい

う強制的にいうのは難しいとは思いますけども、転勤とか異動で、小中の転勤

がっていうのが今もいいんだっていうようなこともあれでしたけども。その英

語を教えるという考えのない先生に英語を教えろっていうようなことを、本町

の場合はどうなんでしょうか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） ただいまのご質問にお答えしたいと思います。 

小学校の先生の中には、非常にこうスピーキングにたけた先生も実はたくさ

んおりまして、今回こうやって小学校に外国語が導入されるということになっ

て、私、それを実際に把握しまして、本当に驚いたわけでございます。45 分間、

全て英語で授業をされる。反対に、先ほど紹介をさせていただきました、長期

休業中の研修のときには、第１回目のときには、例えば他町から来られた先生、

初めて外国語を指導するんやという方、あるいは多気町の中の先生でも、英語

が不得意であると、それぞれ皆さん違う状況で指導に当たってみえるというと

ころでございます。 

あるとき、他町からみえた先生が、夏季休業中に先生方が集まった研修会、

こういうのは、以前の町ではなかったと、何でこんなことまでせないかんのや

と言われる方もいました。ただやってみますと、非常に教え方、またある程度

クラスの中で決まったクラスルームイングリッシュ、こういうのを使ってくと

いいよということ。また、集まりますと、自分以外にも、こんなに不得意な先

生が一生懸命やろうという、その姿に同調し、その方も自然と積極的に取り組

まれとるというふうな姿も見受けることができました。 

やはり、指導力のある小学校の先生が新たなものに挑戦をしていただいて、

指導する。またそれをＡＬＴやＣＩＲが本場の外国語をサポートをしながら授

業を進めていく、その形。またこうもしかしたら小学校の先生にとっては負担
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と思える中紙でございますけれども、今現在一生懸命そういうふうな形で取り

組みをしていただいてるっていうところでございます。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

山際議員。 

○８番（山際 照男） ありがとうございます。 

それでは次の項目に移らさせていただきます。 

④項目目でございますが、英語教育に関しまして、本町にはＡＬＴ（外国語

指導助手）が２名張り付けられております。小学校、中学校の学級担任補助や

教科担当補助が役割と理解しているのでございますが、ＡＬＴの職務内容と稼

働日数、各学校を巡回されてるんだと思いますが、身分についてお伺いいたし

ます。また、ＡＬＴを増員する予定はどうですか、あわせてお伺いいたします。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） ただいまのご質問にお答えします。 

外国語活動や外国語科においてネイティブ・スピーカーの発音を聞かせたり、

母国の生活や文化等の情報を伝えたりすることや、児童生徒にとって学んだ英

語を実際に使えるコミュニケーションの相手として各校で活用のほうさせて

いただいてるところでございます。 

また、多気町のＡＬＴの活用の特徴として、１日を学校で過ごさせ、休憩時

間や給食の時間、全校活動の時間などにおいても児童生徒とともに過ごさせ、

日常から児童生徒に英語に触れさせ、慣れ親しむ機会を設けています。 

ＡＬＴの派遣日数ですが、学校行事などにより多少の増減はありますが、計

画段階においては学級数の多い相可小学校、勢和小学校においては年間 46 日、

佐奈小、津田小、外城田小においては 23 日となっています。また、中学校に

おいては２週間ごとに多気中学校と勢和中学校に派遣し、計画段階においては

それぞれ年間約 60 日ほどの派遣となっています。 
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身分につきましては、令和２年度より、会計年度任用職員として、働いてい

ただくことになっております。また、増員につきましては、今年度と同じ形で

来年度もというふうなことで考えております。 

以上でございます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

山際議員。 

○８番（山際 照男） ＡＬＴさんのですね、質も問題もありますでしょうし、

教員との関係もあると思います。例えば、そのＡＬＴがですね、中途退職した

場合、その代わりが見つかるまでは、どのような対処をされるのか、っていう

のは、どうでしょうか。その点、お伺いしたいんですが。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） ＡＬＴの途中退職ということでございますけれども、

今現在、小学校のほうにはＡＬＴが１名で対応のほうさせていただいてるとこ

ろでございます。今までの例として、年度の途中でやめられるというふうなこ

とはございませんでした。仮に、そういうことが発生した場合には、ＣＩＲが

それにこう全ては賄うことはできませんですけれども、何らかの対応はできる

というふうに、こう考えております。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

山際議員。 

○８番（山際 照男） 急場しのぎっていう形でＣＩＲを活用されるんでしょう

けど、ＣＩＲも１人ですから、そこら辺はどうかなっていうふうに思いますけ

れども。できる限り増員っていうか、していただくっていう部分がですね、あ

りがたいんじゃないかなと。 

これのその採用っていうんですかね、プロセスっていうんか、採用の過程っ

ていうんか、この部分はＪＥＴ、「Japan Exchange and Teaching」っていうん
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ですか、そこら辺のその外国青年招致事業によって採用するものだというふう

に、私はちょっとネットで引いたんですけども、これはですね、その多気町は

何人欲しいとかですね、まあ予算がものを言いますけども、これは提示ができ

るですか。県教委からもう多気町は２人というようなそういう固定した人数に

なってるんでしょうか。そこら辺ちょっとお聞きしたいんですが。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） 特にこれは、県のほうで多気町については何名である

というふうな、そういうのはございません。町のほうからどういう使い方をし

たいのかというふうなことで、ＪＥＴプログラムのほうへあげまして、それに

対応をしていただけるＡＬＴが配置されると。あるいは国とか地方等も含めて

要望が出せるというふうなところでございます。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

山際議員。 

○８番（山際 照男） ありがとうございます。 

それでは次の⑤点目に入らさせていただきます。 

先ほどもＣＩＲ出てくるんですけども、国際交流員が１名就任しております。

これについてもですね、職務及び外国語指導の補助として、活用されていると

いうふうに思うんですけども、外国語指導助手は日本語はしゃべりませんけど

も、ＣＩＲは、これは流暢な日本語をっていう条件がついてますから、この人

の身分はＡＬＴと同じというふうに理解したんですけども、それでいいんでし

ょうか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） ＡＬＴもＣＩＲも全く同じ身分でございます。 

以上です。 
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○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

山際議員。 

○８番（山際 照男） この部分でですね、またこの部分も増員っていう気持ち

もあるんですけども、このＡＬＴもＣＩＲも含めて、こういう英語の指導って

いう部分でですね、いなべ市が地域おこし企業人を採用しております。この交

流プログラムでの外部講師を任用する考えはどうなのか、ちょっとお伺いした

いと思うんですけども。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） 先ほどいなべ市の例に地域おこし企業人ということを

こうおっしゃられましたけれども、今現在、そういう考えはございません。 

と言いますのは、ＣＩＲの仕事内容として国際交流事業、今現在やっている

ものを引き継いで、こうしていただいている。これがもう何年もたっておりま

して、その仕事内容に大きな変化はございません。１名で十分やっていただい

て、来年度につきましては、小学校へもその中から少し日にちを割いて、派遣

のほうをできればなというふうなことを、こう考えておるところでございます。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

山際議員。 

○８番（山際 照男） この地域おこし企業人交流プログラムっていう部分をで

すね、活用するとなれば、大手のですね、塾英語講師を招聘して、いわゆるそ

の英語教育の補完っていうんか、そういうこともできるんじゃないかなってい

うふうな私は考えたんですよ。そのいなべ市はパソコンとか教材、電子機器っ

ていうんか、そういう部分で某大手教材会社から派遣されてるんですけども、

塾講師っていうんか、そういうところからですね、補完もして、日常の外国語

をやったらどうかなというふうに思っとるんですけども、その企業人のプログ

ラムの活用っていうんはどうなんでしょうか。塾講師っていう１つの限定をし
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て、民間から導入すると。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） 塾の講師の方への依頼等につきましては、今現在のＡ

ＬＴ、ＣＩＲの対応で、今現在は十分ではないかなというようにこう考えてい

るところでございます。 

ただ他の市町等を見てみますと、講師っていうよりも、地域の中で外国語が

本当に堪能な方がみえまして、その方に協力をいただいているというふうなこ

ともございます。多気町の例をとってみますと、実は外城田小学校には、ボラ

ンティアで松阪市内から通訳ということで、先生方の橋渡しをしていただいて

る、先生とＡＬＴとの間に入って通訳をしていただいてるという方もおります。 

以上でございます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

山際議員。 

○８番（山際 照男） まあそういう方をボランティアで活用してるっていうん

か、来ていただければありがたいっていうふうに思います。地元の塾の先生の

空いたときとかそういうんですと、お互いにＷｉｎ－Ｗｉｎっていうんか、場

合もあるんですけども、それは偏るっていう部分もありますから、それは別と

しましても、できる限り今はＡＬＴなりＣＩＲで、十分っていうのはどうか知

りませんけども、それでやっていただいてるっていうのが、いいことでありま

して、今その追加で補完っていうのが私は思ったもんですから、そういうふう

に質問をさせていただきました。 

⑥項目に入らせていただきます。 

我々の英語学習は中学校からでございました。これからは小学校３・４年生

から始まりますことから、中学校の英語学習は、これまでの英語授業より実践

的な内容になり、オールイングリッシュ化の授業になると言われております。

英語教育者が言うには、小学校６年生のリストを見ると比較的難しいと感じ、
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４・５年生の積み重ねがないと６年生のここまで届かないのではないかと思わ

れると。その間にいかに英語が嫌いにならないようにすることが大事であると。

そのような話を聞きますと、中学校での英語教育はどうなっていくのかという

一抹の不安がよぎる保護者もおられるのではないかと思うわけでございます。

そこで、どの教科も積み重ねが大事でございますけども、同じことが言えるの

ですが、英語に関しては大きく変わる過渡期ということでありますので、今後

の小学校と中学校の英語教育の接続についての考え方をお伺いいたします。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） お答えさせていただきます。 

中学校では再来年度（令和３年度）から新学習指導要領が全面実施となりま

す。新学習指導要領においては「生徒が英語に触れる機会を充実する」「授業

を実際のコミュニケーションの場面とする」そのために授業は英語で行うこと

を基本とする、というふうなことが示されております。 

三重県では実際の授業において半分以上を英語で行うことを授業改善の目

安にしておりますが、12 月に実施されました「令和元年度公立中学校における

英語教育実施状況調査」におきましては、多気町で英語を担当する中学校教職

員全てが「授業中の発話の半分以上を英語で行っている」と回答をしています。 

また、小学校と中学校の英語教育の接続につきましては、小学校外国語の授

業づくりについての研修会に中学校の英語を担当する教職員が参加し、小学校

外国語の授業の実際について学ぶ機会を設けたり、特に勢和地区では１小１中

の強みを生かして授業参観や合同研修会を既に開催したりしています。 

現在、多気町においては全国学力・学習状況調査やみえスタディ・チェック、

ベネッセ総合学力調査など各種調査において、中学校英語においては全国平均

を大幅に上回る成果を出しております。今後も小学校と中学校の連携を密にし

ながら、小学校段階からの積み重ねを大切にし、外国語教育を進めていきたい

というふうに考えております。 
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以上でございます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

山際議員。 

○８番（山際 照男） 私たちの時代の英語はですね、中学校からでございまし

た。まずは、「I am a boy.」とかですね、「This is a pen.」っていうような

ところから始まって、読み書き、文法へと進んだわけでございますけども、そ

のころの英語は、実用的でないとか、現実味を帯びてないとかですね、いうよ

うな悲報がありまして、今のいう「話す・聞く・読む・書く」の４技能になっ

たわけなんですけども。 

今思いますとですね、我々の中学でも高校でもですね、なんか受験のための

英語だったん違うかというふうに思うわけでございます。その点今は国際化時

代をっていうような外国人と十分なコミュニケーションが図れるような英語

にするんだというような目的がありますし、若干英語改革っていう形で今年度

はセンター試験から大学入学共通テストに変わるというようなこともありま

したけども、民間主導というようなこととか、文科大臣の「身の丈発言」でで

すね、延期になりましたけども、確かに今後、英語教育っていうのは改革が必

至だと思っております。そのようなこと等を含めですね、今後の多気町の入学

したときに、例えば、５つの小学校から中学校、勢和小学校は勢和中学へ行き

ますけども、多気地域のあれは４つの小学校から多気中へ進学するわけなんで

すけども、そこら辺のですね、やはり中学校へ入学したときに、同じ基盤とい

うところで、たって勉強する必要があるんじゃないかなと。各学校で教育って

いうんか、英語教育がバラバラでなされてきたと、佐奈はこうだった、相可は

こうだったとか、津田はこうだった、外城田はこうだったっていうような形で、

やはり一斉にスタートしていただいてですね、持てるような教育をしていただ

きたいと思っております。 

勢和小と勢和中も同じなんですけども、それは多気町という形の小学校です

から、そこら辺はきちっとやっていただきたいなというふうに思うんですけど



 158 

も、教育長、その考え方はいかがでございますか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） 外国語科となり、５・６年生の子供たちが教科書を使

って学んでくる。そしてその子が４つの小学校の子供が１つの中学校へってい

うような形になりますと、それぞれの小学校での教え方、あるいは中身も多少、

ずれてくる可能性があるかもわかりません。そういうふうなところから、小学

校の中で先ほど言わせていただいた、学習の機会、先生方の学習の機会があり

ますので、指導案等もパソコンを使って共有されてます。ってことは、ある程

度、同じ中身ですることができるというふうな配慮もさせていただいておると

ころでございます。ただ、実際に教えている現場等も当然先生方がその中で研

修として中学校の先生が小学校へ行って、っていうふうな形が取れれば、非常

にいい形だなというふうに思っておりますけど、現実的に、なかなか４つの学

校へ足を運ぶっていうのが非常に難しいところでございますので、１カ所に集

まった研修会等にそういう機会を是非設けれたらなというふうなことは考え

ております。 

以上でございます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

山際議員。 

○８番（山際 照男） 公正公平な教育内容にしていただきたいというふうに思

っております。 

日本人がですね、国連職員がものすごい少ないっていうことが非常に懸念さ

れているとこなんですけども、やはり日本人は国際公務員、いわゆる国連職員

とかそういう人がものすごい少ないんで、その点をまあ頑張って、語学力が最

も低いというようなことも言われておりますんで、そういう小さいうちからで

すね、教育内容をしっかりしていただいて、多気町の子供たちは英語が良くで

きるっていうようなですね、うわさになればありがたいなというふうに思って
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おります。今後の教育内容に期待したいと思います。ありがとうございました。 

どうも、これで終わります、ありがとうございました。 

○議長（𠮷田 勝） 以上で、山際議員の一般質問を終わります。 

 

（９番 田牧 正義 議員） 

○議長（𠮷田 勝） 続けます。 

８番目の質問者、田牧正義議員の質問に入ります。 

９番、田牧議員。 

○９番（田牧 正義） ９番田牧、今から質問に入らせていただきます。 

質問方式は一問一答方式、そして今回非常に項目が多くて、５つございます。

それで、１つ目が、三重とこわか国体カヌー競技の準備状況を伺いたい。２つ

目、持続可能な町、あるいは地域のつくり方についてお聞かせください。そし

て毎回になりますが、３つ目は、クリスタルタウン工業ゾーン整備事業につい

て。そして４つ目、５つ目が今回初めてになりますが、シャープ三重工場の動

向について、５つ目は、ＶＩＳＯＮの進捗状況について。こういうようになっ

ておりますが、議長にお願いなんですが、実は１、２、３は既に過去に何度も

お伺いしてる。特に２つ目については、これを詳しくやってるとちょっと時間

がなくなりますので、簡単に当局のほうからの１回目の答弁をいただきました

ら、３つ目、４つ目、５つ目にいって、２番目については最後じかんがありま

したら戻るというような形の質問にさせていただきたいんですが、よろしいで

しょうか。 

○議長（𠮷田 勝） どうぞ。 

○９番（田牧 正義） ありがとうございます。 

それじゃあ早速１つ目、三重とこわか国体カヌー競技の準備状況を伺います

ということなんですが、こちらについては、先日、当局のほうから相当詳しい

報告がきておりますので、この部分では１つだけ出ておりません大会後のレガ

シー、特に子供たちへの拡大っていうか、底辺の拡大についてのことについて
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は、この報告書には入っておりませんので、ここの部分だけ、お聞かせいただ

きたいと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

上山教育課長。 

○教育課長（上山 善也） それでは、田牧議員のご質問にお答えさせていただ

きます。 

大会後のレガシーっていうことでございますが、現在、カヌーを通じてです

ね、カヌーのスポーツの普及等っていうところでですね、前回の全員協議会の

ほうでもＰＲ等の活動っていうところで、小学校に出向いて体験会をしている

っていうところを報告させていただいたところでございます。それと、いまで

すね、カヌースポーツの普及っていうところで、櫛田川のですね、魅力をです

ね、発信を目的にっていうところで、松阪市在住の方々で松阪市カヌー協会を

設立されております。今後ですね、その協会の名称をですね、櫛田川カヌー協

会と変更することを計画しているというところを聞いてございます。そうしま

すと本町の方々もですね、こういった櫛田川カヌー協会というふうな名称に変

わればですね、カヌースポーツの普及、また櫛田川のですね魅力の発信等をで

すね、一緒にですね、活動もしていただける方がですね、出てくるのではない

かというふうに思っております。こういった活動をとおしてと言いますか、活

動していただければですね、レガシーの１つにあげられるのではないかと考え

ております。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

田牧議員。 

○９番（田牧 正義） じゃあそこの部分については、私も既に知っている部分

があるんですが、町長に伺います。 

このそもそもレガシー、要は、あと大会は成功に終わってもその後について、

どういうように、マイナーなこのカヌー競技を普及していくか。あるいは拡大
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していくかっていうのは、町長と鈴木県知事が１対１対談で出た問題だと思う

んですね。定義されたもの。そして今教育課長が言われたのは、松阪のカヌー

協会が要は「櫛田川カヌー協会」というように多気町も入れるような形に行く

からという程度、比較的消極的な、要は、参加の仕方というように、私は受け

とめてるんですが、町長は、今の教育課長のレガシーについてのかかわり方に

ついての回答で、町長としても同じように思ってみえるかどうか、お聞かせい

ただけますか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） カヌー競技につきましては、松阪市と連携をしてやって

いこうということでありますので、中身につきましては、町民の皆様の今後の

要望も含めて、この辺を確認しながら一緒に勉強してやっていきたいと、こう

思ってます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

田牧議員。 

○９番（田牧 正義） 大会が成功に終わった後でのことですんで、私は実は愛

知県みよし市、こちらはですね、平成６年に愛知で国体あった折、ところが私

どもの美しい櫛田川してるのと違って、みよし市には実は小さな池というか、

その程度しかないんですね。ところがこちらのほうでは、まちの広報にカヌー

の町と、こういうような表現の仕方で非常に積極的に平成６年以後、かかわり

も多くて、中学校等についても３つの中学校がカヌー部があると、こういうよ

うな形で進んでいる。さらに、我々のところには櫛田川といういい環境がある

わけですから、積極的に進めれば、非常に国内でも有数のカヌーのできるまち

というようなことになろうかと思いますので、大会はもちろん、そのあとにつ

いても、積極的に考えてもらいたい。 

特に、このとこわか国体ではこのような非常にボランティアとかその他につ

いても、県としても非常に積極的にしてるんですが、底辺がこの程度の進め方
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では、ボランティアに参加していただく方も、非常に募集しにくくなると思い

ますから、さらに、大会成功のために積極的にかかわっていただくことをお願

いして、１つ目のものについての質問を終わります。 

２項目めに入りたいと思います。 

これは昨年一般質問で私がいろいろした中からのもので一応４つほど、こち

らに上げております。 

パブリックコメント、要は町民意見募集について。これは、同僚の議員が 12

月の一般質問の中でも取り上げております。町民の声が政策に反映される仕組

みについてと、こういうようなことで、同僚議員が質問した。そしてそれには

テーマを決めて多くの町民が意見を言えるような町政懇談会を考えていきた

い。これが 12 月の当局からの回答でございます。 

また、こちらについて、いかに防災・減災についての受援計画、男女共同参

画についてと、こういうようなことについて、過去に質問していることがあり

ますが、具体的にこのあたりの回答もいただいてないと。こういうようなこと

です。 

③つ目が地域共生社会実現への課題と取り組みについて、というようなこと。

④つ目は、分権改革と地域デモクラシーについて。こういうようなことが昨年

の私の一般質問の中から積み残しているっていうか、当局から具体的に案をい

ただいてない案件と、こういうことで思っておりますので、これについて町長

及び担当課長のほうから、一通りのご回答をいただいて、ここの部分について

は、先ほどお願いしましたように、最終のところで、時間を取りたいと思いま

すので。既にお調べいただいてるところのみ、ご回答いただければと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 田牧議員、４つございますが、１項目ずつ一応。 

○９番（田牧 正義） それぞれ担当の方が違ったので、列記して。 

○議長（𠮷田 勝） １項目ずつ読み上げてください。 

○９番（田牧 正義） はい、①つ目、町民意見募集についてということで、こ

れは同僚議員が 12 月に一般質問の中に入れたことについてで、この折にも副
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町長のほうからご回答されているようですが、ちょっと私がまだ納得できてな

い、その部分について、それでは副町長お願いできますか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

伊藤副町長。 

○副町長（伊藤 智巳） この件につきまして、12 月議会で説明させていただき

ましたように、これは、懇談会で出されたものだと思っておりまして、12 月議

会で答弁したとおりだと思っております。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

田牧議員。 

○９番（田牧 正義） それじゃあ②項目目、防災・減災において、あるいは受

援計画、それから男女共同参画の必要性についてと、こういうようなことを過

去の一般質問でしておりますが、担当の方のご回答をお願いします。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） 担当っていうよりも、私のほうで全体的に。 

防災・減災、それから受援計画におきましては、多気町のほうで防災計画っ

ていうのを策定しておりまして、その中で、県が主催の訓練やそれから公的機

関と連絡を密にするということで調整を進めております。 

特に、社会福祉協議会とは、ボランティアの設置について、町の総合防災訓

練などにおきましても、ボランティアセンターや、コーディネーターの要請に

も取り組んだりしております。 

それから、さまざまな企業や団体と受援体制、受援計画の中でどんなお支え

っていうか、ご協力をしていただけるか、どんな連携をしていただくか、そん

な防災協定っていうのをむすんで、受援体制の整備に進んでおります。 

それから、男女共同参画の部分につきましては、こうした中で、女性の消防

団員によるひとり暮らしの家庭の訪問やら、特に災害時の避難所運営におきま
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しては社協さんの参画、それから女性目線における、女性消防隊の皆さんも含

めてですけども、避難所設営に協力をしていただいたり、こんな訓練もして取

り組みをさせていただいております。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

○９番（田牧 正義） それじゃあ③つ目。 

○議長（𠮷田 勝） 田牧議員。 

○９番（田牧 正義） それは、先ほどお願いしましたように２項目目は１回目

の当局の回答いただいて、最後に時間あったらもう一度戻りますので。１回ず

つご回答いただいたら結構です。 

○議長（𠮷田 勝） 結構です。それにしても、手を挙げて、挙手して発言して

ください。 

○９番（田牧 正義） ごめんなさい。 

○議長（𠮷田 勝） 田牧議員。 

○９番（田牧 正義） それじゃあ③つ目、地域共生社会、実現への課題と取り

組みについて、こちらのほうを担当の課長さん、ご回答お願いします。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） これも、担当課長より、私のほうで。 

共生社会につきましては、少子化また高齢化が進んでおりますので、特に隣

近所や、行政間もそうでありますけども、段々そういうのが希薄になってきて

おります。ひとり暮らし、孤立化というのを避けるために、どんな取り組みを

していくかということで、今は私の就任時に取り組みました。ひとり暮らしの

老人の方々の通院サービス、それから、買い物支援サービス、これもそれぞれ

の地域回りますので、隣におみえの方らをどうしてくかということを特に福祉

課において、そういう取り組みをしております。 

それから、昨年から設置をいたしました、地域包括支援センター、「みんな

の窓口」ということで、皆さんとの相談窓口を広げてやっていこうということ
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で、その発端になりましたのが、多気町では県内初の福祉事務所の設置という

ので、以前の福祉六法にかかわる部門を全て町のほうで賄っているということ

で、ひとり暮らしやそういう孤立化を避けるために、そんな取り組みをさせて

もらっております。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

田牧議員。 

○９番（田牧 正義） ④つ目が分権改革と地域デモクラシーということで、盛

んに住民が主役であるというようなことについて、私はこういうようなコピー

もお見せして、住民本位、あるいは住民主権、住民参加型と、こういうような

ことで過去に質問しているんですが、このあたりについては、町当局は、何ら

かの形でそういうことを組み入れるっていうようなことをお伺いになってい

るんかどうか、お答えいただけますか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） 私のほうでちょっと、ちょっと議員のご質問の中でわか

りづらい部分もあったんですけども、分権型社会、以前に言われました地方分

権で、いろんな権限が町のほうに、また地方自治体に、譲られてきました。た

だ、よく議員も以前おっしゃって見えました、やるためにはやはり人とお金が

なかなか私たちもそれぞれの自治体に分けられてきておりおませんので、その

辺をこれからもっともっと、お金もそれから人も賄えるような体制にやってい

くべきだと思いますので。 

分権と言われてから、もう随分時間が経ちましたけども、なかなか全部が全

部地方分権という形をあらわすことができないっていうことで、よく言われる

地域デモクラシー、民主主義の基本でありますので、その辺をもっともっとこ

れからも国、県とも連携しながらやっていければと思ってます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

田牧議員。 
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○９番（田牧 正義） 以上４つなんですが、こちらにも記載させてもらってる

んですが、私が最近入手した持続可能な地域と、こういうような本の中に比較

的この次の４つの項目で、わかりやすく載ってましたので、記載だけさせても

らっておきます。必要でしたら、また後日この本いつでもご覧になっていただ

ければと思います。 

じゃあ３つ目にまいります。これは、前回も副町長からも回答いただき、な

おかつ副町長からは、３月議会にはある程度の報告ができるような形というよ

うなご回答をいただいてる部分ですが、こちらについてご回答、その後の進展

について、お聞かせください。 

○議長（𠮷田 勝） 項目の内容について、もう少し質問内容を説明してくださ

い。 

○９番（田牧 正義） クリスタルタウン工業ゾーン整備事業についてというこ

とで、ずっと続けてるんですが、12 月にも質問しました。その折に副町長から、

３月議会ではある程度進捗状況について報告できると、こういうようなご回答

をいただいてますので、そのあたりのところをご説明ください。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

伊藤副町長。 

○副町長（伊藤 智巳） ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

12 月議会の答弁で、何らかの動きがあると思い、説明させていただきますと、

お答えさせていただきましたが、２月中に用地の契約ができませんでしたので、

説明させていただかなかったと。 

しかし、３月には中部プラントサービス様と、みえコープ様との、売買契約

をさせていただく予定でございますので、よろしくお願いいたします。 

また昨年より、１万 3000 坪の用地を購入したいという企業がありまして、

１月末には結論が出されるということで、大変期待をしておりましたが、関連

企業の反対があったということで、２月 20 日にお断りに来られ、実現ができ

なかったということでございます。 
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以上でございます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

田牧議員。 

○９番（田牧 正義） それじゃあ、もう一度確認させてもらいます。 

コープみえについては、そのまま進んでいて、今月にある程度契約ができる

方向へいっている。 

２つ目は、それ以外の話があったけれども、それについては先方のほうから

断りがあった。こういう認識でよろしいでしょうか。お答えください。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

伊藤副町長。 

○副町長（伊藤 智巳） そのとおりでございます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

田牧議員。 

○９番（田牧 正義） ただ、私は、このクリスタル工業団地、これについては、

実は町のほうでいろいろおつくりになってる資料をもとに、私なりに推測しま

した。 

まず、経過からいくと坪単価を５万 8000 円でしたい。だからのり面である

とか調整池等を町が買い取るという形の手法を取られた。そして、なおかつ、

パンフレットには、これカラーですとかえって見にくいので、補助金あるいは

優遇税制、こういうようなものをしますよということで、誘致を積極的に使用

とされた、というように思ってます。これについて、間違いございませんか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

伊藤副町長。 

○副町長（伊藤 智巳） そのパンフレットのとおりでございます。 

間違いございません。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

田牧議員。 
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○９番（田牧 正義） 実はこのクリスタル工業団地、以前にも言ってるように、

今財調っていうか 16 億程度出てるのが回収できてない。こういうことで、私

は盛んに毎回質問しているわけでございます。 

これには、実は町としては伏線があると思うんですね。何か。私は公文書開

示、こちらの権限を利用しまして、実は、多気町の企業立地促進条例、それか

ら施行規則、こちらのほうと開示のほうのもので、実際にこの促進条例を利用

した案件について調べました。トータルで２億 4000 万ほどの奨励金が交付さ

れております。ところが、こちらのほうの条例、20 年３月にされたわけですが、

23 年、あるいは 28 年３月、30 年改正されています。何らかの、要は条例で不

都合ができてきたから、これ改正してるんですね。 

具体的に言います。要は、当初したものの中であることは、要は同一の地域

について１回限りにする。これは 20 年の３月 21 日のところ。そしてその後も

う１つ、一番僕が重要だと思ってるのは 30 年３月、ここに町税完納しなかっ

た場合ということで、これ奨励金ですから返してくれということはできない。

ところが、ここに町税を完納しなかった場合というような項目が入ってるわけ

ですが、実はなぜかというと、融資した２億 4000 万のうちの１億近くを奨励

金として将来固定資産税、あるいは事業税で回収できるという方向で考えてい

たものが、倒産というようなことで、奨励金ですから当然回収できないと、こ

ういうことになるわけです。ところが、その倒産した折には、既に町税は滞納

されていた部分があると思いますので、税務課長のほうに先日、それがどの程

度の金額だったか調べていただくようにしておきました。税務課長、ご回答く

ださい。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

北出税務課長。 

○税務課長（北出 博人） 税額については、申し上げることはできませんが、

一応固定資産税はいただいておりますが、ちょっと倒産された会社ございまし

て、そこにおきましては、裁判所からの競売事件の交付要綱の催告によりまし
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て、交付要件を提出し、競売による配当金をいただいております。 

以上でございます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

田牧議員。 

○９番（田牧 正義） これ私なぜ町税が入ってないのにっていうような質問の

仕方したかっていうと、また再度別の企業が来て利用してるんですね。そして

ある銀行が債権保全のために売れた代金回収した。町当局がしかるべく対応し

ておれば、民間のその債権より先に町税というのは回収できたはずなんです。

奨励金のほうはできないですよ。税金はできた。要はそこらに落ち度があった

ねということを言いたい。 

それと同じことがこのクリスタル工業団地のほうの財調 16 億使ってて、完

成してから５年以上経っても先ほど言ったような奨励金をつかうっていうよ

うなことについても、積極的にしても、まだ完売できてないと、こういう現実。

ですから、私はここで２つ、奨励金の問題、それからクリスタルタウンの問題、

これが５つ目に来ますＶＩＳＯＮのところと関連して要は、先日もある説明あ

ったときに、大変申しわけないですが、企画調整課長に、脇が甘いよという話

をしました。要は、いずれにしても、こういう町の住民のお金を脇が甘いこと

によって回収できない、こういうようなのが２つ私の目の前にはある。おそら

く３つ目も同じようなことが起こる可能性があるということで、このあと、ま

た企画調整課長にも調べておいてくださいということは先日言ってあります

ので、そのご回答はいただけると思います。ということで、一応このあたりの

クリスタル工業団地について、先ほど税務課長のほうから裁判所のもろもろと

いうことですが、私は方法はあったと、町当局が何らかの形で少し手ぬるいっ

ていうか、対応が遅かったために回収できなかったんだ、現実にそちらの方は

もう某銀行のほうが政権も回収して事業をやってみえると、この事実はやはり、

町当局についても今後のいろいろな事業をやるに当たって、十分注意していた

だかんと、住民にツケが回っていくよと、こういうことをしてさせてもらって
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ここの項目終わります。 

じゃあ４つ目、シャープ、こちらのことについては、ここのＪＤＩの主力工

場、白山工場に当たりますけれども、こちらのほうが昨年の７月から稼働をや

めてます。ただし、この工場というのは、３年前に稼働できた非常に新しい工

場、シャープの三重工場、あるいは亀山工場よりもすばらしい設備、広さ等も

持っている。こういうようなものです。こちらのほうを仮にどういうように今

後３月いっぱいで検討終わるというように、ＪＤＩとシャープのほうの話は進

んでいるようですが、どういうような形になるにしろ、何らかの形で三重工場

は影響があるわけです。例えて言うならば、この新型コロナウイルスこちらの

ほうで、国のほうからの要請で、先日も新聞に出てました、マスクの生産をシ

ャープが検討している。これ何かというと、クリーンルームが丸っと空いてた

んですね。稼働していないから。ですからすぐにマスクの生産の設備だけ国の

ほうが３分の２負担するように聞いておりますが、その生産ラインさえつくれ

ば、つくれる。要は何か。シャープの三重工場はほとんど稼働してるのが少な

いから即対応、マスクの生産でも変えることができる。こういうことになる。

ですから、そういうような意味で、この新聞記事でた折に、副町長には翌日、

町長にも今年になってから、もろもろの関連の記事をお渡ししてます。それ以

後、副町長、町長、何らかの形でこのＪＤＩとシャープの問題について、動き

を取られたかどうか、そのあたりお答えください。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） 当時ＪＤＩとホンハイが多気町のシャープンのほうどう

するかっていうときには、そのときには、町としては、私のほうで、あまり企

業さんの事業運営のことですので、口出しはできませんけども、お願いはちょ

っとしました。できたらホンハイになるように当時は。ただ、今シャープの中

身はホンハイになってから、ほとんど残念ながらうちのほうと直接協議とかそ

んなんは入っておりませんし、企業ができてから、毎年行っておりましたシャ
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ープ訪問というのも、今なかなか向こうのほうの受け入れそのものが難しいっ

ていうことで、協議の中には入っておりません。 

ですから田牧議員おっしゃっていただいたＪＤＩをホンハイが購入するっ

ていう、どうこうの指針は私のほうには一言もありません。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

田牧議員。 

○９番（田牧 正義） その町長、副町長にお渡ししたのは、この「ＪＤＩ主力

工場売却へ」と、この記事ですね。そしてＪＤＩはどういう性格の工場である

かっていうと、日の丸液晶、要は国挙げてつくった会社、ですから、主力銀行

がみずほであるとか、その他東京に主体を持っているような企業、そしてなお

かつ 1000 億以上の債権を今月末までにどのようにするかということで債権を

減らさなきゃならない。おそらく、国挙げてどういうようにするかという方針

が今後いくんだと思うんですね。 

そしてその中でわたしが言ったのは何かというと、先日、同僚議員の質問の

中に、多気町がそれじゃあシャープ及びシャープ関連からどれだけの税収があ

るんですかというので、一時は 10 億を超えてたみたいですが、先日、６億何

がしという回答がありました。ですから、多気町の税収のうちの６億があると

いう企業にこういうような話が出てるのに、町当局が先ほど町長が言われたよ

うに、話し合いがホンハイになってから、ほとんどないからできてない。これ

また先ほどの脇が甘いねと同じなんです。 

災害の折に、地震であれば予測できないです。こういう話が出てるっていう

のは、これはね、南東のほうに台風が発生しましたよ、そしてそのコースはお

そらく三重県通過しますよと。要は、税金が６億多気町があるのが何年か後に

それがなくなったらどうするかっていうのは当然考えるのは当局の姿勢のは

ずです。それを話することができないから何もしてない、これではね、危機管

理ができないですよ。そのあたりの私の考えと当局の考えのずれがあるという
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ことを指摘しますけれど、私の今言ったことで、町長及び副町長、どのように

お考えになるんですか。お聞かせください。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） 田牧議員はおっしゃられますけども、できる限りの協議

を申し込んだり、近々社長とか副社長に面会っていうのはできませんけども、

シャープの幹部の方との協議というのはさせてもらいますけども、残念ながら

田牧議員が思ってみえるような、向こうのホンハイの社長はテリー・ゴウさん

ですけども、全く日本の社長さん方とはお考えもたぶん違うと思います。副社

長の戴
たい

正呉
せ い ご

さんも同じであります。そんな甘いもんとは、逆に私のほうから田

牧議員に言わさせていただくと、企業さんのトップ、今の外国のトップの企業

さんとはなかなか難しい部分があると思います。ですから、会社の運営にかか

わるところまでは、町のほうはできない部分がある。 

ただ、幹部の方と、幹部っていうのはその下の方ですけども、日本の方です

けども、その方とお話するんはできますけども、なかなか議員おっしゃってみ

えるようなところまでは難しい。脇が甘いとかそんな話ではないっていうこと

であります。 

わかっていただければありがたいと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

田牧議員。 

○９番（田牧 正義） 私はそういうことを言ってるんじゃないんですよね。要

は、最悪三重工場が閉めた、そうした折に税収こんだけ減りますよということ

が、先ほど言ったように６億何がし。要は相手じゃないんです。町がその６億

入らなくなったら、どういうようにするかを考えるのが、当局のお仕事でしょ

と言ってるんです。何もシャープのほうと話しろということは私は言ってない。

前にも言ったように、要はそういうようになった折、クリスタルタウンの折も

そうです。仮に 16 億の財調が戻ってこなくても、町長も職員も私ら議員も、
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責任取れない。取る方法はない。全てツケは町民に行くんだということは前回

にも言ってあります。ですから、シャープと話しろと私は言ってない。それは

税が入らなくなったら町としてどうするんだと、それを考えるのが当局の仕事

でしょと言ってるんです。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁を求めます。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） 私の聞き間違いか、シャープと話をできやんだんか、手

は打てやんだんかっていう話を、私はそう受けとめたんで、そういう話をさせ

ていただきました。ただ、うちの町としては、シャープさんがおっていただく

限り、シャープ支援ということで、さまざまな取り組みを今までもこれからも、

存在する限りさせてもらっていくつもりでおります。 

議員おっしゃっていただいたように、これからどうするんやということで、

この間お話がありました、マスクの工場をやるのに、町としてのご支援はいか

がですかということがありましたんで、うちとしては、そういう支援も国のほ

うが同じように何らかの形でさせていただくということを言わさせていただ

いたり、こんな取り組みを今させてもらっております。 

ですから、シャープの今、議員おっしゃってた空き工場があります。第１工

場何かは中身あいてます。ですから、そういうところへの企業誘致もできない

か、そんな話はさせてもらっております。それは今議員おっしゃっていただい

た、もしもこれからどうなったかっていうときのために、我々はできるだけの

ことはさせていただこうと。これは私も議員も同じ思いやと思います。 

今、シャープさんのあそこの会社そのものがとまってしまったら大変なこと

になりますんで。そういう取り組みをさせてもらって、また、いろいろ両方と

協議をやっていければと思ってますので、よろしくお願いします。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

田牧議員。 

○９番（田牧 正義） シャープについては、ちょっと時間の都合もありまして、



 174 

ここまでとします。 

そして最後、５つ目、ＶＩＳＯＮの進捗状況について。秋って言ってたのが、

どうも来年の春になるような話もちらほら聞きますが、こちらについて、公表

できる範囲で結構でございますから、ご説明ください。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

筒井企画調整課長。 

○企画調整課長（筒井 尚之） ただいまのＶＩＳＯＮ進捗状況ってことでご説

明申し上げます。先月末の全協でもお話はさせていただいたところではござい

ますけども、改めまして。 

造成工事につきましては、おおむね 80％の進捗となっておりまして、ご承知

かつ思いますけど、建築工事が昨年の秋から着工いたしまして、今現在基礎工

事部分がほぼできあがってきたというところでございまして、いよいよその他

の建築施設が着工されるというところでございます。 

またほかにインフラ整備といたしましては、スマートインターチェンジにつ

きましては、本線からオフランプへ入っていく部分は、これ事業者工事となり

ますので、ここの部分につきましては、もう既に盛り土工事が進められており

ます。春ごろから、いよいよ本線の部分でネクスコ側の工事も始まるというの

をお聞きしております。また、これもほかのインフラ関連としまして、国道 42

号の拡張です。勢和多気インターの交差点から、新しくできる交差点までの間

が、まもなく年度入りましたら、そろそろ着工してくるというふうに見込まれ

ております。あわせて、ＶＩＳＯＮ向いて、水道の給水工事もこれらも着手し

て、開業に間に合わすべくということで、これからどんどん工事関係一斉に動

いていくという状況でございます。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

田牧議員。 

○９番（田牧 正義） それじゃあ企画調整課長に先日お願いしました、これが
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私はＶＩＳＯＮに対しての奨励金と同じように先行投資と、こういうようなこ

とになろうかと思いますが、１つは、スマートインターについて。これＶＩＳ

ＯＮが来なかったらあそこにそういう物つくる必要は全然なかったはずなん

ですからこちら、それから 42 号線の拡幅工事、それから水道等の工事という

ようなもの、その他いろいろあると思うんですが、ＶＩＳＯＮがあそこへつく

らなければ、多気町として何も先行投資する必要がなかった投資があると思い

ますが、これらは何らかの形で町としては今後ね、固定資産税であるとか事業

税であるとか、そういうような形で回収できるということで投資してるはずで

すから、先ほどの奨励金と同じような性格を持った先行投資です。この金額を

調べていただくようにお願いしておきましたが、こちらのほうのご回答をお願

いします。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

筒井企画調整課長。 

○企画調整課長（筒井 尚之） それでは、先ほど議員おっしゃいましたように、

１つはスマートインターチェンジの設置補助金ということで、トータル１億円

でございます。これが議員もご承知かと思いますけど、本年度来年度の２カ年

ずつ、5,000 万ずつに分けてお支払いするということでございます。これにつ

きましては、全国初の民間施設直結型スマートインターチェンジってことで、

認定されまして、その結果、事業者側がスマートインターチェンジの工事の一

部を持たなくてはいけないってなったっていうこともありまして、その一部を

町が負担するっていう形で、補助金を支払いをさせていただいておるってこと

でございます。もちろん事業者側に対してお支払いをするものでございますけ

ど、町といたしましては、もちろんその支援と合わせまして、ここへスマート

インターチェンジができることによって、アクセスする町道を通って当然国道

へもおりて、またほかの町の観光施設へも行けると、そういうとこでメリット

もあるということで、当時の議会にはご説明申し上げまして、お認めいただい

たものでございます。 
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次に、国道 42 号の拡幅工事関連でございます。これ、現在ちょうど来年度

予算で調定させていただいております、予算ベース上で３億 5000 万となって

おります。これにつきましては、町の先行投資というものではございませんで、

町の受託工事でございます。事業者側ではできないので、町であれば国側の認

可がおりるっていうことで、うちが資金をいただいて代わりに工事をするとい

うものでございます。 

それと合わせて、水道の給水工事。これにつきましても、先ほどの国道と同

様、事業者側では工事ができませんので、これも町が代わりになって、受託工

事としてやるという形でございます。これも予算ベース上で３億 5000 万。た

またまですけど金額がほぼ一緒になってございます。 

これらが主な、あとの２つについては先行投資ではございませんけど、ＶＩ

ＳＯＮ関連で、今回支出する金額でございます。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

田牧議員。 

○９番（田牧 正義） それじゃあ具体的にそれを企業のほうから回収できる見

通しっていうのはまだ決まってない、あるいは民間企業だからできないから町

が代わってするんだからっていうので、そういう事業をするのに、ＶＩＳＯＮ

と具体的にこのお金をかけたものを補填するっていうか、補完するための覚書

その他について、もう既に終わってるんでしょうか。それともそれらは必要な

いということでつくってみえない。要はこれは先ほどからくどいように言いま

す奨励金と同じように、先行投資しても戻ってこない可能性のある金額ってい

うことなんですよ。そのあたりのお考えをどのように整理していかれるのかお

聞かせください。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

筒井企画調整課長。 

○企画調整課長（筒井 尚之） まず国道 42 号の拡幅工事でございます。これ
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につきましては、もう近々事業者側と多気町の間におきまして受託契約書とい

うものをですね、巻きまして、もちろんその中で、これだけのお金をいただき

ますと、それに基づいて町は施行業者に発注していくというスタイルで、当然

工事が終わるときには全てお支払いは終わっていると、そういう形で契約を終

わられます。ですからその時点でもう支払い関係は終わるという形になります。 

水道工事につきましても、これはあくまで給水条例の中で、町側がやるもの

でございまして、既にＶＩＳＯＮ側から給水の申し込みをいただいております。

条例の中で、当然全額払ってくださいということが大前提で、支払いが終わっ

てから着工されるというスタンスでございます。 

スマートインターチェンジにつきましては、議員がおっしゃるように、確か

に立地奨励金と趣旨が似たとこはございます。ですからこれにつきましては、

これからたくさん来ていただく観光客であるとか、当然お金を落していかれる

と思います。そういった売り上げの関係であるとか、おっしゃいますように固

定資産税であるとか、そういったもので回収していくと、そういうスタイルの

性格のものでございます。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

田牧議員。 

○９番（田牧 正義） それでは、このＶＩＳＯＮのことについて、最後の質問

になるかと思いますが、ＶＩＳＯＮのこのチラシ、こちらのほうには、私の知

る限り、当初かかわってみえましたイオンタウン、こちらのほうのかかわりが

ほとんど見つかりません。当初は、要は、アクアイグニス、イオンタウン、ロ

ート製薬などというようなことで、非常にイオンタウンも前に出て参加するよ

うなはずだったはずですね。ところがイオンタウンの関連のものはこちらのも

のには何も載ってきてません。その間のいきさつ、それから今後もうイオン系

列は参加しないのか。そのあたりで公表できるところをご公表願います。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 
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筒井企画調整課長。 

○企画調整課長（筒井 尚之） イオンタウンにつきましては、合同会社の４社

の１社として、当全出資企業でございます。もちろんもうお金は当然出されて

おります。そして、これは、かなり前からアクアイグニス側から聞いておりま

したけど、今回はイオンっていう形で例えば建物を出されるとか、お店を出さ

れるっていうことは全然そういうことはお考えではなっておられなかった。こ

れは今までもですね、お話もさせていただいてきました。ただ、イオンタウン

のかかわり方としましては、やはり最近のイオンモールでもそうなんですけど、

建物たてて、それでテナントを貸して、そしてそういったテナント形式で運営

費を取るというようなスタイルでございまして、今回の場合はそれのノウハウ

をここへ全部出しているというふうに伺っております。これは一貫して初めか

らそういうようなことはずっとおっしゃられておりましたし、こういったこと

は要所要所で今までもご説明させていただいてきました。 

以上でございます。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

田牧議員。 

○９番（田牧 正義） いろいろそういう経過はあると思いますね。ただ、私が

先日もこのイオンではないですけどＶＩＳＯＮについてのところで、脇が甘い

よって言ったのはどの箇所を私が脇が甘いと言ったか、企画調整課長おわかり

になりますか。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁を求めます。 

筒井企画調整課長。 

○企画調整課長（筒井 尚之） おそらく全協の折の進捗状況の説明の中で一端

やと思います。そのときに、お出ししました、スーパーシティ構想のおそらく

その資料のことだと思います。 

あれにつきましてはですね、確かに「案」って言葉は漏れておりましたけど、

あれまだ、あのときもこちらも申し上げましたように、考案審議中でありまし
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て、まだ全てが手探り状態でやっている。国側も手探りです。まだ法案成立し

ておりません。ですからこちらも手探り。こういった中で今すり合わせてつく

っている書類でございます。ですので、脇が甘いというよりはですね、まだ完

全なものは当然できあがらない。こちらもこのような形でやっていきたいんだ

けど、どうだろうかって今やってるとこでございまして、まだあくまで途中経

過ということで、またお示しさせていただいております。だからあれ全てまだ

何も決まったわけではございませんし、回ってまいりましたほかの市町からも

ですね、同じような意見もらいましたけど、それらも全てまだ手探り状態でや

っておりますのでご理解ください、という形でやっておりますので、そのよう

な形でご理解願いたいと思います。 

○議長（𠮷田 勝） 答弁が終わりました。 

田牧議員。 

○９番（田牧 正義） これもカラーですとわかりにくいので白黒です。「町ご

と民営化構想」と、あくまでも「構想」ですね。そして、株式会社ＶＩＳＯＮ

設立。要は民営なんです。それと行政のかかわりの仕方、これについて、行政

がそういうような民営のところにそこまで入っていいのかどうか。このあたり

について、きちっとした線引きができてないね、そこが甘いねとは私は言った。

ましてその下で「ＶＩＳＯＮ税」であるとかそういうようなことも書いてます。

これは構想の中で、それは確かにそういうのもあるんです。しかし、民営の会

社に行政がそこまで立ち入るということ自身がいかがなものかと、ここを私は

脇が甘いと言ったんです。それだけの忠告でここはとめます。 

これで一応５項目終わったので、先ほどお願いしましたところに戻りたいと

思います。 

そこで、議長、ちょっとこちらに、こういうコピーあるんですが、ちょっと

確認のために町長にお示ししたいんですが、よろしいでしょうか。 

○議長（𠮷田 勝） 配布ですか。 

○９番（田牧 正義） 要は見た覚えがあるかどうかの確認だけです。 
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○議長（𠮷田 勝） どうぞ。 

（田牧議員が町長、副町長、企画調整課長、総務課長に対し、離席して資料掲示） 

○議長（𠮷田 勝） 田牧議員、ちょっと意図がわかりませんので戻ってくださ

い。 

○９番（田牧 正義） 実は、これは何かっていうと、私が議員になる前、これ

はＮＨＫの時論公論「地域共生社会 実現への課題」とこういうことで、これ

は放送は 2017 年９月 29 日です。その１週間ぐらい後に企画調整課長にお渡し

して、それから１カ月後ぐらいに勢和公民館で、要は「町長と話そう」という

こういう催し物。その折までに企画調整課長は、町長、副町長、総務課長も含

めて、この「話そう」をお越しになる方にお渡しになってる。そして残念なが

ら、私は何をその折に町長に聞きたいかということで言いますと、町長は盛ん

にそういうようにまちづくりのために住民と膝詰めで話している、その本気度

を知りたかったんですよ、はっきり言うと。ですから１カ月も前にこの資料を

渡して、それをどういうように町当局消化されるのか、それの確認を取りたか

ったためにやったことなんですね。ところが、あの折残念ながら町長ここまで

言ったらもうご回答わかりますよね。 

あなたはこのコピーを見られ、ところがあの折に残念ながら私はこれをもと

に質問したら、あなたは自分の席から立って、住民の前でこれで答えれますか

とわざわざ示された資料がこのコピーです。 

ですから私は町長の本気度、５点評価でいけば２。要は何にもやらないより

はいい。しかし、決して何にもやらんのを１とするなら２です。要は、真剣に

やってみえるというところが私には映らなかった。だから、あえて私は議員に

なってからも、一般質問ではしつこくいう部分があります。それは何らかの形

で町長が、そうやってやって膝詰めでやってるんだ、住民の声聞いてるんだと

言うんだったら、私のような素人がそんな２の評価するんやなしに、少なくと

も、３、４の評価ができるほど、住民のほうにもっと寄ってくださいよ。 

ですから、先ほども言ったように、住民の声を吸い上げるのは、どういうよ
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うにしてされるんか。あるいはこういうようなことやってます、それに対して

も本気度、それがきちっとわかるように、今後動いていただいて、まだまだ多

気町にはいいところもあれば、非常にリスクの多い部分にもいきます。ですか

ら、私は 12 月にもきっちり仕上げると言われたけど、町長まだあなた種まい

てるんじゃないですかというような言葉で質問してます。要は、私らから見て、

本気度を示されるんであれば、そのあたりをもう少しきちっとわかるようにし

ていただきたいと思います。 

これについてはおそらく、ちょっと方向の違う方面から質問の形をとりまし

たので、すぐご回答いただけるんでしたら、結構ですが、ご回答いただけない

んであれば、それはそれで結構です。 

ご回答いただけますか、またの機会にしますか。 

○議長（𠮷田 勝） 当局の答弁を求めます。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） 田牧議員と私とはそれぞれ手法もそれから考え方もたぶ

ん違うと思います。私は、以前のときにも申し上げました。その見せられた紙

には、私にはよくわかりませんでした。それがたぶん久保町政に対する、また

久保町長に対する評価が１か２やって言われることにつながってるんかと思

います。 

私が今、町長として、取り組みをさせてもらっておりますのは、１歩でも多

く町を歩いて、また１歩でも多く皆さんのところへ出向いて意見を聞かせてい

ただいて、町政につなげていこうっていうことであります。 

パブリックコメントのやつもありましたけども、町長がいろんな意見、いろ

んな場で皆さんの意見を聞いて、これからこういう施策をやってきたい、こう

いう手法でやっていきたいっていうのが、私は町長の努めやと思います。全部

パブリックコメントでやるのでは、町長は一体どっちの方向向いて仕事をやる

んやということになると思います。パブリックコメントは、例えば、定住自立

圏であったり、それから子育てであったり、それから道路であったり、それは
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それぞれのところで、パブリックコメントいただく部分もあります。 

ですけども、全体の例えば、町の活性化であったり、それから、福祉であっ

たり、それから環境であったり、またインフラ整備であったり、それぞれの部

分は、いろいろなところを歩いていろいろな場面で、農業施策もそうですけど

も、これも今までの議員の皆さんにもお答えをさせていただきましたけども、

その中で私はこういう方向でやってきたい、ということで、議会の皆さんに提

示をさせていただいて、それを実施に移していくということになりますので。

たぶん抽象的で、田牧議員のは僕はわかりませんでした。ですから、これから

わかるようにしたいと思いますけども、私はこの 10 年間、そういう手法で取

り組んできました。町長はこんな方向でこんな事業やってきたい、福祉はさっ

きも言ったようにこんなんやってきたい、ということをお示しをさせていただ

いて、今回の施政方針もそうであります。 

以上です。 

○議長（𠮷田 勝） 以上で、田牧議員の一般質問は終わります。もう時間がき

てます。発言なし。 

 

○議長（𠮷田 勝） 以上で、通告者全員の一般質問が終わりました。 

本日の会議は、これにて散会といたします。 

 


